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監修のことば

大阪府内建築行政連絡協議会
会長　山添光訓

本書は建築基準法及び大阪府建築基準法施行条例の諸規定の取扱

いについて、府内統一基準が定められたことから、平成2年に「質

疑応答集 初版」を発刊し、現在6版までを発刊してまいりました。

この間には、建築確認及び検査の民間開放や耐震偽装事件、近年

では大規模火災による密集市街地等における安全性の確保、既存建

築ストックの活用、木造建築物に係る制限の合理化により、その度

に建築基準法は改正され、建築規制を含めた建築物を取り巻く状況

は目まぐるしく変化してまいりました。

このような中、府内特定行政庁及び指定確認検査機関で構成され

ている「大阪府内建築行政連絡協議会」においても今回の改訂7版

は、前回の改訂以降による法改正などを含めた項目と内容の整理を

実施致しました。

またインターネットの普及により、誰もが建築に関わる様々な情

報を簡単に入手できる時代となりましたが、今後も高度化・多様化

する建築物に対して建築基準法の的確な運用が求められていますの

で、本書がその一助となれば幸いです。

最後に、今回の改訂7版には多くの指定確認検査機関と府内特

定行政庁のご協力を賜ると共に、本書の発刊に際し、多大なご協力

を頂きました公益社団法人大阪府建築士会と一般社団法人大阪府建

築士事務所協会に心から御礼を申し上げます。

令和2年10月



刊行にあたって

公益社団法人 大阪府建築士会
会長　岡本森廣

一般社団法人 大阪府建築士事務所協会
会長　戸田和孝

本書は、平成2年に建築基準法及び大阪府条例の諸規程の取り

扱いについて、大阪府内特定行政庁連絡協議会（当時）で大阪府内の

統一基準が定められたことを機に初版を刊行し、その後も法運用の

統一項目の増補、法改正の対応、条例の解説の整理等で約30年間

の長きに亘って改訂を重ね、更なる法令解釈の普及と建築士の利便

性の向上を目的として、今般改訂7版の刊行を迎えました。

本書は、法令の個々の条項についてQ＆A形式でわかりやすく

解説した建築確認の実務書で、これまでも行政担当者及び建築実務

者の業務において有用な資料として役立てていただいております。

建築基準法は、府民の生活に密接したものであり、地域の実情に

則して運用されるものであることから、その諸規程全般を熟知し解

釈することは難しく、さらに近年は建築物の機能や形態の多種多様

化に伴い、その建築の適法性についての判断が困難となるケースも

多く、法令を正しく解釈し運用することが非常に難しい状況です。

建築物の適法性に関わる解釈において、建築指導行政と建築士の

間の齟齬を少なくし、双方ともに円滑な建築実務が執行できるよう

本書が一助となれば幸いです。

本書の刊行に際しましては、監修にご尽力賜りました大阪府内建

築行政連絡協議会の関係各位に厚くお礼申し上げます。

令和2年10月
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［法2条］用語の定義

1−1	 テントハウスの取扱い
		テントハウスの取扱いはどうなるか。

	テントハウスは、屋根及び柱若しくは壁を
有するものであり建築物に該当する。

1−2	 立体駐車機械装置を使用した建築
物の取扱い
		商品として車を収納するため、立体駐車機

械装置を使用した建物を計画したが、倉庫としてみ
なせるか。

	次の要件を満たす場合は、自動車車庫では
なく立体駐車機械装置を用いた倉庫として取扱う。
1．	自走性がない（ガソリンを搭載していない）。
2．	自動車のナンバープレートがない。

1−3	 寄宿舎の取扱い
		寄宿舎とはどのようなものをいうのか。

	寄宿舎とは、1室に1人あるいは複数人が
同居し便所・台所・浴室などが1ヵ所又は数ヵ所に
集中して設けられる居住施設のことである。一般的
に学校・事務所・病院・工場などの学生・職員・従
業員のために造られる。食堂・集会所・プレイルー
ムなどが設置されることもある。
なお、共同住宅は、２以上の住戸を有する一の建
築物で、隣接する住戸間又は上下で重なり合う住戸
間で内部での行き来ができない完全分離型の構造を
有する建築物のうち、廊下・階段等を各住戸で共有
する形式のものをいう。

1−4	 百貨店の取扱い
		建築基準法における百貨店とはどういうも

のが該当するのか。

	物品販売業を営む店舗で同一の店舗の床面
積の合計が1,500㎡を超えるものを百貨店として
扱う。
なお、百貨店に該当する物品販売業を営む店舗に
ついては、令30条1項、令126条2項の規定が
併せて適用される。

1−5	 グループホームの取扱い
		グループホームの建築基準法の取扱いはどうか。

	個々の計画内容により「寄宿舎」「共同住宅」
「児童福祉施設等」のいずれかとして取扱う。なお、
特定行政庁により取扱いが異なるため、事前に相談
すること。

1−6	 居室の取扱い
		住宅の台所は居室として扱われるか。

	住宅の台所において下記各号に該当するも
のは、居室と扱わないことができる。ただし、法28
条の2の規定においては台所は居室として扱う。
1．	�規模（おおむね3〜 4.5 畳程度）及び形態的に
調理のみに使用し、食事等の用に供しないこと
が明確であること。

2．	他の部分と間仕切等で明確に区画されていること。

1−7	 主要構造部の定義
		下記の１〜4は、法2条 5号の主要構造

部に該当するか。
1．	令 114条の界壁
2．	防火上有効なひさし、そで壁
3．	外壁又は床を支持する小梁
4．	防火区画を形成する床、壁

	「主要構造部」については、法では建築物の主
要部に対し、防火上種々の制限を加える場合が多いの
で防火上主要な部分を一括して主要構造部としている。
1〜4のそれぞれは全て防火上主要な部分である
ため主要構造部である。

1−8	 延焼のおそれのある部分（1）
		2 の建築物が平家建ての渡り廊下で連絡し

た場合の延焼のおそれのある部分（3ｍ、5ｍ）の取
扱いについてどうなるか。

	2 の建築物が平家建ての開放性のある渡り
廊下により接続されている場合はⒶ、Ⓑそれぞれの
外壁間の中心から延焼のおそれのある部分は生じる。
ただし、その他の構造の渡り廊下で接続されている
場合の扱いは各特定行政庁に問い合わせること。

Ⓐ Ⓑ（渡り廊下）
Ⓐ＋Ⓑ＞500㎡
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1−9	 延焼のおそれのある部分（2）
		図のように平家の附属建築物（小規模な物

置）で主要構造部が不燃材料で造られ、延焼のおそ
れのある部分の外壁の開口部に防火設備を設置した
ものについて法2条 6号のただし書きイの適用は
できないか。

	図の例の場合は、火災の発生のおそれが著
しく少ないものとして法2条 6号のただし書きイ
の扱いとする。
同様に扱えるものとしては、受水槽、屎尿浄化槽、

合併浄化槽の上屋、ポンプ室及び小規模なごみ置場
などがある。
また、同様に扱えるもので延焼のおそれのある部

分の外壁の開口部に防火設備を要しないものは、開
放性のある渡り廊下及び開放性のある駐輪場（原動
機付自転車及び単車を含む駐輪場を除く）などがあ
る。

1−10	延焼のおそれのある部分（3）
		法2条6号において下図の場合、地階部分

の開口部は延焼のおそれのある部分に該当するか。

	法2条6号では、地階についての延焼のお
それのある部分の規定は明記されてないが、図−1
のような場合、1階と同様の延焼のおそれのある部
分として扱う。
ただし、図−2のようにドライエリアの壁等で防
火上有効に遮られている部分は除く。

1−11	延焼のおそれのある開口部のガラ
リの扱い
		耐火建築物又は準耐火建築物において、延焼

のおそれのある部分にかかる外壁にガラリがある場合
は、防火ダンパーが必要か。また、ガラリの大きさに
より要否が決められているか。また、ガス機器の排気
筒を延焼のおそれのある部分に設ける場合はどうか。

	防火ダンパーが必要である。ただし、平成
12年告示 1369号第 1・8号により開口面積が
100㎝2以内の換気孔でかつ、鉄、モルタル板等で
造られた防火覆いをした場合は法2条9号の2・
ロの防火設備である。
なお、ガス機器に接続される排気筒は、「煙突」に
該当するため、防火ダンパーを設けてはならない。
当該排気筒は、平成3年 12月 9日付け住指発第
546号により措置することとし、厚さ0.3㎜以上
の亜鉛鉄板又はステンレス等で造られた排気トッ
プ、ベントキャップ等を設ける必要がある。

附属建築物
（小規模な物置）

防火設備

備
設
火
防

3m 3m

3m

1階

H

地階

開口部
線
界
境
地
隣

G,L

図－1

3m

1階

H

地階

開口部
線
界
境
地
隣

G,L

図－2

≧3̶
H
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1−12	延焼のおそれのある部分の開口部
が耐火構造の壁等で遮断されてい
る場合の有効性
		法 2条 6号において開口部が下図の場合、

耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部
分に該当するか。

	図の L1＋ L2（L3）の寸法が3mを超える
場合（1階部分）であれば、該当する。

〈令107条〉耐火性能に関する技術的
基準

1−13	主要構造部の耐火性能（1）
		令107条の耐火性能について、下図の場合

の1時間耐火と2時間耐火の取合いはどうなるか。

	梁は柱と一体として構成されているもので
耐火時間は柱と同じであり、最上階から4層目まで
が1時間以上、5層目から14層目までは2時間以
上とされている。図の5層目の梁は2時間耐火が必
要である。
床の耐火性能も最上階から4層目までは1時間耐

火であり、5層目より下は2時間耐火が必要である。

1−14	主要構造部の耐火性能（2）
		令 107条の耐火性能について、下図のよ

うに吹抜きがある場合の1時間耐火と2時間耐火
の取合いはどうなるか。

	令 107条により、最上階から数えた階数
が4以内の階が1時間耐火と定められている。下図
の場合、吹抜き部分は2階部分であるので、吹抜き
上部の4階の床及び3階の床より上が1時間耐火
となる。

1−15	主要構造部の耐火性能（3）
		高層部と低層部があり、部分的に階数が異

なる場合の1時間耐火と2時間耐火の取合いはど
うなるか。

	

aa

L2

L1

線
界
境
地
隣

耐火構造の壁

耐火構造の壁

開口部

L1

L3

開口部

線
界
境
地
隣

（a-a断面図）（1階平面図）

（参考）L1 ～ L3 の部分に防火設備がある場合も可とする。

1
2
3
4
5
6
7
8

梁1時間耐火
梁2時間耐火

床1時間耐火
床2時間耐火

6F

5F

4F

3F

2F

1F

床1時間耐火

床1時間耐火

梁2時間耐火

1時間耐火

2時間耐火

1時間耐火

2時間耐火

＊図のような部分的に吹抜きがある場合の扱いとする。

梁2時間耐火

梁2時間耐火

柱2時間耐火

柱、梁、床
（1時間耐火）

高層部Ａ 低層部Ｂ

柱、梁、床
（2時間耐火）

階数に算入しない屋階は、
最上階と同等の耐火時間とする

・A、B部分が一体構造とな
　っている場合はB部分の最  
　上階からの階数は、A部分
　と同様に算定する。
・この部分がエキスパンシ
　ョン・ジョイントで、A、
　B部分が構造的に分離でき
　る場合の最上階からの階
　数は、各部分ごとに算定
　し、A部分は5、B部分は
　1とできるものとする。

1

2

屋階

1

2

3

4

5

6

最上階
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1−16	主要構造部の耐火性能（4）
		耐火構造の屋根にトップライトを設けるこ

とができるか。

	トップライトは通常は明り採りとして開口
部的要素が強いが、防火上、耐火上の観点からみる
と「屋根」として考える必要がある。
したがって、耐火構造の屋根に設けるトップライ

トは主要構造部として30分間耐火性能とする必要
がある。
通常の場合トップライトとしてアクリルドーム等

を使用している例が多いが、30分間耐火性能とす
るため、図のように内側に鉄製枠付き網入りガラス
等を設置することが必要である。

1−17	主要構造部の耐火性能（5）
		耐火構造の屋根スラブの上に修景のための

置き屋根を設ける場合、どのような構造とすればよ
いか。

	原則として、置き屋根の部分は不燃材料で
造ればよいものとする。
なお、置き屋根の小屋組内部を屋内的用途として

使用する場合等は、当該置き屋根は耐火構造としな
ければならない。

1−18	小屋組の梁の耐火構造（1）
		令107条1号及び平成12年告示1399

号第4・3号ヘにより、床面から梁下端までの高さ
が4m以上の鉄骨造の小屋組で、1時間以上の耐火
構造としてみなされるが、下図の場合も1時間以上
の耐火構造とみなすことは可能か。

	
図示の場合、1時間以上の耐火構造とみなすこと
は可能である。従って、この場合、床面から4m以
上の部分の鉄骨小屋組みの防火被覆は不要とするこ
とができる。
なお、天井を張る場合は、不燃材料又は準不燃材
料とする必要がある。

1−19	小屋組の梁の耐火構造（2）
		下図の場合、鉄骨造の小屋組の耐火構造の

梁は、令107条1号による平成12年告示1399
号第4・3号ヘに該当するのか。

	A 部分が耐火構造の壁、又は常時閉鎖式の
特定防火設備若しくはその他の特定防火設備で、令
112条 18項 2号に定める要件を満たすもので区
画され、かつ、高層部分と低層部分が EXP.J 等に
より、構造的に独立している場合には、該当する。

アクリルドーム

鉄製枠付網入ガラス

置き屋根

屋根スラブ（耐火構造）

耐火構造の梁

鉄骨小屋組

耐火構造の柱・壁

床面
▽

斜線部分のみ所定の防火被覆

4,000

A H≧4m

梁

EXP.J
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1−20	準耐火構造の床
		平成 12年告示1358号第3・3号イ（3）

で、「厚さが30㎜以上の木材」とあるが、合板＋フロ
ア材で、合わせて30㎜以上とすることは可能か。

	床の表側に「厚さが30㎜以上の木材」で防
火被覆を求めるのは、火災時に床の表側が燃え抜け
て下階へ延焼することを防ぐためであり、合板等を
重ねて30㎜以上とすることは可能である。

〈令108条の2〉不燃性能及びその技
術的基準

1−21	不燃材料、準不燃材料と防火構造
		準不燃材料で防火構造の認定のある材料

は、不燃材料で造ることを指定されている部分に使
用すると問題があるか。

	不燃材料と防火構造で要求される性能は異
なるので、お互いに包含関係はない。よって、不燃
材料で造ることが規定されている部分を防火構造で
造ったとしても、建築基準法の規定を満足したこと
にはならない。

1−22	不燃材料
		次のような仕様の場合は、不燃材料となる

か。
1.	 鉄鋼又はアルミニウム板の上に、塗装で仕上げ

た場合
2.	 塗装した鋼板の裏側にせっこうボード12.5㎜

を接着したパネルの場合

	不燃材料に求められる性能は、加熱開始後
20分間、①燃焼しない、②防火上有害な変形、溶
融、き裂その他の損傷を生じない、③避難上有害な
煙又はガスを発生しない、こととされており、国土
交通大臣が定めた材料に塗装又は仕上げ等を行うこ
とにより、上記の性能を損なわない場合は、原則、
不燃材料とみなす。

〈令108条の3〉耐火建築物の主要構
造部に関する技術的基準

1−23	耐火設計法の部分適用
		耐火建築物を設計する場合、建築物の一部

を仕様規定とし一部を耐火性能検証法により確かめ
るような、耐火設計法の部分適用はできないのか。
また、置式屋根、屋上の部分的な上屋、エキスパ
ンションジョイントで構造的に区分された渡り廊下
等の部分についても耐火設計法の部分適用はできな
いのか。

	耐火設計法では、仕様規定と耐火性能検証
法を混在させて設計することはできない。法2条9
号の2・イの用語の定義では部分ごとに（1）（2）を併
用してもよいように解釈できるものの、（2）の令
108条の3では当該建築物の主要構造部を耐火性
能検証法によって確かめたものとなっている。耐火
建築物とするために、一部の主要構造部のみを仕様
規定によった場合には（1）には該当せず、建物全体
について（2）を適用し、耐火性能検証法によって確
かめなければならない。
また、このことにより置式屋根、屋上の部分的な
上屋、エキスパンションジョイントで構造的に区分
された渡り廊下等の部分についても、同一建築物で
ある場合は耐火設計法の部分適用はできない。

〈令109条〉防火戸その他の防火設備

1−24	そで壁の構造方法
		令 109条2項の「そで壁」の構造はどのよ

うにすればよいのか。

	平成 12年告示 1369号第 1・7号によ
り、防火構造とすること。（そで壁の両面は、屋外側
の仕様とする）
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1−25	防火戸に近接する木製建具
		平成12年告示1360号第2に「防火設備

は、周囲の部分（当該防火設備から屋内側に15㎝以
内の間に設けられた建具がある場合には、当該建具
を含む。）が不燃材料で造られた開口部に取り付けな
ければならない。」とあるが、防火設備の内側の15㎝
以内に木製建具を設けてはいけないのか。

	鉄製、アルミ製等の防火設備についての規
定で、これらの防火設備の周囲が木製であったり、
二重窓の場合に、その内部に直接接する建具が木製
である場合は、これらの木部が加熱により発火し内
部に延焼してしまうおそれがあるので、これらの防
火設備と可燃物との距離を制限したものである。従
って防火設備の内側に木製建具を設ける場合は、
15㎝を超える距離が必要である。

〈令109条の3〉主要構造部を準耐火
構造とした建築物と同等の耐火性能を
有する建築物の技術的基準

1−26	耐火構造の非耐力壁の軸組みの耐
火被覆の範囲
		令 109条の 3・1号（ロ準耐1）の外壁を

耐火構造とする場合の外壁を支持する部材の構造は
どのようにすればよいか。

	ロ準耐１における耐火構造の外壁は、原則
として次のいずれかによるものとする。
1.	� 耐火構造の壁（耐力壁）…コンクリートブロック

造等
2.	� 耐火構造の非耐力壁で、内部火災による倒壊防

止のため以下の措置を講じたものであること。
ただし、概ね階数が2以下の一戸建住宅程度の
もので内装材料による被覆効果等を期待できる
ものについては、（2）についてはこの限りでは
ない。

（1）	軸組等が不燃材料で造られていること
（2）	�軸組等が鉄等の場合、耐火上有効に被覆されて

いること
（3）	�軸組等への取り付け方法が火災時の脱落防止を

考慮したものであること
	� なお、耐火被覆の範囲は、原則として非耐力壁

が取り付けられる柱及び梁並びにその取付金物
である。

1−27	準耐火建築物における外壁等の構造
		令 109条の 3・2号（ロ準耐2）の不燃材

料又は準不燃材料で造る外壁及び床の範囲はどこま
でか。

	ロ準耐2において、主要構造部として制限
を受ける外壁及び床の範囲は原則として次のとおり
とする。
1.	 外壁─間柱、胴縁、下地材、外装材
2.	� 床──�根太、下地材（下地材がない場合には仕上

材）

なお、ロ準耐2の外壁は木造下地とすることがで
きないため、外壁の延焼のおそれのある部分につい
ても木造下地の防火構造及び木造下地の準耐火構造
とすることはできない。

1−28	準耐火建築物における屋根の構造
		令 109条の3・2号（ロ準耐2）において、

主要構造部として制限を受ける屋根の構成材の範
囲、及び「不燃材料で造るか又はふくこと」とは、具
体的にどのようなことか。

	
1.	� ロ準耐 2において主要構造部として制限を受
ける屋根の構成材の範囲は、原則として、野地
板、たる木等の屋根下地及び屋根葺材とする。
この場合小屋組部分についても、梁、柱に該当
しない部分は、屋根の構成材として扱うものと
する。

2.	� 「屋根を不燃材料で造る」とは、屋根の構成材を
不燃材料で造ること。

3.	� 「屋根を不燃材料でふく」とは、屋根下地の如何
にかかわらず、屋根葺材を不燃材料とすること。

	� この場合、野地板、垂木等の下地材については、
屋根の構成材の一部なので、不燃材料又は準不
燃材料とする。

仕上材
下地材
根太

構造上重要な小ばり（不燃材料）

床の範囲1
（不燃材料又は準不燃材料）
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1−29	修繕と模様替の定義
		修繕と模様替の定義はどのようなものか。

	修繕とは性能や品質が劣化した部分を既存
のものと概ね同じ位置に、概ね同じ形状及び寸法で、
概ね同じ材料を用いて造り替え、性能や品質を回復
する工事をいう。
模様替とは同じ位置でも異なる材料や仕様を用い
て造り替え性能や品質を回復する工事をいう。

〈令1条〉用語の定義

1−30	建築物の用途上可分、不可分
		図のように2以上の棟が一つの敷地に存す

る場合、用途上可分、不可分の取扱いはどうなるか。

	図−1は工場、寮とも独立した機能を持ち
併設されているだけであり可分である。工場と事務
所は附属関係にあると考えられるので不可分であ
る。図−2及び図−3について工場、寮の用途上の
機能を満たすための建築群であるから不可分であ
る。
その他、用途上不可分の関係にある2以上の建築
物の例としては次表のようなものが考えられる。
これらは一般的な考え方を示すものであり、具体
的には個々の計画で判断することとなるので各特定
行政庁又は各指定確認検査機関と相談されたい。

主要用途
建 築 物 用途上不可分の建築物の例

住  宅 ○離れ……隠居部屋、勉強部屋等をいうのであって、台所等
が設けられたものは住宅としての用途機能が満足するため、
可分として扱われる。
○車庫　○物置、納屋　○茶室、あずまや　○温室　○畜舎

共同住宅 ○車庫、自転車置場　○物置
○プロパン置場、都市ガスの減圧場、変電室

旅   館、・
ホ テ ル

○離れ（客室）　　○浴室棟　　○あずまや、温室
○倉庫　　○車庫

工  場
（作業場）

○事務棟　　○倉庫、変電室、危険物の貯蔵庫、各種機械室
○更衣棟、浴室棟、食堂棟　　○守衛室

学  校・
（ 校 舎 ）

○実習棟、図書館　　○体育館、更衣室棟　　○倉庫

［法3条］適用の除外

1−31	適合するに至った不適格建築物
		法3条3項5号の条文中「……の規定に適合

するに至った……」の意味は具体的にどういうことか。

	ある規定に適合していない建築物につい
て、一部分の除去や小規模の修繕、模様替又は、用
途の変更等を行うことで、適合するに至った状態等
が例として考えられる。このような場合、法3条2
項の既存不適格として取扱わない。

例　建築物の延焼のおそれのある部分の建築物
の構造が、防火規定における既存不適格である場
合、隣接する敷地を購入し、敷地が増加したこと
によって、建築物に延焼のおそれのある部分が生
じなくなり、適合状態となった。その後、敷地を分
割処分したことにより、敷地が減少し、再度延焼の
おそれのある部分が生じ、防火規定に適合しなく
なった建築物は既存不適格の取扱いはされない。

1−32	2 階増築による既存部分の規定の
適用
		木造住宅の2階増築の確認申請書を提出し

た際に、1階の台所の内装制限について準不燃材料
等で仕上げをやり替えるように指摘された。法令上
規定されている条文はなにか。

	法3条2項により、各規定の基準時におい
て現に存する建築物については、現行規定に適合し
ない場合、当該規定の適用を除外されている。しか
し、同条3項3号及び4号により基準時以後にお
いて増築等をする場合は、適用を除外された規定に
ついても、現行規定が適用されることになる。従っ
て質問の2階増築申請においては、既存の1階部分
についても現行規定に適合させる必要がある。

道　路

道　路

道　路

工場 事務所 寮

寮

風呂
・
食堂

倉庫
工場

風呂
・
食堂

事務所 倉庫

工場

図ー1

図ー2

図ー3
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［法6条］建築物の建築等に関する申
請及び確認

1−33	確認申請書の受理以前の事前協議
		法6条4項に定められた確認期限に事前協

議等の期間は含まれるか。

	確認期限に事前協議等や調査報告書の発行
に要する期間は含まれない。確認申請の日数の起算
日は原則確認申請書を受理した日の翌日からである。
確認申請書の受理や調査報告書の発行に先立ち、

申請される建築計画によって必要となる公共施設の
整備や近隣説明等に関して、市町村の独自の条例等
に基づく事前協議等が求められる場合がある。
また、確認申請書の受理や調査報告書の発行に際

しては、確認審査に必要な接道状況、上下水道の整備
状況、関係他法令の許認可などについて、担当部局
への経由処理を行うことにより確認審査及びその後
の建築行為等が円滑に進められるよう努めている。

〈令9条〉建築基準関係規定

1−34	建築基準関係規定
		事前に建築基準関係規定の許可等を取得し

ていなければ、確認できないのか。

	事前に許可を取得しておくことが必要である。
なお、都市計画法及び宅地造成等規制法の検査済

証についても原則として添付を求めている。

1−35	建築計画概要書の記入方法
		同一敷地内に２棟以上の計画がある場合、

建築計画概要書の高さ・階数は各棟ごとに併記する
のか、主要な建築物の１棟につき表記すればよいの
か。また、敷地と接する道路が２以上ある場合はど
のように表記すればよいか。

	複数棟の場合は、高さ・地上階数・地下階
数の最も大きいものをそれぞれ表記すればよい。（建
築計画概要書　第二面［13．建築物の高さ等］）敷地
と接する道路は、最大幅員のものについて、幅員、
敷地と接する部分の長さを表記すればよい。（建築計
画概要書　第二面［６．道路］）
また、法43条2項1号の認定または同項2号
の許可を受けた場合の建築計画概要書　第二面の
記載例を巻末（P163）に示すので、参考にされたい。
なお、確認申請書第三面の記入についても同様と
する。

1−36	確認申請書の処理期限の始期
		大阪府特定行政庁区域内における確認申請

書の処理期限の始期については、市町村が調査報告
書の作成依頼を受付した時が法的期限の始期となる
のか。

	大阪府特定行政庁区域内における確認申請
書の処理期限は、大阪府若しくは、指定確認検査機
関が確認申請書を受理した日の翌日が法的期限の始
期である。市町村への経由は、書類の経由機関では
なく府細則6条 2項の規定により書類（報告書）の
添付をする手段として義務づけしているもので、市
町村の受付時点は、法的期限の始期にはならない。
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1−37	確認済証の有効期限
		確認済証交付後の有効期限はいつまでか。

1.	 法令等の改正がない場合
2.	 法令等の改正がある場合

	確認済証の有効期限は法には特に明記され
ていないが、確認済証は、申請にかかる建築物の敷
地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基
づく命令及び条例の規定に適合することを証明した
ものであるから、法令等の改正がない場合に限り有
効である。
しかし法令等が改正され、改正の規定に適合しな
くなれば、改正法令の施行日前に工事に着手してい
ない限り、適合しなくなる部分の確認済証の効力は
なくなる。法令等の改正によって適合しない部分が
生じた場合は計画変更確認申請を行う必要がある。
工事着手の定義
仮囲い・現場事務所を設置したことをもって工事
着手とはいわず、あくまでも当該建築物の部分につ
いて継続的な工事（基礎工事等）に着手している必要
がある。

1−38	計画変更
		法6条1項において、確認を受けた工事中

の建築物と同一敷地内での別棟の新築計画について
は、新たな確認申請となるのか、あるいは当該確認
の計画変更確認申請となるのか。

	一般的には、別棟の計画建築物が確認を受
けた建築物と用途上不可分な建築物である場合は計
画変更確認申請で、用途上可分な建築物である場合
は新たな確認申請で取扱うことになるものと考えら
れるが、詳細については、当該特定行政庁に相談さ
れたい。
なお、確認を受けた建築物の敷地内に新たに敷地
を設定して、用途上可分な建築物の確認申請を行う
場合は、元の確認申請の敷地面積が減少するので、元
の計画についても計画変更確認申請が必要となる。

［法6条の4］建築物の建築に関する
確認の特例

〈令10条〉建築物の建築に関する確認
の特例

1−39	住宅に附属する車庫等の特例扱い
		令10条において、3号の兼用住宅とは、明らか

に住宅に附属するとみなされる車庫、物置等でこれらを
別棟として行う申請も含むと解してよいか。また、既存建
築物に増築する場合「非住宅部分1/2未満かつ50㎡以
下」の適用は当該増築部分についてのみと解してよいか。

	住宅の用途には、もっぱらその住宅に起居
する者の利用に供される寝室、居間、物置、自動車
車庫等の部分が含まれると解される。これらの部分
が別棟であるか、否かは問わない。従って住宅の用
途の一部である物置等は住宅として取扱うこととす
る。（「非住宅部分1/2未満かつ50㎡以下」の判断
は増築後の全体について行う）

1−40	兼用住宅の特例扱い
		「一戸建の住宅」について、令１０条３号の「住

宅の用途以外の用途に供する部分」を有する場合、そ
の用途部分と居住部分とは「住宅でその用途を兼ねる
もの」であり、その部分が併存する用途（例、貸店舗、
貸事務所等）であるものは該当しないと解してよいか。

	兼用住宅の兼用部分は種類を問わないが、
あくまでも「住宅でその用途を兼ねるもの」でなけれ
ばならない。用途を兼ねるとは、屋内で行き来がで
きるなど、住宅と住宅以外の部分が機能的に屋内で
繋がっている状態をいい、貸店舗等で、他の人が使
用する場合は該当しない。
なお、住宅と住宅以外の部分は、当該部分を専ら
使用する用途により区分する。共用の廊下等のやむ
を得ない部分を除き、同一の部分をそれぞれの用途
の割合で按分して、区分するべきではない。

応接室
Ａ

共用の
廊下
D

住宅の用途
C

（事務所）
住宅以外の用途

B

※Ａの用途の区分は、Ｂ又はＣのいずれか専ら使用する用途に区分する。
　Ｄの用途の区分はＡを区分した後に、住宅と住宅以外のそれぞれの用途の
割合で按分する。
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［法22条］屋根	
［法23条］外壁

2−1	 法22条区域内の物置、納屋等の屋
根及び外壁
		10㎡以内の物置、納屋の屋根の延焼のお

それのある部分、また、その外壁の延焼のおそれの
ある部分の法解釈はどうなるか。

	特定行政庁が法22条の適用について指定
した区域内の耐火建築物及び準耐火建築物以外の建
築物は屋根を不燃材料で造り、又はふかなければな
らないとなっているが、10㎡以内の物置、納屋、自
転車置場（バイク置場を除く）、浄化槽ポンプ室等の
屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分について
は、適用を除外したものである。
また、法23条により木造建築物に関しては、延
焼のおそれのある部分の外壁を土塗壁等とするか、
延焼防止について同等以上の効力を有する構造とし
なければならないとなっているが、除外規定がない
ので10㎡以内の物置、納屋等についても適用され
る。

［法62条］屋根

〈令136条の2の2〉防火地域又は準
防火地域内の建築物の屋根の性能に関
する技術的基準

2−2	 屋根の構造
		平成 12年告示 1365号第 1・3号で断

熱層を有する防水仕様が示されているが、断熱層の
ない防水仕様はどうなるのか。

	例えば、コンクリートの上にアスファルト
を施工した断熱層のない防水仕様は、性能上外断熱
工法より安全側と考えられるので外断熱に準じた扱
いとする。

［法84条の2］簡易な構造の建築物
に対する制限の緩和

〈令136条の9〉簡易な構造の建築物
の指定

2−3	 屋根にポリカーボネート板を用い
た建築物
		建築物の屋根にポリカーボネート板を用い

る場合、どのような基準があるか。

	法84条の2に基づいて令136条の9に
定める建築物において、平成12年告示1443号
第2で屋根の性能が規定されている。
上記告示第2・3号により、床面積が150㎡未満
の特定開放的簡易建築物の屋根で延焼のおそれのあ
る部分以外については下記の材料で造るか、又はふ
いたものにすることが可能である。
イ．難燃材料
ロ．（略）
ハ．（略）
ニ．（略）
ホ．ポリカーボネート板（日本産業規格K6719（ポ
リカーボネート成形材料）及びK6735（ポリカ
ーボネート板）に適合するものに限る。）で厚さ
が8㎜以下のもの
また、令136条の9・1号ロからニまでに該当
するものについては、上記告示第2・5号及び6号
に規定されている。

［法25条］大規模の木造建築物等の外壁等	
［法61条］防火地域及び準防火地域内の建
築物

2−4	 軒裏に防火構造が求められる場合
の鼻隠し及び破風の措置
		法 25条及び法61条の規定に基づいて、

軒裏に防火構造が求められる場合の鼻隠し及び破風
の構造はどのようにすればよいか。

	鼻隠し及び破風の構造については、次のい
ずれかとすること。
1.	 軒裏（外壁）の防火構造に準じた構造とする。
2.	 不燃材料で造る。
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［法27条］耐火建築物等としなけれ
ばならない特殊建築物

2−5	 法別表第1（1）項用途の（に）欄の
解釈
		法別表第1（1）項に該当する建築物で（に）

欄が空欄になっているが、これは面積に関係なく法
27条1項2号に該当すると解してよいか。

	法別表第1（1）項の特殊建築物で、客席の
床面積の合計が200㎡未満のものは、法27条 1
項2号の適用はないものと解するが、同項1号によ
り（ろ）欄に掲げる3階以上の階をその用途に供す
るもの、若しくは同項4号により（1）項の特殊建築
物のうち劇場、映画館又は演芸場の用途に供するも
ので主階が1階になければ面積に関係なく耐火建
築物等としなければならない。
ただし階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の

ものを除く。

2−6	 共同住宅のメゾネット型住戸内階
段の取扱い
		共同住宅のメゾネット型住戸内階段は耐火

構造にしなければならないか。

	耐火建築物とすることが要求される共同住
宅のメゾネット型住戸内階段は、耐火構造としなけ
ればならない

2−7	 3階部分に出入口、廊下がない3階
建共同住宅
		3 階建の共同住宅で下図のように2、3階

がメゾネット型になっており、3階部分に出入口、
廊下がない場合でも耐火建築物等にしなければなら
ないか。

	3 階部分に出入口、廊下がなくても、共同
住宅の用途があるので耐火建築物等としなければな
らない。ただし、延べ面積が200㎡未満のもの（令
110条の5に規定する警報設備を設けたものに限
る。）は、この限りでない。

〈令115条の3〉耐火建築物等としな
ければならない特殊建築物

2−8	 オフィスビル内の売店の扱い
		3 階に 10㎡の売店を有するオフィスビル

は、法27条により耐火建築物等にしなければなら
ないか。

	令 115条の 3・3号の規定により、3階
に設ける店舗部分の床面積が10㎡以内であれば法
27条1項1号の規定は適用されず耐火建築物等と
しなくてもよい。
10㎡を超える場合にあっては、原則として耐火
建築物等としなければならないが、事務所ビルなど
で主として社員への販売を目的とした小規模な売店
のように、その関係が主たる用途と従たる用途の場
合で下記の要件を満足する場合には耐火建築物等と
しなくてもよいものとする。
1.	 �主たる用途に供される部分と従属的部分の管理
者が同一であること。

2.	 �主たる用途に供される部分と従属的部分の利用
者が同一又は密接な関係であること。ただし、
従属的部分は道路等から直接出入りする形態を
有しないこと。

3.	 �主たる用途に供される部分と従属的部分の利用
時間がほぼ同一であること。

下
廊

1住戸
メゾネット

下
廊

1住戸
メゾネット

1住戸
メゾネット

住戸住戸住戸

住戸
階段

住戸

G.L▽
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［法28条］居室の採光及び換気

〈令19条〉学校、病院、児童福祉施設
等の居室の採光

2−9	 居室の採光
		下記の居室は採光が必要でないと判断して

よいか。
①ホテル、旅館等の宿泊室
②保養所の宿泊室
③社員寮の寮室
④保育所の遊戯室
⑤病院の診療室、待合室
⑥病院又は児童福祉施設の面接室、相談室
⑦学校の図書室

	法28条1項により「住宅その他これらに類
する建築物で政令で定めるものの居室」として居室単
位で規制していて、採光規定の目的である児童や老人
等の衛生上の配慮を必要とする者が長時間継続的に
利用する可能性の高いものに限定して適用している。
①�、②のホテル、旅館、保養所は、その用途に利
用するものであれば採光規定の対象建築物では
ない。

③は「居住のための居室」に該当する。
④�の保育所は、遊戯室、寝室は保育室として取扱
う（医務室、事務室等は対象外である）。

⑤、⑥は対象外である。
⑦は学校の教室に該当する。

2−10	縁側等に面する場合の採光補正係数
		令20条2項において居室の開口部の外側

に幅90㎝以上の縁側等がある場合、採光補正係数
は、0.7を乗じて得た数値との規定があるが、縁側
等の幅の最大値の規定はあるのか。

	縁側等の採光については、下記のとおり取
り扱うものとする。

採光の有効係数

1．屋内廊下形状の縁側 0.9m未満 100％

0.9m以上～2m以下 70％

2m超 縁側を室
として取
り扱う　

2．�吹きさらしの廊下、
バルコニー等

2m以下 100％

2m超～4m以下 70％

3．自動車車庫、駐輪場等 2m以下 100％

2m超～4m以下 70％

※�屋外から居室の窓に至るまでの間に閉鎖性のある目隠しそ
の他採光上支障のある障害物がないこと。

2−11	出窓の採光
		側面に開口部をもつ出窓の採光は有効か。

採光に有効な部分とはみなせない。
ℓが鉛直方向の有効採光条件を充たす値をとる部
分においても、Wを採光有効幅とみることができ
ない。

W
ℓ

 出窓

線
界
境
地
隣

24

第2章　単体規定



2−12	屋根の機能を有しない場合の取扱い
		雨水を受けることができないすのこ

4 4 4

、グレ
ーチング等で造られた建築物の部分（バルコニー、屋
外階段、落下防止庇等）は、採光上有効な面積の算定
上、それらがないものと取扱ってよいか。

	原則、バルコニー、屋外階段などは、すの
こ状であっても屋根、ひさしと同様に障害物がある
ものとして採光関係比率を算定すること。
ただし、充分に採光が確保できる網状の落下防止

庇は、採光上有効な面積の算定上、ないものと取り
扱うことが可能とする。

2−13	2室の共通採光の取扱い
		法 28条 4項により2室を1室として計

算する場合。
1.	 襖、障子等の幅の規定はあるのか。
2.	 �アコーディオンカーテン等の簡易な可動間仕切

りで仕切られた2室は1室とみなせるか。
3.	 �非居室（例えば物置等）との共通採光は認められ

るか。

1.	� 下図のように他の部屋を介して採光を確保する
居室の間口幅の1/2程度の部分を襖、障子等と
する必要がある。

2.	� アコーディオンカーテン等の簡易な可動間仕切
りは、襖、障子と同等とみなす。

3.	� 原則として、非居室との共通採光は認められな
い。

［法28条の2］居室内における化学
物質の発散に対する衛生上の措置
※付則　シックハウスＱ＆Ａをご参照下さい。

［法34条］昇降機

〈令129条の13の2〉非常用の昇降
機の設置を要しない建築物

2−14	高さ31mを超える部分の階
		令 129条の13の2の高さ31mを超え

る部分とはどのように考えるのか。
	地盤面からの高さ31mの位置が、当該階

の床面とその上階の床面との中間の位置よりも下に
ある場合、当該階は高さ31mを超える部分の階に
含まれるものとして扱う。

高さ31mを超える部分の階とは、H＞31mと
なる階をいう。
ただし、H＝

2−15	非常用昇降機の設置を要しない建
築物
		令112条9項及び令122条1項の規定で、

共同住宅の住戸にあっては100㎡の区画が200㎡
に緩和されているが、令129条の 13の 2の「非
常用の昇降機の設置を要しない建築物」においても
共同住宅の住戸は200㎡区画で適用できないか。

	高さ31mを超える建築物の部分には、共同
住宅の住戸であっても非常用昇降機の設置免除の適用
を受けるためには、100㎡以内での区画が必要である。

2−16	高さ31mを超える共同住宅の開放
廊下・開口部の扱い
		高さ31mを超える部分の階数が4以下の

共同住宅で、非常用の昇降機を設置しない場合は
100㎡区画を行うが、そのとき開放廊下に面する部分
の開口部はかっこ書にあるように、1㎡以内の法2条
9号の2・ロに規定する防火設備にする必要があるか。

4

	屋外とみるため、防火設備は不要である。

WW─2程度

Wの1/2程度が随時開放できるものと
する必要がある。

H（
n＋

1
）

H
H
n

F'L

FL

F（n＋1）

Fn

地盤面

Hn ＋ H（n＋ 1）
2
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［法35条］特殊建築物等の避難及び
消火に関する技術的基準

〈令116条の2〉窓その他の開口部を
有しない居室等

2−17	令116条の2の居室と避難施設の
適用
		令116条の2において「……次の各号に該

当する窓その他の開口部を有しない居室とする」の解
釈は1号、2号のどちらか。また、通常L≧A／20、
かつS≧A／50があれば令第 5章第 6節の規定
（敷地内の避難上及び消火上必要な通路等）の適用は
免除されるか。

	令 116条の2・1項本文の「次の窓その他
の開口部を有しない居室」とは、1号及び2号の両
方又はいずれかに規定する窓その他の開口部を有し
ない居室を指す。無窓居室について適用される令第
5章第6節及びその他の規定については次の表のと
おりである。

項目

規定

令第5章
第2節

令第5章
第3節

令第5章
第4節

令第5章
第6節

廊下、避
難階段及
び出入口

排煙設備 非常用の
照明装置

敷地内の
避難上及
び消火上
必要な通
路等

令116条の2・
1項1号の開口部
を有しない場合

○ ― ○ ○

令116条の2・
1項2号の開口部
を有しない場合

― ○ ― ○

2−18	令116条の2・1項2号の開口部
としての出入口の戸の取扱い
		居室の屋外に面する部分に設ける出入口の

戸は令116条の 2・1項 2号に規定する「窓その
他の開口部」に該当するものとして取扱ってよいか。

	よい。ただし、常時閉鎖式防火戸、オート
ドア等、開放後自動的に閉鎖する機能を持つ戸はこ
れに該当しない。

〈令117条〉適用の範囲

2−19	別棟扱いにおける設備配管の区画貫通
		令 117条 2項 1号で「開口部のない耐火

構造の床又は壁……」とあるが、設備配管（給水管、
排水管、風道等）は開口部に該当するか。

	風道及び配管の貫通は、以下の措置を講ず
れば開口部に該当しない。
（1）	�風道は不燃材料で造ることとし、令112条

20項各号に準じてダンパーを設けること。
（2）	�配管は令129条の2の4・1項7号に準

ずるものとし、令112条 19項に準じて
隙間をモルタル等で埋めること。

（3）	�ケーブル等についても通常の防火区画に準
じて防火上支障のないようにすること。

〈令119条〉廊下の幅

2−20	住戸及び住室の床面積
		令 119 条の表において「共同住宅の住戸

若しくは住室の床面積」には押入、踏込等は算入さ
れるのか。

	算入される。
「住戸」及び「住室」とは、「1又は2以上の世帯が
他と独立して、家庭生活を営むための建築物又は建
築物の部分」をいい、具体的には次のようになる。
住戸：�専用の居住室、台所、便所及び出入口（居住

者や訪問者がいつでも通れる共用の廊下な
どに面している出入口を含む）を有してい
るもの。

住室：�住戸の要件のうち、台所又は便所を有して
いないもの。
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2−21	廊下の幅員の判断
		下図の場合、廊下幅員は片廊下（その他の廊

下）又は中廊下（両側に居室のある廊下）どちらとし
て所要の有効幅員を確保すればよいか。

	図−1のAの幅員は、中廊下としての所要
有効幅員が必要である。廊下の所要有効幅員は、両
側に住戸（居室）がある廊下部分から当該階の階段に
至る部分までその有効幅員が確保されなければなら
ない。
図−2のaの幅員は、居室の大小にかかわらず廊

下の片側にしか出入口がないため、片廊下としての
所要有効幅員を確保すればよい。
図−3のAの幅員は、中廊下としての所要有効幅

員が必要である。ただし、aの幅員は片廊下として
の所要有効幅員を確保すればよい。

〈令120条〉直通階段の設置

2−22	歩行距離の測り方
		特別避難階段（直通階段の場合も含む）の場

合、居室の各部分からの歩行距離（重複距離も同様）
の測り方はどうするのか。

	特別避難階段においては令120条1項に
規定する直通階段に付室又はバルコニーの部分も含
み同上の歩行距離の規定を適用する。
歩行距離（重複距離も同様）の測り方は、壁面から
50㎝の位置の最長距離とする。
ただし、家具等の配置によっては、斜め歩行でも
やむを得ない場合もある。

2−23	共同住宅の歩行距離
		直通階段の歩行距離について、令120条

4項の共同住宅の歩行距離は、40ｍとなっている
が、令120条１項の表で（2）「別表（い）欄（2）項の
共同住宅で主要構造部が準耐火構造であるか又は不
燃材料で造られている場合」は、歩行距離50ｍでよ
いのではないか。

	40ｍ以内としなければならない。
令120条1項は同一階においての歩行距離の規
定であり、4項はメゾネット型の共同住宅で出入口の
ない階に居室の一部がある場合の特例規定である。

居室

住戸

住戸

住戸

住戸

住戸

住戸

住戸

住戸

住戸

住戸

a

下
廊

A

A

下
廊

A

A

図－2 図－3図－1

a

アルコーブ

A：中廊下（両側に居室のある廊下）としての有効幅員が必要
a：片廊下（その他の廊下）としての有効幅員が必要

50㎝

50㎝

50㎝
扉中心

50㎝

5
0
㎝

5
0
㎝

5
0
㎝

5
0
㎝

5
0
㎝

居室 居室居室居室 居室

居室

居室

階段室階段室

最短距離は無効 最短距離は無効

特別避難階段

最短距離は無効

付室又はバルコニー

直通階段の場合

特別避難階段の場合

27

第2章　単体規定



2−24	一戸建ての住宅の直通階段の要件
		一戸建ての住宅において下図のような階段

は直通階段に該当するか。

	直通階段の途中に扉があるなど避難上支障
があるものや、次の階へ通じる階段の位置が離れて
いて連続性にかけるものなどは直通階段に該当しな
いが、一戸建ての住宅に限り下図のように階段の途
中に扉があっても直通階段として扱う。ただし、令
112条10項の竪穴区画を必要とする場合を除く。

2−25	重層長屋の直通階段
		3 階建て専用住宅の直通階段について「利

用者が特定されており、多少の曲折があっても順路
が明らかであるものは直通階段に該当し、2階に玄
関扉を設けるなど避難上支障がないものは、直通階
段とみなされる」が、重層長屋住宅のメゾネット階段
についても、同様の取扱いができるか。

	下図のような重層長屋の2階、3階がメゾ
ネットの場合、メゾネットの屋内階段及び住戸B玄
関前の階段で避難上支障のないものを、3階からの
直通階段とみなすことができる。

〈令121条〉2以上の直通階段を設け
る場合

2−26	2 以上の直通階段の設置緩和
		令 121条 1項 6号イの 2以上の直通階

段の設置についての緩和規定の適用で、屋外避難階
段と避難上有効なバルコニーを各１ヵ所設けたもの
はよいか。また、これらが延焼のおそれのある部分
にある場合はどうか。

	原則として、2以上の直通階段は必要であ
るが、避難上有効なバルコニーを設けて、その階から
地上に通ずる屋外避難階段とする場合は1カ所でもよ
く、また、延焼のおそれのある部分にあってもよい。

2−27	2 以上の直通階段の設置緩和等に
おけるバルコニーの設置
		令121条1項3号、6号及び同条3項に規定す

る「避難上有効なバルコニー」とは、どのような構造か。

１.	� バルコニーの位置は、直通階段の位置とおおむ
ね対称の位置とし、かつ、その階の各部分と容
易に連絡すること。

2.	� バルコニーは、道又は道に通ずる幅員90㎝以
上の通路その他に面する外壁面に設けること。

3.	� バルコニーの面積は、当該階の居室（3項に規定
するバルコニーの場合は、当該階のただし書き
の重複区間の緩和適用を受ける居室）の床面積
の合計の3/100以上、かつ2㎡以上とし、奥
行の寸法は1ｍ以上とすること。

4.	� バルコニー（共同住宅の住戸等に附属するもの
を除く。）の各部分から2ｍ以内にある当該建
築物の外壁は耐火構造（準耐火建築物にあって
は準耐火構造）とし、その部分の開口部に防火設
備を設けること。

5.	� 屋内からバルコニーに通ずる出入口の戸の幅は
75㎝以上、高さ180㎝以上、下端の床面から
の高さは15㎝以下とする。

6.	� バルコニーは十分外気に開放されていること。
7.	� バルコニーの床は耐火構造とし、かつ、構造耐
力上安全なものとすること。

8.	� バルコニーから地上その他の安全な場所に避難
するための、タラップ、はしごその他これらに
類するものを設けること。

９.	� バルコニー間の隔壁は容易に破壊できるものと
し、地上に通ずる避難途中に原則、一度のみ通
過できるものとする。ただし、垂直避難になっ

1階平面図 2階平面図

居室

扉扉

扉

3階平面図

住戸B玄関⇒
住戸B

住戸A玄関⇒
住戸A
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て以降の隔壁通過は不可とする。
（考え方）　新築時等においては、本来、有効な2方
向避難が可能となるように、階段を設けるべきであ
り、「避難上有効なバルコニー」で対処することは一
般的には避難上望ましくない。やむを得ずこれで対
処する場合においても、最低限上記の1〜９を満た
す必要はあると考えられる。
ただし、次の事項については特定行政庁によっては地
域の事情等により上記と異なる取扱いをする場合がある
ので、事前に各特定行政庁との打合わせが必要である。
（1）	上記3のバルコニーの面積及び奥行きの寸法。
（2）	�上記 4の耐火構造とすべき外壁のバルコ

ニーの各部分からの距離及びその部分に開
口部を設けることの可否。

（3）	上記９の取扱い。

2−28	物販店舗の階段
		物品販売業を営む店舗で1階が1,400㎡、

2階及び地階には売場がなく店舗の事務室が200
㎡ある場合は、令121条1項2号の規定により2
以上の直通階段が必要か。

	令 121条1項本文の規定は建築物の避難
階以外の階が同項各号の1に該当する場合に、2以
上の直通階段の設置義務を規定しているもので、質
問の物品販売業を営む店舗（床面積1,500㎡を超
える）の売場が避難階のみにある場合は2以上の直
通階段を必要としない。

〈令121条〉2以上の直通階段を設け
る場合

〈令124条〉物品販売業を営む店舗に
おける避難階段等の幅

〈令125条〉屋外への出口

2−29	物販店舗の最大の階の床面積の取
り扱い
		物品販売業を営む店舗で床面積の合計が

1500㎡を超えるかどうかを算定する範囲は、売り
場スペース（階段通路含む）のみを対象とするのか。

	物品販売業を営む店舗で床面積は、売り場
スペース（階段通路含む）だけでなく、店舗に関連す
るバックヤード、倉庫、事務室、従業員施設、管理
用スペース等の部分の床面積も店舗の用途に供する
部分として扱う。

〈令122条〉避難階段の設置

2−30	令 122条1項ただし書の適用
		令 122条1項ただし書の避難階段の緩和

の取扱いはどうなるか。

	共同住宅等で令122条1項ただし書を適
用して、避難階段の設置を免れるものは、100㎡
（住戸は200㎡）以内ごとに耐火構造の床若しくは
壁又は特定防火設備で区画する場合、各住戸ごとに
200㎡以内ごとに区画するだけでなく、集会室・店
舗・車庫等は100㎡以内の区画が必要である。
ただし、令117条2項を適用して、別の建築物
とする場合は除く。

2−31	避難階段設置免除にかかる塔屋の
床面積の取扱い
		令 122条 1項かっこ書で、避難階段設置

を免除する場合の塔屋部分の床面積の取扱いはどう
なるか。

	令122条１項かっこ書に規定する「…5階
以上の階の床面積の合計が100㎡以下である場合
…」の適用については、階数に算入されない塔屋部分
でも、「5階以上の階の床面積の合計」の1に該当し
床面積に算入することから、階数に算入されない塔
屋部分の床面積も算入するものとする。
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2−32	避難階段の設置免除にかかる100
㎡区画の範囲
		令 122 条 1項ただし書中、かっこ内の

100㎡区画から除く部分については、階段室の部
分、昇降機の昇降路の部分、廊下その他の避難の用
に供する部分はそれぞれ相互に区画が必要か。
また、廊下その他避難の用に供する部分とは具体
的にどこか。例えば、1階のロビーやエントランス
も含むのか。

	階段室の部分、昇降機の昇降路の部分、廊
下その他の避難の用に供する部分相互間の区画は不
要である。
また、居室的に使用するロビーやエントランスは
区画が必要である。

2−33	物販店舗の特別避難階段等
		地下 2階（自動車車庫及び機械室）地上5

階（物品販売店舗）における直通階段のうち、「特別避
難階段」とすべきものは地下2階までとすべきか。
あるいは、地上階を「特別避難階段」、地階を「避難階
段」としてよいか。

	令 122条1項の規定は建築物の階に応じ
て避難階段又は特別避難階段を設けることを規定し
ているものであり、同条3項の物品販売業を営む店
舗における地上5階に通ずる直通階段で地下階ま
で直通されているものは、その全てを特別避難階段
としなければならないものである。

〈令123条〉避難階段及び特別避難階
段の構造

2−34	屋内避難階段の構造
		避難階段の階段室内にパイプスペースや物

入れなどの扉は設置できるか。

	令 123条1項4号の開口部、5号の窓又
は6号の出入り口以外は設置できない。

2−35	屋外避難階段の構造（1）
		屋外避難階段から2m未満に設けることが

できる開口部の取扱いはどうなるか。

	屋外避難階段から２ｍ未満には、開口面積
が各々１㎡以内の法２条９号の２・ロに規定する防
火設備ではめごろし戸であるものを除き、その階段
に通ずる出入口以外の開口部を設けることができな
い。図−１は２ｍ未満の範囲に開口部がないため屋
外避難階段として適法である。また図−２は周囲が
十分外気に開放されている開放廊下に面してエレベ
ーターの昇降路の戸を設ける場合には、２ｍ未満の
距離にあっても、その部分にエレベーターの出入口
を設置できるものとする。エレべーターの昇降路の
戸は、法２条９号の２・ロに規定する防火設備とす
る必要がある。また、玄関ドアについては、その階段
に通ずる出入口（常時閉鎖式の防火戸）とし、パイプ
スペース等の開口部は、各階を準耐火構造の床・壁
（耐火建築物の場合は、耐火構造）で区画し、区画部
分を貫通する場合は、令112条19項及び令129
条の2の4・1項7号に基づき施工されるもののみ
設置できる。（給湯器が設置される場合は、（一財）日
本ガス機器検査協会の「ガス機器の設置基準及び実
務指針」を参考とすること）
なお、トランクルームをはじめとする物置、倉庫
の扉は設置できない。

住戸 住戸 住戸 住戸

住戸住戸住戸住戸住戸 住戸

EV 階段室
令112条の区画

令122条ただし書
による区画

ガラスブロック防火設備

2m
2m

両面20分の
防火設備

MB、PS等の
開口部

（室内）

エレベーター
出入口

階段の踊場の幅 手すり

屋外避難階段

屋外避難階段に面するエレベーターの出入口

出入口
（常時閉鎖式防火戸）2m開放廊下

図－1

図－2
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2−36	屋外避難階段の構造（2）
		令 123条2項に規定する屋外避難階段と

はどの程度の開放性が必要か。また隣地境界線又は
同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の部分
からの隔離距離はいくら以上必要か。

	階段の周長の1／ 2以上が外気に有効に
開放されており、かつ腰壁手すりの場合は、手すり
の上方で天井高の1／2以上かつ1.1m以上が外
気に有効に開放されているものをいう。なお、「外気
に有効に開放されている」とは、階段の部分が、その
面する隣地境界線（公園、水面等に接するものを除
く。以下同じ。）から50㎝以上、かつ、同一敷地内
の他の建築物又は当該建築物の部分（ドライエリア
の擁壁等を含む。）から1m以上の距離の確保が必要
である。

2−37	避難階段の開口部
		「開口面積が各々1㎡以内のはめごろし戸」

の取扱いはどうか。

	開口面積とは、窓枠等で区切られた部分で
はなく、耐火構造の壁で区切られた部分をいう。ま
た、当該開口部の一部が避難階段から2m以内の距
離にある場合は、当該開口部の全てが2m以内にあ
るものとして制限を受ける。

2−38	特別避難階段のバルコニー及び付
室の有効幅
		下図のバルコニー及び付室を介する特別避

難階段では、バルコニー及び付室の必要寸法は。

	バルコニーの幅は、令23条に規定してい
る「階段及びその踊場の幅」以上が必要である。
また、付室の幅は、令23条に規定している「階段
及びその踊場の幅」及び令119条に規定している
廊下の幅以上が必要である。
特別避難階段の付室は、非常用エレベーターの乗
降ロビーの兼用のみ可とする。

ba

図－2

図－3 図－4

図－1

a b

a b

（屋外避難階段から
　2ｍ以内の部分）

（屋外避難階段から
　2ｍ以内の部分）

ba

（はめごろし）
（片引き）

a、b各々1㎡以内であれば
認められる。
（耐火構造の壁で相互が隔てら
れている）

aとbの合計が1㎡以内であれば
認められる。
（開口部の窓枠等の区切りでは
別の開口部として認められない）

aとbの合計が1㎡を超える
場合は認められない。

aとbの合計が1㎡以下であっても、
aの部分が
はめごろしの構造となっていない
ので認められない。

特別避難階段

廊下

付室

非常用

EV

廊下

バルコニー

900以上
Ｗ以上

Ｗ

Ｗ

Ｗ以上

Ⓦ＜Ｗ
の場合

Ⓦ
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〈令123条の2〉共同住宅の住戸の床
面積の算定等

2−39	メゾネット型共同住宅の住戸の床
面積の算定等
		メゾネット型共同住宅において、令23条

１項の規定を適用する場合、令123条の2を準用
して出入口がある階に階があるものとみなして居
室、面積を算定してよいか。また、住戸内の階段は
住宅の階段規定を適用してよいか。

	メゾネット型共同住宅の場合には、避難上
の負荷が住戸の出入口のある階に集中するので、歩
行距離の制限を強化する条件のもとに、廊下の幅等
の規定の適用に際しては、住戸内の各階はすべて住
戸の出入口のある階にあるものとみなして基準面積
を算定することにより、避難規定の適正化を図って
いる。
また、住戸内の階段の蹴上げ、踏面は、住宅の階
段規定を適用する。

〈令126条〉屋上広場等

2−40	内部階段の踊場等の手すり（安全上
必要な手すりの高さ）
		階段の踊場及び吹抜きギャラリーの手すり

の取扱いはどうなるか。

	階段の踊場及び吹抜きギャラリーの手すり
は、転落防止の観点から、令126条1項の「バルコ
ニーその他これに類するもの」に該当し設置が必要
である。また、開放廊下及び吹抜きに面した廊下に
ついても、「バルコニーその他これに類するもの」に
該当する。手すりの高さについては下図を参考に設
置すること。

〈令126条の2〉排煙設備

2−41	排煙設備（令126条の2・1項た
だし書3号）の取扱い
		倉庫、更衣室、機械室、電気室等は令126

条の2・1項 3号の「その他これらに類する建築物
の部分」に該当するか。

	「その他これらに類する建築物の部分」は、
DS・PS・EPSの部分等が該当し、倉庫、更衣室、
機械室、電気室等は令126条の2・1項5号によ
り平成12年告示1436号に適合する必要がある。
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下
廊

断面図
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U
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4階平面図

歩行距離　
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U D
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歩行距離　
A→B→C→E≦40m

CC

U D

手すり子の間隔は有効110以下
（たて桟とする） 有効110以下

1
,1
0
0
以
上

1
,1
0
0
以
上

立面図

1
,1
0
0
以
上

8
0
0
以
上

断面図

1
,1
0
0
以
上
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2−42	排煙設備の設置（1）
		下図のような場合、排煙設備は必要か。

	図の場合は、法別表第1（い）欄（4）項に掲
げる用途に供する特殊建築物の用途が500㎡以下
であるが、建築物全体の延べ面積が500㎡を超え
るので、建築物全体（事務所含む）に排煙設備が必要
である。

2−43	排煙設備の設置（2）
		令126条の2・1項本文中の（　）書きに掲

げる居室（建築物の高さが31m以下の部分にある居
室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画された
もの）であっても、令116条の2・1項2号に該当
する窓その他の開口部を有しない居室（排煙無窓の居
室）であれば、排煙設備を設置しなければならないか。

	令 126条の 2・1項本文のとおり排煙設
備の設置が必要な場合は4通りある。そのうち①
「階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築
物」又は、②「延べ面積が1000㎡を超える建築物の
居室で、その床面積が200㎡を超えるもの」の場合
は、（　）書きに掲げる居室に該当すれば、排煙設備
の設置が免除される。しかし、設置基準③「法別表第
1（い）欄（1）項から（4）項までに掲げる用途に供す
る特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの」
又は、④「令116条の2・1項2号に該当する窓、
その他の開口部を有しない居室（排煙無窓の居室）」
に該当する場合は、排煙設備を設ける必要がある。
従って今回の設問では、④の「排煙無窓の居室」に該
当するため排煙設備の設置が必要である。

2−44	排煙設備の設置（3）
		病院、ホテル、共同住宅等（法別表第1（い）

欄（2）項に掲げる用途に供する特殊建築物）にあっ
ては100㎡（共同住宅の住戸では200㎡）ごとに
準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画する
ことにより排煙設備を設けなくてもよいか。また廊
下についても同様の扱いとしてよいか。

	令 126条の2・1項ただし書1号の規定
によれば、法別表第１（い）欄（2）項に掲げる用途（病
院、ホテル、共同住宅等）では、居室、共用廊下等の
用途を限定せず、床面積100㎡（共同住宅の住戸で
は200㎡）以内ごとに防火区画されていれば、すべ
ての部分について排煙設備の設置が免除されること
になるが、廊下は避難経路として確保することが重
要であることから、排煙設備を設けるべきである。

2−45	排煙設備の設置（4）
		排煙設備の設置を義務付けられる建築物に

おいて、建築物の出入口に設ける風除室には排煙設
備の設置を要するか。

	原則、排煙設備の設置を要する。
（風除室が避難経路に該当しない場合）
平成12年告示1436号 4号ニ（2）を適用する
ことが可能である。
（風除室が避難経路に該当する場合）
平成12年告示1436号 4号ニ（2）を適用した
上で、以下のような避難上支障のない構造とするこ
とが必要である。
・風除のためのみに設けられたもの
・�電気錠は、停電時に予備電源等により開錠できる
もの
・�自動ドアは、火災時には火災報知器と連動して開
放し、停電時には容易に手動開放できるもの又は
予備電源等により作動するもの

2−46	排煙設備の設置（5）
		排煙設備の設置を義務付けられる建築物に

おいて、居室と廊下、ホール等をつなぐ前室的空間
は、排煙設備の設置を要するか。

	居室と廊下、ホール等をつなぐ5～15㎡程度
の前室的空間については、平成12年告示1436号4号
ニ（3）、（4）又はホの規定を適用することができる。

このケースは原則として居室・非居室・廊下等のすべてに排煙設備の設置が必要である。

2階

事務所
300㎡

事務所
50㎡

物販品販売店舗
250㎡

特殊建築物・2階建
延べ面積600㎡＞500㎡

1階

排煙上
有効な
開口部
［A］

排煙上
有効な
開口部
［B］

（廊下） 防煙垂れ壁　Ｈ≧50㎝

壁
れ
垂
煙
防

（居　　室）

50㎡ 90㎡ 90㎡ 90㎡ 90㎡ 50㎡

注） A ＋ B ≧居室の床面積×1／ 50 であれば、無窓居室とな
らない。ただし、防煙壁に該当する躯体の梁で 100 ㎡以内
ごとに区画されていても排煙上有効な開口部が居室床面積
の 1／ 50 未満であれば排煙上無窓の居室となる。
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2−47	排煙設備の設置（6）
		排煙設備の設置を義務付けられる建築物に

おいて、「廊下」を「室」として取扱い排煙設備の設置
を緩和できるか。

	平成 12 年告示 1440 号に適合する「廊
下」については、「室」として取り扱うことができる。
ただし、「居室」からの避難に用いる「廊下」は、避難
経路を確保することが重要であるので、「室」には該
当しないものとし排煙設備を設けるべきである。ま
た、「居室」からの避難経路となる「室」又は「居室」に
ついても「廊下」と同様に排煙設備を設けるべきで
ある。

2−48	排煙設備の免除
		平成12年告示1436号4号ホにおいて、

旧告示33号（排煙設備の免除）4号中、31mを超
える部分について「室又は居室」とあったものが「室」
のみになり、居室が削除されているため居室は対象
にならないか。

	室には居室が含まれるため、居室について
も従来どおり排煙設備は免除の扱いとなる。

2−49	平成 12 年告示 1436 号 4号ニ
（2）の適用条件
		平成12年告示1436号4号ニ（2）の適用

する場合、開口部について基準は存在するのか。

	室として防煙間仕切壁で他の部分と区画す
る必要があり、開口部に戸等が設置されていなくて
もよいが、天井から50㎝以上下方に突出した防煙
垂れ壁で区画すること。なお、開口部に面した室が
機械排煙設備の場合は、戸等を設けること。

2−50	排煙口の離隔距離
		自然排煙口の設置位置と外部空間の関係は

どのようなものか。

	隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物若
しくは当該建築物の他の部分より有効で25㎝以上
の空間を有し、かつ、1階分※の排煙の有効開口面
積の合計面積以上の空間を確保できるものとする。
※�「1階分」とは建物のうち、排煙の有効開口面積の
合計がもっとも大きい階をいう。

2−51	手動開放装置
		排煙口に設ける手動開放装置の構造につい

て、どのような基準があるか。

	手動開放装置については、次によること。
1.	 単一動作で操作ができること。
	 （レバーを引く、釦を押す、チェーンを引く等）
2.	� 壁面に設ける場合は、床面から80㎝以上1.5m
以下とすること。

	� （窓の手掛け等は手動開放装置のうち、手で操作
をする部分と解するので、同条の規定を受け
る。）

3.	� 天井から吊り下げて設ける場合は、床からおお
むね1.8mとすること。

4.	 手動開放装置の使用方法等を表示すること。
5.	� 設置位置は、原則として当該防煙区画内に設け
ること。また、煙発生時のことを考慮し、安全
な場所に設けること。

6.	 電気式による場合は、予備電源が必要である。
7.	� 開放時にフック棒又はハンドル等を必要とする
場合は、取り外しできないものを設けること。

8.	� 煙感知器により排煙口を開放させる場合におい
ても手動開放装置は別途必要である。

25㎝以上で、かつ1階分
の排煙の有効開口面積の
合計面積以上

25㎝以上で、かつ1階分
の排煙の有効開口面積の
合計面積以上

隣地境界線
または外壁

隣地境界線
または外壁

排煙口 排煙口

排煙口の設置位置
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〈令126条の4〉非常用の照明装置

2−52	非常用照明装置の設置
		「採光上有効に外気に開放された通路」とは

どういうものか。

	令 126条の4の規定による避難経路のう
ち、非常用の照明装置の設置が免除となる「採光上有
効に直接外気に開放された通路」とは、令20条の算
定による採光上有効な部分で直接外気に開放されて
いる場合が該当する。
ただし、開放廊下、屋外階段で隣地境界線から

50㎝以上離れており、かつ、敷地内の他の建築物
から2m以上離れている部分で、下図のように外気
に開放されている場合は、採光上有効に直接外気に
開放された通路とみなし、非常用の照明装置の設置
を省略することができる。ただし、周囲の状況によ
って、通常一般照明を点灯する必要があるところに
ついては、非常用の照明装置を設けること。

〈令126条の6〉非常用の進入口

2−53	非常用の進入口の設置位置
		非常用の進入口について

令126条の6・1項2号において「道又は道に通
ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階
の外壁面…」に進入口を設けるようになっているが、
下図のような場合、面するという解釈が明確でない。

1.	 建物の構造に関係なくＡ又はＢ部分に規定の通
路をとることができないので、平家部分の屋根
を避難及び消防活動上耐え得る構造とした場合
はＣ面にとることができるか。

2.	 Ｄの距離に関係なく道路に面しているためＣ面
にとることができるか。

	Ｃ面に設けることで足りる。なお、確認に
際しては消防長等の同意を要するので事前に所轄の
消防署と相談されたい。

通路

隣地境界線

以上
かつ　
1.1ｍ以上

2ｍ以下（芯々）

Ｄ

Ｈ

2
Ｈ

Ｄ：隣地境界線からの距離

）
線
界
境
地
隣
（

4

3

2

1

D

道

4階部分

C

AB

道

平家部分
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2−54	建物内に階数の違う部分がある場合
の非常用の進入口等の設置義務範囲
		下図のような地上3階建の建築物の場合、

非常用の進入口等は3階のA部分のみに設けること
でよいか。

	A部分もB部分も3階となり、当該床面に
消防隊が進入するための非常用の進入口又はこれに
代わる開口部を必要とする。
なお、平成12年告示1438号に除外規定がある。

2−55	非常用の進入口の設置緩和におけ
る開口部の構造
		令 126条の6・2号「格子その他の屋外か

らの進入を妨げる構造を有しない」となっているが、
破壊容易なボード類や厚板ガラスはどうか。

	ボード類を使用する場合は外壁とみなされ
進入口への使用は不可であり、破壊容易でない厚板
ガラスの使用も不可である。なお、「進入を妨げる」
ものは、おおむね次のようなものである。
1.	 窓・ドアについては、
（1）	網入ガラスのはめごろし窓
（2）	外部から開放不能のドア

2.	 格子等については
（1）	�金属製格子、手すり（破壊の容易な木製のも

のは可）
（2）	ルーバー
（3）	�窓等をおおっている看板、広告板、ネオン

管等

2−56	非常用の進入口に代わる開口部の
床面からの高さ
		非常用の進入口に代わる開口部の床よりの

高さの制限はあるか。

	床面よりの高さについては規定がない。た
だし、消防活動上1.2m以下とすること。

2−57	幅員 4m未満の専用通路を利用す
る建築物の非常用の進入口
		下図のような幅4.0m未満の専用通路を利

用する3階建の建築物の場合の非常用の進入口の
取扱いはどうなるか。

	下記の要件を満足し、3階部分の▷の位置
に非常用の進入口等を設けた場合は、有効とみなさ
れる。
1.	� 道から非常用の進入口等までの延長が20m以
下であること。L≦ 20m

2.	� 専用通路の幅が2m以上であること。2m≦ d
＜ 4m

3.	� 地階を除く階数が3であること。
4.	� 特殊建築物の用途に供するものでないこと。
5.	� 非常用の進入口等（当該非常用の進入口等に附
属するバルコニーその他これに類するものを含
む。）が、道から直接確認できる位置に消防上有
効に設置されていること。
上記要件の全てを満足しない場合は、非常用の昇
降機を設置しない限り、3階建の建築物を建築する
ことはできない。

A部分 B部分

3階

2階

道等

は進入口等の位置

道等1階

A部分 B部分

1階

吹抜

断面図

3階　平面図

2階　平面図

1階　平面図

建築物

専用通路

L

d

（3階建）

道

△

△ は進入口等の位置
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2−58	非常用進入口又は代替進入口を設
置すべき外壁面
		下図の建築物について、非常用進入口又は

代替進入口を設置すべき外壁面はどの部分か。

	下図のハッチ部分の外壁面に設置するこ
と。

〈令128条〉敷地内の通路

2−59	敷地内の避難通路（1）
		令 128条の敷地内の通路の規定のなかで

トンネル状のものの扱い、その構造、設備の基準は
どうなるか。

	通路上に 2階の床が突出しているもの及
びピロティ等で、通路部分の天井及び側壁を耐火構
造とし、開口部を有しない等、防火上、避難上支障
のない構造としたものは、令128条の敷地内の通
路として取扱いができるものとする。
また、通路部分の天井及び側壁に仕上げを行う場
合は、その下地及び仕上げを不燃材料とすること。
なお、原則として通路の両端が開放されているも
のに限る。

2−60	敷地内の避難通路（2）
		トンネル状のものや、ピロティ等の通路に

面する側壁は耐火構造とし、開口部を有しないこと
となっているが、開口部に防火設備を設けた場合認
められるか。

	必要最小限の範囲で開口部（メールボック
ス室扉、便所扉、設備室扉等）を設けることはやむを
得ない。
平面計画、用途等により防火上、避難上支障のな
い範囲で各特定行政庁で判断する。
開口部は常時閉鎖式の特定防火設備を原則とするが、
開口部の大きさ等により各特定行政庁の判断による。

〈令129条〉避難上の安全の検証を行
う建築物の階に対する基準の適用

2−61	避難上の安全の検証（1）
		令129条（129条の2）の避難上の安全の

検証において、煙、ガスの降下時間の算定要因に内
装仕上げ等の項目はあるが、スプリンクラー設置に
よる緩和項目はないのか。

	スプリンクラー設備を設けても大空間ある
いは用途によっては、避難上必ずしも安全とは限ら
ないものもあり、避難安全検証において一般的に判
断するのは難しい。この場合は大臣認定に該当す
る。

2−62	避難上の安全の検証（2）
		平成12年告示1441号（1442号）第2・

2項の表中で、病院、児童福祉施設等の用途につい
ては、どの数値を採用するのか。あるいは検証法は
適用できないのか。

	病院、児童福祉施設等の用途については自
力での避難が期待できないので、告示から除外され
ており、避難安全検証法は適用できない。

Ⅰ：建築物と道の間に2階以下の
建築物が隔てている場合

Ⅱ：敷地が旗竿敷地の場合

Ⅲ：建築物と道の間に3階以上の
建築物が隔てている場合

Ⅳ：A棟の1階部分にピロティを
設けている場合

4m未満 1階通路が必要
（幅4m以上）
高さ等については
消防署と協議が必要

進入口等を設置する必要がある外壁面

4m未満

Ａ棟 Ｂ棟道

道 道

道

2階以下

建築不可

（建築する場合は道側の建築物を一部
除却して道に面する部分に進入口等を
設置する必要がある）
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2−63	避難安全検証法を適用する階の排
煙設備
		避難安全検証法を適用する階において、令

及び告示に適合する排煙設備を設けた建築物の部分
は、検証法の対象外と考えてよいか。

	排煙設備を設けた部分においても、避難安
全検証法の対象になる。

［法35条の2］特殊建築物等の内装

2−64	特殊建築物の内装
		内装制限を受ける壁及び天井において光天

井（照明器具のカバー等でアクリル系の材料等を使
用したもの）を設ける場合、天井面等の面積に対する
比率又はその単位ごとの面積等はどうなるか。また、
店舗等で化粧梁（意匠的に木材等の材料を使用した
もの）の場合はどうか。

	昭和 45年１月31日付け住指発第35号
に基づき、壁又は天井に設ける照明器具の表面積の
合計が各壁又は天井の面積の１／10以下であるこ
と。また、化粧梁等の場合でその部分が防火性能を
有しない場合も同様の扱いとする。

2−65	内装制限の適用が除外される建築物
と内装制限を受ける居室との関連
		法 35条の2のうち、政令で定める窓その

他の開口部を有しない建築物は、令128条の3の
2・1号、令128条の 5・5項の各条項を適用す
れば学校、体育館、共同住宅等の内装制限を除外さ
れている建築物であっても制限を受けることにな
る。法解釈上混乱するので、他の除外規定との優先
順位を明確にできないか。

	令 128条の3の2及び令128条の4は
それぞれ別の観点から内装制限を受ける建築物を示
したもので、優先の順位はなく、いずれかの条項に
該当すれば令128条の5に従って内装しなくては
ならない。

［法35条の3］無窓の居室等の主要
構造部

〈令111条〉窓その他の開口部を有し
ない居室

2−66	無窓の居室等の主要構造部
		該当する居室の間仕切壁はすべて制限を受

けるか。

	令 111条の規定に該当する1室とみなせ
る無窓の居室とその他の部分とを区画する間仕切壁
は全て主要構造部に該当するので制限を受ける。

WW/2程度

居室A 居室B

１室とみなす

：制限を受けない部分

：制限を受ける部分

Wの1/2程度が随時開放できるもの
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［法36条］この章の規定を実施し、
又は補足するため必要な技術的基準

〈令23条〉階段及びその踊場の幅並び
に階段のけあげ及び踏面の寸法

〈令25条〉階段等の手すり等

〈令27条〉特殊の用途に専用する階段

2−67	階段の手すり（1）
		令 25条の規定は手すり棒やつかみ棒の形

状を義務づけるものか。

	本条において高さや手すり棒の直径等の数
値的な基準や形態までは規定していないが、手すり
壁の場合を含めて手すりとして有効に機能する形状
であることが必要であり、下図のような笠木状のも
のは手すりとしてみなせない。

2−68	階段の手すり（2）
		下図の折り返し階段の場合、手すりA及び

手すりBにはどのような手すりが必要か。

	手すり Aは令 25条 2項の転落防止用の
手すりとし、手すりBは令25条 1項の昇降用補
助手すりとする必要がある。

2−69	階段等の手すりの設置
	

1.	 下記の階段の部分には手すりの設置義務はある
のか。
①屋外階段
②エレベーター機械室に通ずる階段
③職員専用の階段
④回り階段
⑤階段の踊場部分
2.	 両側に手すりがついた場合は、20㎝を限度に
ないものとみなしてよいか。

3.	 廊下の手すりも同様の取扱いでよいか。
4.	 階段昇降設備の高さの測定位置はどこか。

	
1.	� ①・③・④については、手すりの設置義務があ
る。②については、令129条の9・1項5号
による構造としなければならない。

	� ⑤については、設置義務はないが、階段の形状
により必要となる場合がある。

2.	� 階段の手すりについては、片側につき、それぞ
れ10㎝まではないものとみなして取扱える。

3.	� 廊下の手すりについては、10㎝までないもの
とは取扱えない。

4.	� 階段昇降設備の高さ
（50㎝以下）は右図
の位置で測定する。

2−70	屋外階段の定義
		屋外階段とはどの程度の開放性が必要か。

	屋外階段としての取扱いについては階段の
周長の1/2以上が開放されており、かつ腰壁手す
りの場合は、手すりの上方で天井高の1/2以上か
つ1.1 ｍ以上が開放されているものを屋外階段と
して取扱う。（そのほか屋外階段の取扱いについて
は4−27又、床面積の算定については付録の【床
面積の算定方法について】による）

×

手すりA 手すりB

700100 150

50
900
有効幅
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2−71	屋外階段の踊場と開放廊下の幅員
		2 以上の直通階段の設置が必要な共同住宅

において、屋外階段の踊場、廊下幅の取り方は、下
図のとおりでよいか。

	図−1、図−2とも、A・B階段の中に出
入口がなく、避難経路が交錯しないので支障ない。
図−3では、歩行経路が、屋外階段の階段室を経由
することになるため不可。

〈令24条〉踊場の位置及び踏幅

2−72	屋外階段の幅と蹴上げ、踏面等の寸法
		令23条に屋外階段の幅が令120条（直通

階段）、令121条（2以上の直通階段）の階段にあっ
ては、90㎝以上とあるが、けあげ、踏面の寸法並び
に踊場の位置、踏幅は、令23条1項の表の寸法及
び令24条の規定の適用を受けるのか。

	令 23条並びに令24条は避難施設として
の役割が大きいので、厳しい構造基準が定められて
いるものであり、屋外階段や住宅の階段（共同住宅の
共用の階段を除く）については、その機能上から緩和
されている。
令120条、令121条については避難施設とし
ての性格上屋外階段の幅のみを緩和したものであ
り、その他の構造基準は満足しなければならない。
また、令23条1項の規定の適用について、建築
物が開口部のない床及び壁で区画されており、相互
に行き来できない場合はそれぞれの部分を別の建築
物として扱う。

2−73	らせん階段の踊場の構造
		らせん階段の踊場の寸法は、どの程度必要

か。

	らせん階段の踊場の寸法は階段の円周の
1/4以上とすること。
なお、主たる階段はらせん階段としないことが望
ましい。
府条例第８条に掲げる建築物及びバリアフリ－
法・福祉のまちづくり条例対象建築物については、
別途規定がある。

図ー1

住　戸住　戸

バルコニー バルコニー

住　戸

バルコニー

開放廊下

Ａ階段
（屋外階段） Ｂ階段

（屋外階段）

住　戸

バルコニー

9
0
0
以
上

1,200以上
900以上

900以上
1,200以上

900以上
1,200以上

図ー2

住　戸住　戸

バルコニー バルコニー

住　戸

バルコニー

開放廊下

Ａ階段
（屋外階段）

Ｂ階段
（屋外階段）

住　戸

バルコニー

図ー3

住　戸住　戸

バルコニー バルコニー

住　戸

バルコニー

開放廊下

Ａ階段
（屋外階段）

Ｂ階段
（屋外階段）

住　戸

バルコニー

外周長の1 以上　　　　ー　　　　4

踊場
UP

DN
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〈令112条〉防火区画

2−74	防火区画を構成する床・壁の範囲
		防火区画を構成する床・壁の範囲として、

構造上重要でない小梁・胴縁・間柱などで床又は壁
と一体となっている部分については、防火区画を構
成する床又は壁の一部として取扱うことが望ましい
とされているが、具体的にはどういうことか。

	構造上重要でない小梁・胴縁・間柱は、主
要構造部には該当しない。しかし、これらの部材が
床又は壁と一体となって防火区画を構成する場合に
は、防火区画を有効なものとするため、床又は壁の
一部に含めることとする。
耐火認定取得のデッキプレ－ト床構造について

は、耐火構造の鉄骨造建物床を想定して耐火試験を
実施し認定取得したものである。しかし、付帯条件
として「梁に耐火性能が要求される場合にはそれら
に応じた耐火被覆を施す」と明記されている場合が
あり、小梁、大梁には梁の耐火時間に準じた耐火被
覆が必要となる。
ただし、準耐火構造（ロ－２）等で床スラブを耐火

水平区画とする場合、鉄骨梁に被覆は不要であるが、
この梁下に耐火垂直区画がつながる場合は、この交
差部の梁には被覆が必要となる。
なお、防火区画検証法により、安全が確かめられ

た場合においては、当該部材の被覆が不要になるこ
とがある。

2−75	防火区画を構成する間仕切壁と小
屋組の鉄骨梁の取扱い
		防火区画（面積区画）をする間仕切壁部の

小屋組の鉄骨梁の耐火被覆について下図断面の場
合、小屋組の鉄骨梁（FLから 4m以上）は被覆なし
で1時間耐火（告示）であるが、鉄骨梁を壁と同等以
上の耐火被覆等をしなくてはならないのか。

	梁と壁では令107条により求められてい
る耐火性能が異なるため、図−1の場合は梁につい
ても壁と同等の性能が求められ耐火被覆が必要であ
る。図−2の場合は不要である。

2−76	防火区画の壁、床に設けるエキスパ
ンションジョイント部分の取扱い
		エキスパンションジョイントを防火区画の

壁、床に設ける場合、どのようにすればよいか。

	平成 12年 6月 1日の法改正施行を踏ま
え、エキスパンションジョイントは、原則、大臣認
定が必要であるが、当面の間は下記の方法により設
置することができる。
1.	� 両面を1.5㎜以上の鉄板（ステンレスを含む）で
覆い、内部にロックウール等の不燃材料を充填
すること。

2.	� 上記以外の場合で、耐火時間に応じた耐火性能
があると認められる既製品については、日本エ
キスパンションジョイント工業会の適合証が発
行された製品を使用すること。

防火区画の間仕切壁

屋根 屋根

鉄骨梁 鉄骨梁

防火区画の間仕切壁

FL

（Ａ） （B）

平面

図－1 図－2

断面 鉄骨梁の小屋組

梁の
下端まで
4m以上

（耐火被覆についてはＦＲ鋼は除く。）
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2−77	防火区画を支持する材料の耐火性能
		ＡＬＣ版で防火区画を形成する場合、それ

を支持する軸組も耐火被覆する必要があるのか。

	令 112条における耐火構造等の防火区画
の構造は、ALC版を支持する軸組も令107条の耐
火性能を有する材料で耐火被覆をする必要がある。
なお、耐火被覆の範囲は、ALC版が取付けられる柱
及び梁並びにその取付金物である。ただし、個別認
定のALC版については、その認定条件によること
とする。

2−78	竪穴区画の取扱い（1）
		令 112 条 10項 1号「……階段の部分そ

の他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に
面する部分」の範囲はどこか。

	避難階からその直上階、又は避難階からそ
の直下階のみに通ずる階段及び吹抜きを設ける場合
に、壁及び天井の仕上げ及び下地を不燃材料で行う
べき範囲は、当該吹抜きを含めて準耐火構造の床若
しくは壁又は防火設備（令112条 18項）で区画さ
れた部分とする。なお、吹抜きと一体の部分は、防
火上合理的かつ最小限の範囲とすべきである。

2−79	竪穴区画の取扱い（2）
		令 112条 10項の竪穴区画の条文におけ

る「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第
136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基
準に適合する建築物」とは、法2条9号の3ロの準
耐火構造と同等以上の準耐火性能を有する建築物を
含むか。

	10 項の「主要構造部を準耐火構造とした
建築物等」には、法2条9号の3ロの建築物※は含
まれない。
※法2条9号の3ロの建築物
・準耐火建築物 ロ−1（令109条の3・1号）
・準耐火建築物 ロ−2（令109条の3・2号）
また、準耐火構造には耐火構造も含まれるため、
主要構造部を耐火構造とした建築物も10項の防火
区画は必要である。

2−80	竪穴区画の取扱い（3）
		屋外階段についても10〜12項区画は適

用されるか。

	令 112条 10〜12項の規定は、「階段の
部分」と「その他の部分」との区画をいっており、屋外
階段についても適用される。
なお、「その他の部分（下図の例でハッチの部分）」
が開放廊下としてみなすことができる形態・規模で
ある場合は区画の必要はない。

2−81	竪穴区画の取扱い（4）
		令 112条10項2号の規定における一戸

建住宅には店舗付き住宅等の兼用住宅を含むのか。

	店舗兼用住宅等も含まれる。

屋外階段

屋内
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2−82	竪穴区画の取扱い（5）
		共同住宅の吹抜き状の空間（屋根のない光

庭）の取扱いはどのようになるか。

	原則として令112条 10項の竪穴に準じ
て区画は必要である。
ただし、具体的な設計例について個別に判断が必

要であるので事前に相談されたい。

2−83	令 112条15項区画
		令 112条 1項の1,500㎡、3項の500

㎡、4項の1,000㎡、5項の規定による前２項（３、
４項）による面積区画を免除する部分、6項の11階
以上の部分、及び10項の竪穴区画における外壁の
部分とその他の部分との区画において適用される
15項（スパンドレル）の規定について、17項の区画
においても必要か。

	令 112条 17項の区画でも、条文上の規
定はないが、15項の主旨からしてスパンドレルの
規定を準用することが望ましい。

2−84	異種用途区画の取扱い（1）
		図のように、階段を共用する店舗付き共同

住宅の用途の建築物の異種用途区画は住戸の出入り
口の部分でよいか。あるいは階段部分を共同住宅の
用途とみなして、店舗の出入り口の部分で区画する
必要があるか。

	平面計画にもよるが、図においては階段が
共用するとは考えにくい。
利用実態から考えて店舗の出入り口で区画する必
要がある。

MB

UB洗面室

玄関

吹抜き

バルコニー

階段

住戸

住戸

店舗

階段

防火設備（竪穴区画）

防火設備（竪穴区画）

特定防火設備
（異種用途、竪穴区画）

住戸

住戸

店舗
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2−85	異種用途区画の取扱い（2）
		次の場合、異種用途区画は必要か。

1.	 オフィスビルの３階に設けた売店。� →図−１
2.	 法別表第１（い）欄において同枠の２つの用途。
（例えば物販店と飲食店）� →図−２

3.	 倉庫内の事務室。� →図−３

	
1．	�図−1について…１０㎡を超えれば当該部分

と主要用途とは原則として異種用途区画が必要
である。しかし、異種用途でも物品販売業を営
む店舗の売場の一角にある喫茶店等のようにそ
の関係が主たる用途と従たる用途の場合で下記
の要件を満足する場合には不要である。
（１）	�主たる用途に供される部分と従属的部分

の管理者が同一であること。
（２）	�主たる用途に供される部分と従属的部分

の利用者が同一又は密接な関係であるこ
と。ただし、従属的部分は道路等から直接
出入りする形態を有しないこと。

（３）	�主たる用途に供される部分と従属的部分
の利用時間がほぼ同一であること。

（４）	�自動車車庫、倉庫等以外の用途であること。
2．	�図−2について…法27条に基づき耐火建築物

等としなければならない用途に供する部分はそ
の使われ方からみて利用者、利用人員、滞在時間、
火災荷重等が各々異なるため、当該用途部分相互
間及び当該用途部分とその他の用途部分とを防
火区画することを義務付けたものである。

　�　従って、別表第１（い）欄（４）項の枠内でも用
途が違えば区画は必要である。

3．	�図−3について…倉庫が法27条に該当すれば
原則として区画が必要であるが、倉庫を管理す
る為の事務室で、小規模なもの（10㎡以下）に
ついては異種用途区画は不要である。

2−86	防火区画に用いる防火戸
		ダクトスペース、パイプスペース等の点検

のための開口部で常時施錠状態である防火戸にはド
アチェックは設けなくてもよいか。

	設けなくてよい。

2−87	告示2564号におけるシャッター幅
		昭和 48年告示 2564号によれば、シャ

ッターの幅が5ｍ以下となっているが、駐車場の車
路で二車線の場合5.5 ｍ以上取らなければならな
い場合には、区画に用いるシャッターの幅をいくら
にすべきか。

	異種用途区画に用いるシャッターの幅は、
遮煙性能を満足させるため5ｍと定められている。
5ｍを超える幅に用いる場合は、シャッターの幅を
5ｍ以下として2ヵ所の設置が必要である。ただし、
個別認定のシャッターについては、その認定条件に
よることとする。

道路

図－3

倉庫 事務所　7㎡

図－1

売店
10㎡

事務室

事務室

事務室

図－2

飲食店物販店
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2−88	風道が防火区画を貫通する場合の
構造方法
		令 112条 20項で風道が準耐火構造の防

火区画を貫通する場合（昭和49年建告1579号に
該当する部分を除く。）は特定防火設備又は防火設備
（防火ダンパー）を設けるとあるが、遮炎性能の必要
時間は何分か。

	各規定に必要な遮炎性能は、下表のとおり
とする。

名　　称 関係法令 設置場所
（風道の貫通部分付近）

防火ダンパーの
遮炎性能

特定防火
設　　備

法36条
令112条 1項、
3項、4項、17項

1時間準耐火構造の
床若しくは壁

1時間（令112条
1項）

法36条
112条7項、8項、
9項本文

耐火構造の床若しく
は壁

法36条
令112条 5項

1時間準耐火構造の
床若しくは壁

法36条
令113条 2項

耐火構造の防火壁又
は防火床

防火設備

法36条
令114条５項

1項の界壁、2項の
間仕切壁又は3項及
び4項の隔壁

45分間【令109
条（平成 12年建
告1377号）】

法36条
令113条 2項 耐火構造の防火壁

20 分間（両面）
【法2条9号の2
ロ（令 109 条の
2）】

法36条
令112条 3項

準耐火構造とする防
火上主要な間仕切壁

自動スプリンクラー
等設置部分を区画す
る準耐火構造の壁

法36条
令112条 6項

耐火構造の床若しく
は壁

法36条
令112条 10項
本文

準耐火構造の床若し
くは壁

法36条
令112条 15項
本文、15項ただし
書

準耐火構造の外壁又
はひさし、床、袖壁
その他これに類する
部分

なお、防火ダンパー等の構造方法については、上
表の各規定に基づき、平成12年告示第1369号
及び昭和48年告示第2565号を参照のこと。

〈令129条の2の4〉給水、排水その
他の配管設備の設置及び構造

2−89	エアシューター（気送管）が防火区
画を貫通する場合の取扱い
		エアシューター（気送管）が防火区画を貫通

する場合、令129条の2の4・1項7号に規定す
る「給水管、配電管その他の管」として取扱うのか。

1.	� 原則として令 129 条の 2 の 4・1 項 7 号に
規定する「給水管、配電管その他の管」として取
扱う（ただし管径 150㎜程度までのものに限
る）。

2.	� 端部入口には、原則として随時閉鎖できる不燃
材料で造られた扉、ふた等を設ける。

3.	� 使用する管路材は不燃材でアルミ管、黄銅管等
とする。

4.	� 防火区画貫通部は、前後1mの部分を鋼管もし
くはアルミ管等については厚さ25㎜以上のロ
ックウール巻きを行うこと。（その部分にステー
ション機器がある場合はその直前までとする。）

5.	 貫通部の余剰穴は、モルタル詰めを行う。
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〈令114条〉建築物の界壁、間仕切壁
及び隔壁

2−90	防火上主要な間仕切壁
		防火上主要な間仕切壁について

1.	 室数、面積はどの程度か。
2.	 廊下の間仕切壁は該当するか。
3.	 開口部（建具）について制限はあるか。

	1．、2．については次のとおり
防火上主要な間仕切壁の範囲は、原則として以下
のとおりとする。
（1）	�学校にあっては、教室等（生徒が授業で日常

的に使う室で、実習室、実験室、研究室、
音楽室、図書室、図工室などが含まれる。）
相互を区画する壁及び教室等と避難経路
（廊下、階段室等）を区画する壁。

	� ただし、教室と廊下を区画する壁の大半が
開口部の場合（枠組み及び開口部が不燃材
料で造られており、開口部と一体成形され
たもの。）は当該壁部分を開口部として取扱
うことができる。

（2）	�病院、診療所、児童福祉施設等、ホテル、
旅館、下宿及び寄宿舎にあっては、病室、
就寝室等相互間の壁で、3室以下かつ100
㎡以下（100㎡を超える室にあってはこの
限りでない）に区画する壁及び避難経路と
その他の部分を区画する壁。

（3）	�マーケットにあっては、店舗相互間の壁の
うち重要なもの。

（4）	�火気使用室とその他の部分を区画する壁。
3．開口部（建具）については制限はない。
構造について
令114条2項に規定する防火上主要な間仕切壁
については、原則として、法2条5号の規定による
主要構造部として以下のように取扱うものとする。

建築物の構造種別 間仕切壁の種別

耐火 耐火（�耐力壁の時間は位置により、非耐
力壁は1時間）

準耐火イ－1 準耐火（1時間）

準耐火イ－2 準耐火（45分）

準耐火ロ－1（外壁耐火） 準耐火（45分）

準耐火ロ－2（主要構造部不燃） 準耐火（45分・材料準不燃）

緩和について
なお、令114条2項括弧書きの「自動スプリンク
ラー設備等設置部分」（令112条 3項で定義）及び
「国土交通大臣が定める部分」（H26告示860号で
規定）は、防火上主要な間仕切壁から除かれる。また

令114条 2項後段の「令112条 3項各号に該当
する部分」は防火上主要な間仕切壁を小屋裏に達せ
しめる必要はない。
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［法42条］道路の定義

3−1	 認定道路
		認定道路とは具体的にどのようなものか。

建築基準法では認定道路という用語はあるのか。

	建築基準法には「認定道路」という記述はな
いが、道路法に規定されているところによると、都
道府県道については知事が、市町村道については市
町村長が、それぞれ議会の議決を経て、路線を「認
定」することとされている。従って「認定道路」とは、
道路法による路線の認定を受けた都道府県道、又は
市町村道を指す一般的な呼称であると思われる。

3−2	 法 42条1項3号の道路
		法42条1項3号の道路は、現に一般の交

通の用に供しているもので、幅員4ｍ以上あれば、
地目・所有権等に関係なく、道路として取扱うこと
ができるのか。

	法 42条 1項 3号の道路は、法第3章の
規定の適用を受ける時点で、幅員4ｍ以上あった道
を指しているもので、公道、私道の別を問わない。
従って、この要件を満たしておれば、地目・所有権
に関係なく道路として取扱われる。

3−3	 2 項道路内の門、塀等の扱い
		2 項道路内に、下記の1．2の設置は認め

られるか。
1.	「みなし境界線」より道路側に設置する門、塀、

柵の類。
2.	 既設の門、塀、柵等が「みなし境界線」より道路

側にある場合、敷地内の建物を改築、増築する
ときにこれら既設の門、塀等をそのまま残して
おく。

	1 の場合は、建築物に附属する門、塀等は
建築物に該当するので法的には認められない。
2についても法3条2項の規定の対象にならず、
建築に際しては後退しなければならない（法3条3
項3号・4号）。

3−4	 道路明示による道路幅員と、施行前
の道路幅員
		道路明示による道路幅員と、施行前の道路

幅員をどのように考えるのか。

	建築基準法上の道路とは、法42条に規定
されているものをいう。
大別すると、幅員4ｍ以上の道で①道路法による
もの、②都市計画法、土地区画整理法等によるもの、
③建築基準法（第3章）が適用された際、現存するも
の、④事業計画のある道路で2年以内に執行される
予定のものとして特定行政庁が指定したもの、⑤位
置の指定を受けたもの、及び⑥建築基準法（第3章）
が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員
4ｍ未満の道で特定行政庁が指定した俗にいうみな
し道路が対象となっている。
道路明示による幅員を対象とするものは、前述の
①及び②による道路であり、③については施行前の
道路幅員が対象となるため、既存の道路構造物や公
道の場合は道路明示をみて判断することとなる。ま
た、⑥の特定行政庁がみなし道路として指定するこ
とができるのは建築基準法（第3章）が適用された
際、公私道の別なく現に建築物が立ち並び、一般の
交通の用に供している4ｍ未満の道に限られてい
るもので、指定時における道の幅員が対象となり、
道路明示幅員が対象となるものではない。ただし、
当該道の中心線を確定するために幅員の明示を受け
ることとしているものである。
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［法43条］敷地等と道路との関係

3−5	 道路と敷地の間に河川等・里道が
ある場合
		道路と敷地の間に水路等（水路・河川）、里

道がある場合、その敷地を接道させることが可能か。

図－１について
道路と敷地の間に水路がある場合、水路部分へ継

続的に使用できる幅員２m（条例により2m以上必
要な場合はその数値）以上の橋などを設け、管理者の
占用許可等を受けることにより、法43条2項2号
許可手続きを不要と判断されることがある。ただし、
水路の幅員等によっては扱いが異なる場合や、河川
の場合では法43条2項2号許可を要するなど、特
定行政庁によっては、異なる取扱いをしているとこ
ろもあるので、事前に相談されたい。

図－２について
道路と敷地の間に里道がある場合、道路に平行し

て里道があり、かつ高低差が特にない場合は、里道
も含めて道路として扱うことが可能である。ただ
し、特定行政庁によっては、異なる取扱いをしてい
るところもあるので、事前に相談されたい。

3−6	 敷地が水路・里道により分断されて
いる場合
		水路・里道により敷地が分断されている場

合、一団の土地として建築できるか。

	建築物の敷地とは、令１条１号で「1の建築
物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物
のある一団の土地をいう」となっており、敷地が水
路・里道により分断されている場合は、原則、奥の
敷地は一団の土地と取扱うことはできず、建築はで
きない。
ただし、図－2のように、水路により分断されて
いる土地で、幅員２m（条例により2m以上必要な
場合はその数値）以上の継続的に使用できる橋を架
けて、当該水路の管理者から占用許可等を得ること
ができる場合、一団の土地として利用上支障がなけ
れば、一団の土地として取り扱うことができる。（こ
の場合の敷地面積は、占用部分であっても水路部分
は除く。）なお、水路及び里道に関して、特定行政庁
によっては上記と異なる取扱いをしているところも
あるので、事前に相談されたい。

橋

計画建物

図－2

敷地

里道

道路道路

水路 Ｗ

図－1

2ｍ以上

図ー2

水路

道路

2m以上
(4m以上）

里道・水路

道路

敷地

敷地

図ー1
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3−7	 道路と敷地の間に著しい高低差が
ある場合
		道路ががけ上、又はがけ下にある場合の敷

地は、接道として認められるか。

	法的には敷地が道路に接しているため、法
43条の規定に抵触しない。しかし、敷地内の階段
状の通路は、建築物の用途規模等を勘案して避難
上、安全上等支障のないよう設ける必要がある。

3−8	 不整形敷地等の接道
		下図の各敷地の法43条に適合するものはど

れか、また、不適合の場合の適合となる条件はどうか。

	図−1は不適合である。b≧ℓとなる必要
がある。
図−2は不適合である。なお、橋の幅 a1 又は a2

のうち1カ所がℓ以上であれば適合である。
図−3は有効に道路に接していない場合もある。
ｃ（有効幅）≧ℓで適合である。
ただし、ℓは法43条（府条例等により2ｍ以上
必要な場合はその数値）の接道長さ。

［法44条］道路内の建築制限

〈令145条〉道路内に建築することが
できる建築物に関する基準等

3−9	 アーケード等の許可手続き
		アーケード等の許可手続きはどうするのか。

	道路上にアーケードを設置する場合の取扱
いについては、昭和30年2月1日付け建設省、消
防庁、警察庁からなる通達（現在は技術的助言）で、
設置に関する基本的な考え方、事務手続き、設置基
準が具体的に示されていた。
手続きとしては、まず特定行政庁の建築許可窓口
で事前相談を行い、次に道路管理者、警察、消防、
特定行政庁（建築主事）の四者による連絡協議会に諮
り、各関係機関の意見が一致した場合のみ設置が認
められることとなる。その後、法44条の許可申請
を行い、建築審査会の同意を経て許可となり、建築
主事又は指定確認検査機関に確認申請を行うことと
なる。
アーケードは、防火、交通及び衛生上の観点から
基本的に抑制の方針をとっており、設置基準に適合
したとしても必ずしも許可になるものではない。
なお、道路上空通路の設置についても同様の手続
きとなる。

［法46条］壁面線の指定	
［法47条］壁面線による建築制限

3−10	壁面線の指定とその制限
		壁面線の指定を受ける方法はどのようなも

のか。また、そで壁やひさしは制限の対象となるか。

	壁面線は、街区のなかで建築物の位置を整
えその環境の向上を図る必要があると認める場合
に、特定行政庁が指定するものであり、利害関係者
出頭のうえ公開による意見の聴取の後、建築審査会
の同意を得て指定される。建築確認のように個々の
申請によるものではない。また、そで壁は壁面線を
こえてはならないが、ひさしは規制の対象ではな
い。

敷地
▽

線
界
境

道路
　▽

a

b c
a

a1 a2

b

a≧ℓ
b＜ℓ

a＜ℓ
b＜ℓ
a＋b≧ℓa1＜ℓ

a2＜ℓ
a1＋a2≧ℓ

＝必要接道長

道路

水路

道路

橋 橋

図ー1 図ー2 図ー3

道路
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［法48条］用途地域

3−11	モデル住宅付の住宅販売事務所の
取扱い
		第１種中高層住居専用地域において住宅販

売事務所（モデル住宅付）は建築できるか。

	事務所等として扱うので建築できない。た
だし、宅地建物取引業法の免許を取得し、標識を掲
示し営業するものは、令130条の５の３・３号に
該当するので500㎡以下かつ2階部分までなら建
築可能である。

〈令130条の3〉第1種低層住居専用
地域内に建築することができる兼用住宅

3−12	動物病院兼用住宅の動物病院部分
の取扱い
		令 130条の3の解釈で、動物病院兼用住

宅の動物病院部分は、サービス業を営む店舗に該当
するか。

	第 1 種低層住居専用地域における動物病
院兼用住宅は、下記の1、2の条件を充たす場合、
令130条の3・3号の「理髪店、美容院、クリーニ
ング取次店……その他これらに類するサービス業を
営む店舗」として建築可能であるが、畜舎部分の防音
等を考慮することが望ましい。
1.	� 延べ面積の1/2以上を住宅の用に供し、動物病

院の用に供する部分の床面積が50㎡以下であ
る兼用住宅（ただし、住宅の部分と動物病院の部
分が建築物の内部で十分行き来できること。）

2.	� 畜舎部分（入院室は含むが、診察室、処置室、手
術室等は含まれない。）の床面積が15㎡以下で
あること。
※�動物病院は、日本標準産業分類では、大分類（サ
ービス業）中分類（専門サービス業（他に分類さ
れないもの））小分類（獣医業）に分類される。
　�なお、特定行政庁により取扱いが異なるため、
事前に相談すること。

3−13	サービス業を営む店舗等における
原動機の取扱い
		サービス業を営む店舗や食品製造業に規定

される原動機の取扱いはどのようなものか。

	原動機の出力の限度の算定については、建
築物内及び敷地内に設置されている原動機の合計と
し、サービス業を営む店舗（洋服店・畳屋など）や食
品製造業（パン屋・米屋など）で「原動機を使用する
もの」に含まれるものとしては、小型のドリルやグ
ラインダー、さらに家庭用のジューサーミキサーな
ど動力（モーター）が伴う全てのものとなるが、業態
と関連していなければ制限を受けない。この場合、
冷房など単なる室内温度調整用に設けられたものや
冷蔵庫など貯蔵目的のものは含まれない。

〈令130条の5〉第1種低層住居専用
地域及び第2種低層住居専用地域内に
建築してはならない附属建築物

3−14	店舗兼用住宅の車庫の取扱い
		第１種低層住居専用地域内において下図の

店舗兼用住宅を建築する場合、附属自動車車庫の制
限はあるか。

	令130条の５により、附属自動車車庫は、
住宅及び店舗と同規模（150㎡）まで建築可能であ
る。（ただし、附属自動車車庫は、１階部分に限る。）

住　宅
100㎡

車　庫店　舗
50㎡
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3−15	建築物の屋上駐車場
		法別表第2（ろ）項 3号に関する令 130

条の5により、2階以上の階にある自動車車庫は禁
止されているが、平家建の建築物の屋上（屋根なし）
を自動車車庫としたものは建築できるか。

	令 130条の5の規定では自動車車庫で2
階以上の部分にあるものと表現されているため、屋
上部分に2階となる用途が発生する部分がある図
−2の場合は建築できない。なお令130条の7の
2及び令130条の8の考え方も同様とする。

3−16	ガソリンスタンドの取扱い
		第1種中高層住居専用地域において、ガソ

リンスタンドを建築できるか。

	ガソリンスタンドは、物品販売業を営む店
舗に該当し、建築可能である。
なお、50㎡（原動機を使用する場合にあっては、
その合計が0.75kw 以下のものに限る。）を超える
作業場の併設は不可である。
ただし、附属施設（屋外自動車洗車機等）は、各特
定行政庁の判断とする。

3−17	法 48 条 4 項　別表第 2（に）項
7号の解釈
		第２種中高層住居専用地域において、３階

以上に事務所（50㎡以下）を兼ねる住戸を有する共
同住宅を建築することは可能か。

	法別表第２（に）項７号では、３階以上の部
分を（は）項に掲げる建築物以外の用途に供するもの
は建築できないとされている。そこで、（い）項では、
１号に住宅、２号に住宅で事務所等の用途を兼ねる
もの、３号に共同住宅と、住宅と共同住宅とを区別し
ており、１号、2号でいう住宅に共同住宅は含まれな
い。従って、第2種中高層住居専用地域において、3
階以上の部分に事務所（住戸の１／２以内で50㎡以
下）を兼ねる住戸を有する共同住宅は建築できない。

3−18	第 1種住居地域内での複合用途建
築物の取扱い
		第1種住居地域内において、下図の複合用

途建築物の建築が可能か。

	図−1は、飲食店部分が3階以上の部分に
なく、床面積が500㎡以内であるので、法別表第2
（は）項5号に該当し、同表（ほ）項4号で制限を受け
ないので建築可能である。
図−2は、飲食店が3階に存するため、同表（は）項
5号に該当せず、同表（ほ）項4号により制限を受け、
床面積が3,000㎡を超えるため、建築不可である。

屋上（駐車場）

（屋上突出部分の面積は建築面積の1/8以上かつ高さは12ｍ以下）
1階

EV機械室

階段・
EVホール

図－1

屋上（駐車場）

（屋上突出部分の面積は建築面積の1/8以上かつ高さは12ｍ以下）
1階

2階

EV機械室

階段・倉庫
EVホール

図－2

ホテル 2900㎡

公衆浴場 1900㎡

飲食店 200㎡

図－1 図－2
5階

4階

3階

2階

1階
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3−19	ビリヤード場の取扱い
		ビリヤード場を、第1種住居地域内に建築

できるか。

	ビリヤード場は、法別表第2（ほ）項2号
のその他これらに類するものに該当するものでない
ため3,000㎡以下は建築可能である。

3−20	スポーツ練習場と自動車車庫の取扱い
		第1種住居地域において、スポーツ練習場：

3,000㎡、附属自動車車庫：400㎡、計3,400㎡
の建築物は建築可能か。

	スポーツ練習場は、法別表第2（へ）項及
び（は）項により、床面積の合計が3,000㎡を超え
ていても附属自動車車庫部分は除かれる（附属自動
車車庫を除いた建築物の延べ面積が対象とされる。）
ので、建築可能である。
ただし、附属自動車車庫の床面積は、自動車車庫
部分を除いた建築物の延べ面積以内とする。
なお、附属自動車車庫は、3階以上の部分には設
けられない。

3−21	観覧場付き体育館の取扱い
		観覧場付き体育館の取扱いについて、用途

上の区分は何に該当するか。

	体育館で、観覧者のための固定席、ギャラ
リーその他これらに類する部分を有するものは、
「観覧場」として扱う。

3−22	作業場の床面積の算定
		自動車修理工場において部品等を保管する

倉庫等は、作業場の床面積として算定する必要があ
るのか。

	自動車修理工場に設けられる部品等を保管
する倉庫やそれらを管理する場所などで、作業場と
間仕切壁等で明確に区画されたものは作業場として
取扱わない。

3−23	倉庫業を営む倉庫
		法別表第2（へ）項5号の「倉庫業を営む倉

庫」とは、どのようなものをいうのか。

	自ら所有する倉庫を自らの物品を保管、貯
蔵するために用いる場合は、「倉庫業を営む倉庫」に
該当せず、他人の物品を保管、貯蔵することを業と
している場合には「倉庫業を営む倉庫」に該当する。
また、倉庫ごと一括して第三者に賃貸し、賃借し
た者がその倉庫によって倉庫業を営む場合は、営業
倉庫として「倉庫業を営む倉庫」に該当し、賃借した
者が自己の倉庫として自己の物品の保管、貯蔵に使
用する場合は「倉庫業を営む倉庫」には該当しない。
なお、コンテナを利用した貸倉庫についても同様
に取扱う。

3−24	料理店
		法別表第2（り）項2号の料理店には、レ

ストランや食堂が含まれるか。

	ここでいう料理店は、「風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する法律」による許可が必要
な営業所をいうのであって、一般のレストランや食
堂は含まれない。

［法52条］容積率

3−25	前面道路の反対側に水面等がある
場合の容積率

		法52条2項の前面道路の幅員による容積
率の算定において、前面道路の反対側に水面等があ
る場合、その前面道路の幅員に当該水面等の幅員を
含めることができるか。

	法52条2項の前面道路の幅員による容積
率は、交通上、安全上、防火上及び衛生上の観点か
ら制限しているもので、建築物の高さ制限のように
前面道路の反対側に水面等がある場合の緩和とは異
なり、当該水面等は含めることはできない。
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3−26	前面道路の幅員が部分により異な
る場合の容積率
		下図の1〜6の場合、前面道路の幅員は、

容積率算定の際どのように考えればよいか。

	図−1〜図−5は、ℓが2m以上であれ
ば、W1を採用することができる。図−6はW1を
採用することはできない。W2が前面道路の幅員と
みなされる。
容積率の限度を算定する際の前面道路の幅員は、
敷地が接する部分の道路の幅員によって判断される
べきではなく、相当区間にわたって存在する幅員に
よる。また、前面道路として適用できる道路は敷地
が少なくとも法43条1項に規定する2mの接道長
以上接していることを原則とする。
ただし、各特定行政庁においては、都市計画道路
や道路拡幅事業等により、将来的に道路全面の拡幅
が確実である場合は、W1を前面道路の幅員とする
こともある。

3−27	2m以上の中心後退をした場合の
容積率
		下図のような敷地（準住居地域で、指定容積

率200％、法52条2項に定める数値4/10）で共
同住宅を建築する場合、市町村によっては中心から
2.35mの後退をするように指導されることがある。
この場合、
1.	 容積率算定の前面道路幅員としては、少なくと
も4.35mと考えてよいか。

2.	 任意で中心から3mの後退をした場合、幅員
5mと考えて200％まで可能か。

	容積率算定の前面道路幅員は、原則として
1.2 共に4mである。
容積率算定の前面道路幅員は、相当区間にわたっ
て存在する幅員によるのが原則であり、部分的な開
発によって拡幅されたとしても、その幅員を採用す
ることはできない。
ただし、中心後退について地域の実情にあった合
理的な基準を別途定めて指導している場合は、容積
率算定についても、そのことを考慮して判断される
場合もある。

図ー1 図ー2

図ー3 図ー4

図ー5
図ー6

W1
W2

W2

W1

W1

W1
W2

W1

W1

他人敷地

ℓ

水路

ℓ

ℓ

ℓ ℓ

3m(現況)
2m

2m
4m

2.35m

法42条2項道路

敷地
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3−28	共同住宅若しくは老人ホーム等の
共用廊下の床面積
		共同住宅若しくは老人ホーム等の共用廊下

は容積率算定の延べ面積に算入しないが、図−1の
玄関前のアルコーブの部分は共用部分と扱い容積率
の対象から除外してもよいか。また、図−2及び図
−3ように門扉の付いたポーチを設けた場合、図−
4のようにさらにアルコーブを設けた場合はどうな
るのか。

	開放廊下の場合、腰壁、手すり等の中心線
又は先端より2mを超える部分は床面積に算入す
る。
ただし、図−1のアルコーブの部分は共用部分と
して扱い容積率の対象から除外する。また、図−2
〜図−4については、門扉の高さが1.1m以下（手
すり子状）で門扉から出入口まで、かつ、その奥行
Dが当該ポーチの幅Wの2倍までは共用部分とし
て扱う。

3−29	共同住宅若しくは老人ホーム等の
共用部分等にかかる複合建築物の
容積不算入対象の算定
		共同住宅若しくは老人ホーム等の共用部分

等にかかる複合建築物の容積不算入対象の算定はど
うなるか。

	各階ごとに、共同住宅若しくは老人ホーム
等の部分とその他の部分との割合によって、共用廊
下、階段等の容積不算入対象面積を按分して算定す
る。

3−30	前面道路に建築線が指定されてい
る場合の法52条9項の扱い
		下図のように前面道路の現況幅員が6ｍ未

満であっても、6ｍ以上の建築線が指定されている
場合は、法52条9項による容積率の緩和はあるか。

	4 ｍ以上の建築線が指定されている道路
は、建築線の幅員が道路幅員とみなされる。（法附則
5項）この例の前面道路幅員は6ｍとなり、9項に
よる緩和の対象となる。
なお、建築線と官民境界線との間の土地（この例
では幅1.2 ｍ）は、私有地であっても建築基準法上
敷地面積に算入することはできない。建築線が、建
築基準法上の道路境界線である。

3−31	特定道路
	

1.	 特定道路は認定するのか。
2.	 部分的にでも幅員が15ｍ以上あれば、特定道
路として認められるか。

3.	 計画道路の幅員が15ｍ以上のものは、特定道
路に該当するか。

1.	� 特定道路としての認定手続きを別途必要とする
ものではない。

2.	� 前面道路の幅員の場合と同様に、特定道路の幅
員も相当区間にわたって存在する幅員でなけれ
ばならない。例えば、一街区にわたって幅員が
15ｍ以上あることが必要である。

3.	� 計画道路は、計画幅員が15ｍ以上であっても
（法 42 条１項 4号の道路である場合を除き）
特定道路には該当しない。

開放廊下

開放廊下
開放廊下

住戸

2
m

図－1

図－3 図－4

は床面積に参入するが容積対象除外を検討する部分

門扉
Ｗ

Ｄ

住戸

門扉

Ｗ

住戸

門扉

ポーチ

2
m

開放廊下

住戸

2
m

図－2

Ｄ Ｄ

Ｗ 2
m

路
道
定
特

L＜70m

敷地
線
築
建

官民境界線建築線

1.2m

3.6m
3m

3m
6m市道
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〈令135条の18〉容積率の制限につ
いて前面道路の幅員に加算する数値

3−32	特定道路からの延長Lの取り方（1）
	

1.	 敷地が変形している場合、又は奥行が極めて浅
い敷地が特定道路に向かって延びているような
敷地の場合でも最も有利な点をとれるか。

2.	 前面道路の特定道路からの延長の具体的な測り
方はどうするのか。

1.	� 一団の敷地として有効に利用し得るか、形態等
によって判断することになる。

	� 下図の場合のbは、敷地利用上有効な奥行きが
必要であり、最低限2mは必要である。bが2m
以上のとき、LはOAであり、bが2m未満の
とき、LはOBとなる。

2.	� 測定にあたっては、地図による場合、現地での
測量による場合等が考えられるが、いずれの場
合においても、当該数値に関して、規則1条の
3で定める「特定道路の配置図」の添付が必要で
ある。

	� なお、各特定行政庁によって指定する地図があ
れば、それによる。

3−33	特定道路からの延長Ｌの取り方（2）
		図−１の敷地のＬはOAでよいか。

	OA にはならない。001 ＋ 02B である。
001 にＡ点を取れるのは、図−2の場合のように、
ＣＤに敷地がかかってくる場合のみである。つまり
図−1のように、0203 に敷地の直近の端からの垂
線が降ろせる敷地は、001 に 02B をプラスしなけ
ればならない。
なお、図− 2の場合も前面道路の幅員Ｗｒは、
001 道路の幅ではない。0203 道路の幅である。

路
道
定
特

敷地

A0 B

b

路
道
定
特

敷地

A0

図ー1

B

03

02

01

02

路
道
定
特

敷地

A0

図ー2

D
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01

C
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3−34	特定道路からの延長による容積率
計算の前面道路幅員
		次のような敷地について法52条2項及び

9項の規定による前面道路の幅員による容積率制限
を適用する際の前面道路の幅員は、どのように考え
るのか。

	敷地の特定道路までの直近の端から特定道
路までの前面道路の延長により定まる数値（Wa）を
算定する際の前面道路と当該数値（Wa）を加える前
面道路幅員（Wr）に係る前面道路は、同一でなけれ
ばならない。
従って、容積率制限を適用する際の前面道路の幅
員は次のように考えることになる。
（Wr1＋Wa1）と（Wr2＋Wa2）のいずれか大きい
方が当該敷地の前面道路幅員とみなされて、前面道
路幅員による容積率制限が適用される。

3−35	壁面線の指定がある場合の法52
条11項の容積緩和の許可
		

1.	 11 項 1号の「前面道路と一体的かつ連続的に
有効な空地」とは、どんなものをいうのか。

2.	 許可を受けた場合、壁面線より外側の部分は敷
地面積から除かれることになるので、許可を受
けない場合の従来どおりの容積率と比較して有
利側を取ってよいか。

3.	 道路の両側に壁面線が指定されている場合、11
項の許可により両側の壁面線の部分を前面道路
幅員に加えて容積率制限を行うことができる
か。

4.	 9 項の特定道路からの前面道路の延長が70ｍ
以内の敷地について、11項の許可を受けた場
合の容積率制限はどうなるか。また、この場合
前面道路の幅員が6ｍ未満の場合はどうか。

	
1.	� 壁面線の後退により確保された空地の部分に門
や塀等が設けられておらず、道路と形態的、機能
的に一体的利用が可能であり、かつ、そういった
空地が道路に沿って連続していることをいう。

2.	� 許可を受けるか受けないかは、申請者が選択で
きる。

3.	� 壁面線の指定されている道路の両側において許
可の要件が満足されている場合は可能である。

4.	� 11 項の許可により、壁面線の部分を含めて幅
員とみなされた幅員を、令135条の18にお
ける前面道路幅員Ｗｒとして、加える値Ｗａを
算定し、Ｗｒ＋Ｗａにより容積率の限度を算定
する。

	� なお、前面道路の幅員が6ｍ未満であっても、
11項の許可を受けた場合は、壁面線間の幅員
が、前面道路の幅員とみなされるので、他の要
件を満足している場合は、9項による緩和の適
用も可能である。

特定道路

70m以内

70m以内

A B

Wr1 Wr2

敷地

令135条の18により、
・特定道路からAまでの延長により定まる数値：Wa1
・特定道路からBまでの延長により定まる数値：Wa2
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［法53条］建蔽率

3−36	計画道路を前面道路とみなした場
合の建蔽率
		法 52条 10項により、都市計画道路を前

面道路許可とみなす許可を受けた場合、法53条の
建蔽率についても、都市計画道路部分の面積を除い
た敷地面積による制限となるか。建蔽率については、
計画道路部分を含めた道路部分が対象となるのでは
ないか。

	建蔽率についても都市計画道路部分の面積
を除いた敷地面積による制限を満たさなければなら
ない。条文上、計画道路に係る部分の面積を敷地面
積に算入しないこととするのは、法52条10項の
許可を受けることにより、当該計画道路を同条1項
の前面道路とみなして同条2項から6項までの規
定を適用することとした場合だけであり、法53条
の規定にまで及ぶものではない。
しかし、昭和59年4月9日付の「建築基準法52
条 4項（現10項）の許可準則に関する技術基準」に
より、計画道路に係る部分の面積を除いた敷地面積
に対する建蔽率制限を満たすことになっている。

3−37	法規定が異なる地域にまたがる敷
地の建蔽率
		「商業地域で防火地域」と「第2種中高層住

居専用地域」とにわたる敷地に耐火建築物を建築す
る場合、建蔽率については、どう考えればよいか。

	「商業地域で防火地域」部分については、法
53条6項により建蔽率制限は適用されない。「第2
種中高層住居専用地域」部分については、8項及び3
項1号より1割加算される。このような場合、「商
業地域」部分を10割とみなして面積加重平均と考
えてよい。

［法54条］第1種低層住居専用地域
又は第2種低層住居専用地域内におけ
る外壁の後退距離

3−38	屋根のない化粧柱、梁等の外壁後退
		屋根のない化粧柱、梁や坪庭の壁は外壁後

退の対象になるか。

	建築物本体と一体となっている化粧柱、梁
は外壁後退の対象となる。坪庭の壁については建築
物と明確に分離されたものであれば外壁後退の対象
としなくてもよい。

3−39	地下車庫の外壁後退
		地下扱いとなる車庫についても外壁後退の

対象となるか。

	地下扱いとなる車庫であっても、地盤面よ
り1ｍを超える部分は、外壁後退の対象である。

道路　

第2種中高層住居専用
指定建蔽率6/10

商業・防火
指定建蔽率8/10

耐火建築物
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3−40	法 54条による外壁後退の適用
		法 54条により外壁後退の適用を受ける場

合、バルコニー、廊下、屋外階段等のある部分につ
いては、どの部分が外壁面として適用されるのか。

	都市計画による外壁後退距離が1m又は
1.5mの場合、外壁後退の適用を受ける部分はそれ
ぞれ下表のようになる。
なお、道路境界についてのあき寸法の規定はない。

外壁後退の適用を
受ける部分は、外
壁面である。

内部
外部

外壁面

50㎝以上

外壁後退の適用を
受ける部分は、手すり
の形状に関わらず
手すり面である。

内部外部

柱

手すり面

50㎝以上

外壁後退の適用を
受ける部分は、手すり
の形状に関わらず
手すり面である。

内部外部

手すり面

50㎝未満

外壁後退の適用を
受ける部分は、外壁
面である。

出窓

内部

外部

外壁面

外壁後退の適用を受ける
部分は手すり面である。

内部
外部

柱

手すり面

手すり壁タイプ 手すり子タイプ

50㎝未満

外壁面

外壁後退の適用を受ける
部分は外壁面であるが
2.5m以上あるので後退
は生じない。

プ
イ
タ
る
あ
が
等
柱
に
面
側
両

他

の

そ

床面積に
算入され
ない開放
廊下、開
放バルコ
ニー

床面積に
算入され
ない開放
廊下、開
放バルコ
ニー

床面積に
算入され
る廊下、
バルコニ
ー

床面積に
算入され
ない出窓

内部
外部

50㎝以上

2m

外壁後退の適用を受ける
部分は外壁面である。

内部
外部

外壁面

50㎝未満

プ
イ
タ
し
出
ね
は

床面積に
算入され
る廊下、
バルコニ
ー

バルコニー・廊下 線
界
境
地
隣

内部 

外壁後退の適用を受
ける部分は、外壁面
である。

外壁後退の適用を受ける部分は、
手すり面である。

外壁後退の適用を受
ける部分は、床面積
の算入の有無にかか
わらず柱面である。

外壁後退の適用を受
ける部分は、床面積
に算入されない場合
は柱面であり、床面
積に算入される場合
は手すり面である。

床面積に算
入されない
屋外階段

床面積に算
入される屋
外階段

プ
イ
タ
し
出
ね
は

プ
イ
タ
る
あ
が
等
柱
に
側
内
の
段
階

プ
イ
タ
る
あ
が
等
柱
に
側
外
の
段
階

線
界
境
地
隣

屋外
階段

外部

外壁面

内部

 

線
界
境
地
隣

柱

外部

内部 
50㎝
未満

屋外
階段

外部

屋外
階段

内部

 

線
界
境
地
隣

柱

外部

屋外
階段

手すり
面

手すり子タイプ手すり壁タイプ

屋外階段

外壁後退の適用を受
ける部分は、外壁面
である。

外壁面

50㎝
以上

手すり面手すり面
線
界
境
地
隣

 

50㎝
未満

屋外
階段

外部

手すり面手すり面

部
内
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〈令135条の22〉第1種低層住居専用
地域又は第2種低層住居専用地域内にお
ける外壁の後退距離に対する制限の緩和

3−41	外壁後退の緩和
		外壁後退の緩和について、令135条の22

では、1号（外壁等の延長3ｍ以下）と2号（床面積
5㎡以内）とがあるが、この違いは何か。また、本屋
から下屋さしかけの場合の取扱いはどうなるか。

	令 135条の22は外壁の後退距離の制限
についての軽微な場合の緩和規定である。
１号は、建築物本体の部分が敷地の形状等により、
外壁後退の制限領域に入る場合であっても、外壁等
の延長が3ｍ以下であれば緩和しようとするもの
である。
2号は、物置等の附属建築物の小規模なものにつ
いての緩和規定であり、物置等の用途で、軒の高さ
が2.3ｍ以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内の
部分について緩和するものである。なお、物置その
他これに類する用途としては自動車車庫、自転車置
場、家畜小屋等が考えられる。また、この場合の物
置等は別棟である場合に限定されず、上記の条件（用
途・軒高・床面積）を満たす場合は、本屋から下屋さ
しかけの場合も許容される。

［法56条］建築物の各部分の高さ

3−42	袋路状道路の場合の道路斜線制限
		下図の場合、道路斜線はどうなるか。

	下図のように、全ての部分についてW1の
道路幅員の斜線制限を受ける。

〈令132条〉2以上の前面道路がある
場合

3−43	Ｔ字形道路の場合の道路斜線制限
		図の場合の敷地において、令132条1項

に規定する2以上の前面道路があるものとみなし
て道路斜線制限の緩和ができるか。

	ℓ≧ 2ｍであれば、図のように2以上の
前面道路があるものとして取扱うことができる。

敷地

W1
W2

W1

敷地
W1

W2

W1

W1

敷地

a

b

a＞b

道路

a

道路 2aかつ35m以内

aℓb

10m

敷地
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3−44	道路と敷地の間に他人地がある場
合の道路斜線制限（1）
		図の場合の敷地において、令132条1項

の 2以上の前面道路があるものとみなして道路斜
線制限の緩和ができるか。

	ℓ≧ 2ｍであれば、図のように2以上の
前面道路があるものとして取扱うことができる。

3−45	道路と敷地の間に他人地がある場
合の道路斜線制限（2）
		下図の敷地の場合、道路斜線はℓ1の部分

のみ検討すればよいか。

	ℓ 2 の部分においても隣地斜線の検討と
ともに道路斜線制限の検討も必要である。

3−46	幅員の異なる道路に接する敷地の
道路斜線制限
		図のように幅員の異なる道路に接する場合

の2つの敷地について、令132条１項の2以上の
前面道路があるものとみなして道路斜線制限の緩和
ができるか。

	ℓ≧2ｍであれば、図のように2以上の前
面道路があるものとみなして取扱うことができる。

b　
　　
道路

a　道路

敷地

c　他人地ℓ

b　
　

a　道路ℓ

c　他人地

10m

内
以
m
　つ
か
35

2a

敷地

道路

他人地

敷地

ℓ1 ℓ2

敷地
（イ）

敷地
（ロ）

a＞b

a b

a＞b

a

b

a

a

10m

10m

2aかつ35m以内

2aかつ35m以内

敷地

敷地

ℓ
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〈令134条〉前面道路の反対側に公園、
広場、水面その他これらに類するものが
ある場合

3−47	道路の反対側に線路敷（高架等）が
ある場合の取扱い
		道路の反対側に線路敷（高架等）がある場合の

道路斜線制限の緩和について、どのように取扱うのか。

	下図のとおりである。
1.	 線路敷等が平面の場合

2.	 高架線路敷の場合
	 （イ）高架上にプラットホームの上家があるとき

	 （ロ）高架上が線路敷のみのとき

（ハ）高架上線路敷とは別に駅舎があるとき

（ニ）高架線路敷上に駅舎があるとき

〈令135条の2〉道路面と敷地の地盤
面に高低差がある場合

3−48	後退距離算定における擁壁の取扱い
		道路と敷地に高低差があり、そこに擁壁が

ある場合の道路斜線制限はどうなるか。

	擁壁自体は建築物の部分でないため、後退
距離の算定上は除かれており後退距離はS1となる。
ただし、擁壁の上に門・塀等を設けた場合、当該
門・塀の高さの算定は前面道路の路面の中心からの
高さとされており、地盤面と道路の路面の高さの差
が1ｍ以上であれば令135条の2の規定により図
のようになる。
h１：1.2 ｍ以下（網状等の場合は2ｍまで可）

敷地　A

A

道路

敷地　B

路道 B

A B

プラットホーム

駅舎

駅舎敷地　A 敷地　B

図ー1
敷地 B の道路斜線は線路敷の境界線から扱ってよい
敷地 A の道路斜線はA道路の制限で扱う

敷地　B

BA

駅舎

店舗

店舗

図ー2（a） 敷地 B の道路斜線はA道路から扱ってよい

敷地　B

BA

店舗

店舗

店舗

図ー2（b） 敷地 B の道路斜線はA道路から扱ってよい

敷地　B

BA

駅舎
店舗

店舗

図ー2（c） 敷地 B の道路斜線はB道路の制限で扱う

敷地　B

BA

駅舎

店舗

店舗

図ー2（d） 敷地 B の道路斜線はB道路の制限で扱う

建築物

hー1
2

h1

h

CB
塀

S1S1

道路
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3−49	道路と敷地の間に川等がある場合
の後退距離
		図のように道路と敷地の間に川等がある場

合の後退距離の取り方はどうなるか。

	敷地内で後退した部分が後退距離であり、
図の場合S１となる。

3−50	道路が屈曲する場合の後退距離
		図のような敷地の後退距離の適用領域は、

どうなるか。

	後退距離は、Ａ領域についてはS１、Ｂ領
域についてはS２となる。

3−51	軒、バルコニー等の後退距離
		軒、バルコニー、出窓がある建築物の後退

距離の取り方はどうなるか。

	法 56条2項で、後退距離は建築物から前
面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものと
規定されている。従って、図の場合、道路からの最
小後退距離は軒先までの距離ａである。

道路

橋 川

敷地

道路

橋 川

建築物

S1

S1

敷地

θ

θ
2

θ
2

A領域

B領域

S1

S2

a

b

c

a

バルコニー

軒

出窓

a＜b＜c

道路
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3−52	法52条11項の許可を受けた場合
の後退距離
		壁面線の指定がなされている敷地におい

て、法52条11項の規定により壁面線を前面道路
とみなす許可を受けた場合、道路斜線の後退距離は
どうなるか。

	法 52条11項の規定による許可について
は、同条2項から7項及び9項の適用にあたって
のみ壁面線を道路境界線とみなすものである。従っ
て、法52条11項の許可を受けたとしても、斜線
制限等に関して壁面線は道路境界線とみなされない
ので、下図に示すとおり後退距離はS1 である。

〈令130条の12〉前面道路との関係に
ついての建築物の各部分の高さの制限
に係る建築物の後退距離の算定の特例

3−53	受水槽等がある場合の後退距離
		道路斜線の後退距離による緩和のうち、「物

置その他これに類する用途…」とあるが、「受水槽」や
「キュービクル」はこれに該当するか。

	「受水槽」や「キュービクル」は建築設備であ
り建築物に含まれると解するので、同条件で類する
用途と認められる。
なお、水平投影面積を床面積、最高の高さを軒の
高さとみなす。

3−54	間口率を考える場合の前面道路に
接する長さの取り方
		図のように道路に面した一部に他人地があ

る（凹型敷地）場合の間口率の考え方はどうなるか。

	間口長さについては敷地がそれぞれの道路
に接する長さの合計で算出してよい。
Ａ道路の場合ａｂ＋ｃｄ＋ｄｅ
Ｂ道路の場合ｅｆ＋ｆｇ

3−55	同一敷地内に2棟以上ある場合の
間口率
		図のように同一敷地内に2棟以上あり、物

置、ポーチが複数ある場合の間口率はどうなるか。

	同一敷地内に2棟以上あり、物置、ポーチ
が複数ある場合の間口率は、令130条の12・1号
及び2号に規定されており、敷地単位で算定する。
従って、1号の間口率は（b1 ＋ b2）／ａ　2号の
間口率は（c1 ＋ c2）／ａとなる。

道路

壁面線

道路境界線

壁面線

道路境界線

建築物

S1

S1

a

b

c

d

e f gB 道路

路
道
A

敷地

地
人
他

a

b1
C1 C2

b2

物置

ポーチ ポーチ

物置

道路
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3−56	ごみ置場の道路斜線制限における
後退距離
		図のようなごみ置場でHが 1.2 ｍ以下、

L1が1.0ｍ以上かつ令第130条の12第一号に該
当するものの道路斜線制限における後退距離はどう
なるか。

	後退距離については、L2とする。
ただし、各特定行政庁によっては、ごみ置き場の
開放性の状況により、異なる場合もあるので、事前
に確認されたい。

3−57	機械式駐車装置の道路斜線の適用
及び後退距離
		図のような機械式駐車装置で高さ8ｍ以

下が計画された場合に道路斜線は適用されるのか。

	機械式駐車装置で高さ8m以下のものは、
工作物として扱われるため、道路斜線の適用を受け
ない。また、この場合、令第130条の12（道路斜
線制限の後退距離）についても、緩和の対象とし、後
退距離は機械式自動車車庫を含む距離とする。

3−58	曲線道路に接する敷地の間口率
		敷地が曲線道路に接する場合の間口率の算

定はどうなるか。

	図のような前面道路の場合、道路に接する
敷地の両端を直線で近似して取扱うことが考えられ
る。すなわち、間口率はａｂ／ＡＢとなる。

L2

立面図

軒
高
2
.3
ｍ
以
下

（
一
号
イ
）

(一号ハ)

▽
道
路
境
界
線

L1≧1.0ｍ

H
≦
1
.2
m（
六
号
）

配置図

△隣地境界線

▽隣地境界線

（一号ハ）

ごみ置場
床面積5㎡以下
（一号イ）

敷
地
の
前
面
道
路
に
接
す
る
部
分
の
水
平
長
さ
 ℓ

△
隣
地
境
界
線

建築物

△
道
路
境
界
線

L1≧1.0ｍ

L2

ℓ
×
1
/5
以
下

（
一
号
ロ
）

道
路

道路 建築物
機械式駐車装置
H≦8m

後退距離

敷地

路
道

a

b

A

B

図ー1

A

B

敷地

路
道

a

b

図ー2
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〈令130条の11〉建築物の敷地が2
以上の地域、地区又は区域にわたる場合
の法別表第3（は）欄に掲げる距離の適用
の特例

3−59	異なる用途地域にわたる場合の道
路斜線制限の適用距離（1）
		図のように商業地域と第1種住居地域にま

たがる場合の道路斜線制限の適用距離はどうなるか。

	令 130条の11で建築物の敷地が適用距
離の異なる2以上の地域又は区域にわたる場合は、
前面道路に面する方向の各断面内において、当該道
路に接する地域又は区域の適用距離が、前面道路に
接しない地域又は区域にも適用されることになって
おり、下図のようになる。

3−60	異なる用途地域にわたる場合の道
路斜線制限の適用距離（2）
		図のように商業地域と第1種住居地域に

またがる場合の道路斜線制限の適用距離はどうなる
か（道路幅員は12ｍ未満とする）。

	道路斜線制限の適用距離については下図の
ようになる。

Ａ−Ａ′断面
前面道路に接する商業地域は法別表第３より適用
距離L＝20ｍであるから、適用距離20ｍを超え
る範囲は斜線制限はない。
Ｂ−Ｂ′断面
前面道路に接する第1種住居地域は法別表第3
より適用距離Ｌ＝30ｍであるから、商業地域まで
斜線制限が及ぶ。

商業地域

第1種住居地域

路
道

敷地

当該敷地の許容容積率350％の場合
　　　　適用距離　　商業地域：20m
　　　　　　　　　　第1種住居地域：30m
　　　第1種住居地域内で商業地域の適用距離部分を示す

1.5/1

1.25/1

20m

道路

S S

S

道路

20m 

30m 

S

X′X

X－X′断面図

商業地域

第1種住居地域

AA ' BB '

路
道

基準容積率400％の場合

商業地域
L＝20m

第1種
住居地域
L＝30m

路
道

商業地域
L＝20m

第1種
住居地域
L＝30m

L＝30m

1.25
1

1.5

道路 道路
商業地域 第1種住居地域

AA ' B B'

L＝20m

1

1.25
1

1.5

1

L＝20m

L＝30m

商業地域第1種住居地域
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3−61	隣地斜線制限の後退距離
		隣地境界線からの建築物後退距離が相違す

る場合の後退距離の取り方はどうなるか。

	敷地単位で隣地境界線各辺ごとの最小距離
が後退距離となる。すなわち、隣地境界線ＡＢ：ℓ1、
ＢＣ：ℓ2、ＣＤ：ℓ4、となる。

3−62	高さ 20（31）ｍを超える部分の隣
地斜線制限の後退距離
		図のような場合の隣地斜線制限の後退距離

はどうなるか。

	隣地斜線制限は建築物の高さが住居系地域
で20ｍ、その他の地域で31ｍを超える部分が対
象となっており、図のような場合でＡ（ハッチの部
分）がないときはS2、ＡがあるときはS1 となる。

［法56条7項］建築物の各部分の高
さ（天空率）
付則　天空率Ｑ＆Ａをご参照下さい。

［法56条の2］日影による中高層の
建築物の高さの制限

3−63	日影規制の対象建築物
		建築計画を行う地域は商業地域であるが、

建築敷地の北側の用途地域が第1種低層住居専用
地域に指定されている日影規制対象建築物の範囲は
どうなるか。

	建築物の高さが10ｍを超える場合、法56
条の2・4項の規定により日影規制対象建築物とな
り、第1種低層住居専用地域の制限をうける。
なお、質問のように商業地域内に建築する場合、
軒高7ｍを超える又は地階を除く階数が3であっ
ても建築物の高さが10ｍ以下のときは日影規制対
象外となる。

3−64	日影規制の異なる対象区域の内外
にわたる場合の取扱い
		法 56条の2・4項について、同条2項と

の関連性はどうなるか。

	日影規制の対象区域外に高さ8mの建築物
Aと高さが10mを超える建築物Bがあるとする。
（下図参照）
建築物Aにより日影対象区域内に日影が生じて
いるが、建築物Bは日影対象区域に日影を生じさせ
ていないので、敷地全体としては、日影規制の対象
とならない。つまり、4項の適用に際しては、2項
とは連動させず、独立したものとして考える。

D C

BA

ℓ1

ℓ2

ℓ3

ℓ4

道路

建築物
線
界
境
地
隣

建築物

31m
or
20m

2.5
or
1.25

1

31m
or
20m

建築物

A

S1

S2
A

e

路

　
　
　道

Ｎ

8m

対象区域内

対象区域外

A B

B

12m
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3−65	日影図作成における真北
		日影規制対象建築物の日影図の作成で北

緯、東経並びに真北方向についてどのようにすれば
よいか。

	大阪府内では府条例69条で、対象区域及
び日影時間を指定している。太陽の位置及び日影の
方向については北緯35°太陽南中時の標準時間は
東経135°30′で計算してもよい。真北方向につい
ては現地で正確に真北を計測する必要がある。また、
日影図に測定方法、真北の測定日時等を記入しなけ
ればならない。
なお、特定行政庁により取扱いが異なるため、事
前に相談すること。

［法58条］高度地区

3−66	高度地区による制限
		高度地区による制限は府内の各特定行政庁

によって異なるのか。

	異なる。当該市町村に確認すること。

［法59条］高度利用地区

3−67	高度利用地区内建築物の確認の取
扱い
		最低限度の容積率が定められている高度利

用地区内で、建築物を2期に分けて計画し、最低限
度の容積率が全体計画では満足するが第1期部分
だけでは満たさない場合、第1期部分のみの確認申
請に対し確認されるか。また全体計画の申請につい
てはどうか。

	高度利用地区内で建築物を計画する場合、
高度利用地区に関する都市計画において定められた
内容に適合するものでなければならない。従って、
質問のケースについて、第１期部分のみの申請に対
し確認することはできない。
また、全体計画の申請については確認は可能であ
るが、全体が同時に完了し最低限度の容積率につい
て違法状態が生じないような計画をしておく必要が
ある。
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［法6条］建築物の建築等に関する申
請及び確認

4−1	 敷地が2以上の市域にまたがる場
合の申請
		敷地が特定行政庁が異なる2以上の市域に

またがる場合、確認申請及び取扱いはどのようにな
るのか。

	敷地が特定行政庁が異なる2以上の市域
にまたがる場合の取扱いは、法91条の規定に準じ
て敷地の過半が属する市域の特定行政庁が、当該建
築物及び当該敷地の全部について一括して取扱うこ
とを原則とし、関係特定行政庁の間で協議すること
としているので、計画にあたっては計画敷地の過半
が属する市域の特定行政庁を窓口として相談された
い。

［法59条の2］敷地内に広い空地を
有する建築物の容積率等の特例

4−2	 総合設計制度の許可
		総合設計制度の許可を受けるためには、国

土交通省の技術的助言「総合設計に係る許可準則」の
基準を満足していればよいのか。

	国土交通省の技術的助言は「総合設計制度
に係る許可に関する一般的な考え方を示すものであ
るので、建築計画の内容、敷地の位置、敷地の周囲
の土地利用の状況、都市施設の整備の状況等からこ
れらによることが必ずしも適当でないと認められる
場合においては、総合的な判断に基づいて適切に運
用すること」となっており、国土交通省の技術的助言
に定められている基準を満足しているだけでは、許
可されるとは限らない。個々の建築計画によって許
可条件が付加される場合があるので、計画にあたっ
ては当該特定行政庁に事前に相談されたい。
なお、特定行政庁によっては、国土交通省の技術
的助言の趣旨に基づいて、地域の特性等を勘案して
独自の基準を定めているところがある。

4−3	 準工業地域における共同住宅の総
合設計制度の適用
		準工業地域内にある工場跡地に共同住宅を

計画する場合、総合設計制度の適用を受けられるの
か。

	共同住宅について総合設計制度を「準工業
地域において適用する場合には、敷地周辺の土地利
用の現況及び土地利用の今後の方向を十分に把握
し」、「都市計画担当部局と意見の連絡調整を図るこ
と」となっており、現に工場が多く立地している地域
や、今後住宅地になることが予想されない地域等で
は、総合設計制度が適用されない場合もあるので、
事前に当該特定行政庁に相談されたい。

4−4	 総合設計制度の斜線制限緩和基準
における屋上部分等
		法56条の適用にあたっては、令2条1項

6号により「屋上部分の水平投影面積の合計が建築
面積の1/8以内で高さが12ｍ以下」であるもの及
び棟飾等の屋上突出物は高さに算入しないこととあ
るが、総合設計制度の斜線制限の緩和基準でも、そ
れら屋上部分等は透視投影面積に算入する対象とし
ないでよいか。

	総合設計制度の斜線制限の緩和基準におけ
る立面投影面積の対象に、屋上部分等は含まれる。
なお、工作物であっても、衛生上の観点から遮蔽
物とみなされるものについては、立面投影面積に算
入される場合もあるので注意を要する。
事前に特定行政庁に相談されたい。

4−5	 総合設計制度による建築物の増改築
		総合設計制度を活用して建築した建築物を

事後に増改築できるか。

	総合設計制度を活用して建築した建築物を
事後に増改築しようとする場合、改めて許可手続き
を必要とするが、既存部分を含めた増改築計画が許
可基準に適合していれば、原則として許可され増改
築できる。
ただし、従前の公開空地の維持等の許可条件を付
加される場合もあるので事前に特定行政庁に相談さ
れたい。
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［法86条］一の敷地とみなすこと等
による制限の緩和

4−6	 法 86条の認定区域内で建築する
場合の手続き
		公告されている法 86条 1項又は 2項の

認定区域内で一部の建築物を撤去して建て替える場
合、どのような手続きが必要か。また、区域の拡大・
縮小は可能か。

	認定区域を変えずに建て替えが行われる場
合、計画されている建築物の位置および構造が、既
に認定されている建築物の位置及び構造との位置関
係において、安全上、防火上及び衛生上支障がない
という特定行政庁の認定（法86条の2・1項）が必
要となる。
区域の拡大を伴う場合は、原則として法86条2

項の認定が必要であるが、この場合、従前の区域を
すべて含む場合に限られる。また、縮小については
従前の認定の取り消し（法86条の5）を行うと同時
に、新たに縮小した区域で建築するものについて法
86条2項の認定を行うことにより可能である。
事前に当該特定行政庁に相談されたい。

［法86条の7］既存の建築物に対す
る制限の緩和

4−7	 作業場の既存建築物に対する制限
の緩和
		既存の建築物に対する制限の緩和における

令137条の7の適用例として、

となり、それぞれ増築可能床面積は、40㎡・20㎡・
１台と考えられる。
ところが、令137条の7・3号に「適合しない用
途に供する建築物の部分の床面積の合計は」とある。
従って、第一種住居地域内では原動機を使用する工
場で作業場の床面積が 100㎡であった場合に、
100㎡− 50㎡→ 50㎡× 1.2 ＝ 60㎡となり、
増築可能床面積は10㎡とも考えられるが、どちら
が正しいのか。

	法 48条に適合しない既存建築物に対する
制限の緩和を受けられる増築可能床面積の算定に当
たっては、法48条に適合しない用途に供する建築
物の部分及び全体が基準になる。「適合しない用途に
供する建築物の部分」であって、「適合しない建築物
の部分」ではない。
よって、上記の適用例では、全体で床面積40㎡
の増築、作業場の部分で床面積20㎡の増築、及び
機械の１台の増設が可能である。

　既存（基準時の規模） 増築可能

1．延べ面積 200 ㎡ 200×1.2 ＝ 240 → 40 ㎡

2．作業場床面積 100 ㎡ 100×1.2 ＝ 120 → 20 ㎡

3．機械 5台 5×1.2 ＝ 6 → 1台
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4−8	 増築等を行う場合に既存部分と別
棟とみなす取扱い
		開放性のある渡り廊下で建築物を接続する

場合において、別棟とみなすことができるのか。

	用途上不可分の関係にある建築物で、下記
要件に該当するものは、それぞれを別棟とみなし
て（下図の場合棟数は３となる。）取扱うものとする。

①�開放性のある通路とは、外気に有効に開放され
ていることにより床面積の発生しない、かつ、
下図の空間を確保されたものであること。

②�通路部分は、通路以外の用途がないこと。
③�通路部分は原則平屋とする。
④�通路部分とその他の部分はエキスパンションジ
ョイント等により構造耐力的に独立しているこ
と。

⑤�通路部分の主要構造部が準耐火構造であるか又
は不燃材料で造られていること。

⑥�令第5章の避難規定については、各々の建物内
で完結していること。

なお、延焼のおそれのある部分の扱いについては、
下図の建築物１，２間の中心からとなる。（１－８参
照）

［法87条］用途の変更に対するこの
法律の準用

4−9	 用途変更の確認申請
		用途変更について、どのような場合に確認

申請が必要となるのか。

	下表のとおり。
既存の特殊建築物の用途に供する部分の床面積や
過去に用途変更した部分の床面積に関わらず、単一
の行為として今回用途変更を行う部分の床面積が
200㎡を超える特殊建築物となる場合（所定の類似
用途相互間の変更を除く）は、用途変更の確認申請が
必要となる。詳細については特定行政庁に相談され
たい。
なお、確認申請が不要であっても、用途変更に係
る建築物を法適合させる必要はある。

全体	
床面積

確認申請	
の要否

ケース1
既存の特殊建築物の用途部分の床面積が200㎡以下で
あり、用途変更する部分が床面積200㎡を超える特殊
建築物である場合

既存店舗面積＝190㎡

事務所→店舗
変更面積＝210㎡

400㎡ 必要

ケース2
既存の特殊建築物の用途部分の床面積が200㎡を超え
ており、用途変更する部分が床面積200㎡を超える特
殊建築物である場合

既存店舗面積＝210㎡

事務所→店舗
変更面積＝210㎡

420㎡ 必要

ケース3
既存の特殊建築物の用途部分の床面積が200㎡を超え
ており、用途変更する部分が床面積200㎡以下の特殊
建築物である場合

既存店舗面積＝210㎡

事務所→店舗
変更面積＝190㎡

400㎡ 不要

ケース4
既存の特殊建築物の用途部分の床面積が200㎡以下で
あり、用途変更することにより床面積の合計が200㎡
を超える特殊建築物となる場合

既存店舗面積＝190㎡

事務所→店舗
変更面積＝20㎡

210㎡ 不要

※表中の特殊建築物とは、法別表第1（い）欄に掲げる用途を示す。
※�用途変更する部分の床面積について、共用部（当該用途変更を行う部分
以外の用途においても使用される部分をいう。）である廊下、階段、機
械室等の床面積は原則不算入とする。

通路

W

L

建築物2建築物1

Ｗ：通路の幅員
Ｌ≧Ｗ

延焼のおそれのある中心線
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［法87条の4］建築設備への準用

4−10	4 号建築物にエレベーターを設置
する場合の確認申請
		法87条の4に昇降機（政令で指定する）を

法6条1項1号〜3号建築物に設置する場合は確
認を要するとあるが、法6条1項 4号建築物にエ
レベーターを設置する場合、確認は不要か。

	法 6条 1項 4号建築物にエレベーターを
設置する場合、規則1条の3第 4項に基づき、建
築確認申請書にエレベーターの設計図書を添付して
建築物と一括して確認を受けること。
既存の法6条1項 4号建築物にエレベーターを

設置する場合は、昇降路の増築又は建築物の改修が
必要となるため、特定行政庁に事前相談をすること。

4−11	法 87条の４の適用がないテーブ
ルタイプの小荷物専用昇降機を設
置する場合の確認申請
		テーブルタイプ（出し入れ口が床面から

50㎝以上）の小荷物専用昇降機を建築物に設ける
場合、確認申請は必要か。

	確認申請が必要な新築建築物に設ける場
合、規則1条の3第 4項に基づき、建築確認申請
書に昇降機の設計図書を添付し一括して確認を受け
ること。

［法91条］建築物の敷地が区域、地
域又は地区の内外にわたる場合の措置

4−12	建築物の敷地が2以上の地域、地
区等にわたる場合
		法91条により建築物の敷地が2以上の地

域、地区等にわたる場合の取扱いは、原則として敷
地の過半が属する地域、地区等の制限を全部の敷地
について適用されることとあるが、下図の場合にお
ける基準容積率はどうなるか。

	建築物の敷地が2以上の地域、地区等にわ
たる場合の基準容積率は、法91条の規定は適用さ
れず、法52条7項の規定により敷地面積の割合に
よる加重平均となる。よって、上図の場合は、（200
×2.0＋300×3.0）÷500＝2.6→260％と
なる。
なお、敷地が2以上の地域、地区等にわたる場合の
法上の取扱いについてまとめると下表のようになる。

幅12mの道路

敷 地 面 積　300㎡
指定容積率　300％

敷 地 面 積　200㎡
指定容積率　200％

規制の性格と適用方法

容積率
規制項目 規制の性格 原則 摘要

建蔽率
外壁後退
高さ制限
斜線制限
高度地区

日影規制

防火地域

法２２条区域
上記以外の地域・地区等
都市計画区域
用途地域
高度利用地区
採光
その他

準防火地域

（法５２条）
密度規制

形態規制

日影時間規制

防火規制

用途規制等

敷地面積の割合による
加重平均

敷地の各部分ごとの制
限

日影を生じさせる区域
の制限

建築物がある厳しい方
の制限

敷地の過半が属する地
域・地区等の制限

平均主義

部分主義

全部主義

過半主義

（法５３条）
（法５４条）
（法５５条）
（法５６条）
（法５８条）

（法５６条の２）

（法４１条の２）
（法４８条）
（法５９条）
（法２８条）

※なお、災害危険区域、地区計画等の条例で定める制限については、各
条例により定められた規制を適用する。
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［法92条］面積、高さ及び階数の算
定

〈令2条〉面積、高さ等の算定方法

4−13	敷地の一部が都市計画道路敷にか
かる場合の敷地面積
		都市計画道路敷にかかる敷地において、次

の場合、敷地面積として算入されるのか。
1.	 事業認可の告示があったもの。
2.	 2 年以内に事業執行予定の指定を受けたもの
（法42条1項4号の指定）。

	1 の場合で、都市計画道路事業が施行され
ると都市計画道路敷となる敷地部分は、都市計画法
65条により建築制限がかかることとなるので、当
該部分に建築しようとする場合は、知事（政令指定都
市等は市長）の許可を受けなければならないが、敷地
面積としては事業用地として買収されている場合を
除き、当該部分を算入してよい。
ただし、容積率の制限については法52条10項
により特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛
生上支障がないと認めて許可した建築物について
は、当該計画道路を前面道路とみなすことができ
る。その場合は、当該部分は敷地面積に算入できな
い。
また、道路斜線制限については、令131条の2
により指定するものについては、当該計画道路を前
面道路とみなす。
都市計画道路事業と調整が必要な場合もあるの
で、事前に特定行政庁に相談されたい。
2の場合は、敷地面積に算入できない。なお、当
該部分は法上の道路となり法44条の建築制限がか
かる。

4−14	敷地の一部が都市計画公園にかか
る場合の敷地面積
		敷地の一部が都市計画公園区域（①計画決

定、②事業決定）にかかる場合、敷地面積に算入でき
るか。

	都市計画公園の区域にかかる敷地の部分
は、都市計画決定後は都市計画法53条により、事
業認可の告示後は同法65条により建築制限がかか
ることとなるので、当該部分に建築しようとする場
合は、知事（政令指定都市等は市長）の許可を受けな
ければならないが、敷地面積としては事業用地とし
て買収されている場合を除き、当該部分を算入して
よい。

4−15	敷地に壁面線が指定されている場
合の敷地面積
		敷地に法46条による壁面線の指定がある

場合に壁面線と道路との間の敷地部分の面積は、敷
地面積に算入できるのか。

	法 46条による壁面線と道路との間の敷地
部分の面積は敷地面積に算入できる。
上図の例では、敷地面積 800㎡で、延べ面積
2,400㎡（＝800㎡×0.6×5m）の計画が可能と
なる。
ただし、法52条11項による容積制限の緩和を
受けられる場合には、壁面線と道路との間の敷地部
分の面積は、容積算定の際の敷地面積に算入するこ
とはできない。その場合は、敷地面積650㎡とな
り、延べ面積3,900㎡（＝ 650㎡×600％）の計
画が可能となる。

敷地

都市計画道路敷の敷地部分

現況道路幅員 都市計画道路幅員

前面道路

面積　150㎡

面積　650㎡

5m

5m

壁面線の指定位置

商業地域　
指定容積　600％
敷地面積　800㎡
前面道路　　  5m
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4−16	公共用歩廊、傘型又は壁を有しない
建築物の建築面積
		下図のような建築物（いずれも側壁はない）

の建築面積の考え方はどうなるか。

	上図（ア）〜（ウ）において、建築面積はａの
部分とする。
なお、平成5年告示1437号には該当しない場
合とする。

4−17	開放廊下、バルコニー等の建築面積
		片持ち構造の開放廊下、バルコニーの建築

面積の算定方法はどうなるか。

	建築面積の算定方法は、A2、B2、Cは壁
で囲まれた部分であるため、原則として算入する。
A1、B1は a、bとも1mを超える場合は、その端
から水平距離1m後退した線で囲まれた部分を算入
する。

4−18	開放廊下の反対側に階段がある場
合の建築面積、床面積
		図のように、開放廊下の一部が屋内階段、

屋外階段によって隠ぺいされる場合、その部分の建
築面積、床面積はどう扱えばよいか。

	図のハッチ部分が原則として建築面積、床
面積に算入される。
※�開放廊下のクロスハッチ部分の建築面積の算定
については、4−17を参照のこと。
※�開放廊下の床面積の算定については、付録「床
面積の算定方法について」の吹きさらしの廊下
を参照のこと。
※�屋外階段の定義については、2−70を参照の
こと。

（ア）

廊
歩
用
共
公

（イ）

型
傘

平面　立面

1m 1m

a

a

1m 1m

1m

a 1m
（ウ）

型
門
い
な
し
有
を
壁

平面　立面

1m 1m

1m 1m

立面 平面　

1m 1m

廊下A2壁 壁

バルコニーB2

廊下A1手すり

バルコニーB1

a
b手すり

手すり手すり
壁 壁

バルコニーC

住戸 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 住戸

住戸 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

開放廊下 （クロスハッチ）

屋内階段 屋外階段 屋外階段

開放廊下

屋内階段 屋外階段 屋外階段

（床面積）

（建築面積）

住戸
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4−19	隠ぺいされる開放廊下部分の床面積
		図−1のようにＥＶの増築によって、ある

いは図−2のように住戸の増築によって、開放廊下
の一部が隠ぺいされる場合、その部分の床面積は、
どう扱えばよいか。

	上図のように開放廊下部分を隠ぺいするよ
うな部分（斜線部分）が生じる場合、その隠ぺいされ
た部分は、既存部分であっても新たに床面積に算入
されることとなる。

4−20	バルコニー等の床面積の取扱い（1）
		下図の場合の斜線部の床面積の算定はどう

なるか。

	受水槽は建築設備であり建築物扱いとなる。
従って、L1 ≧ 2mの場合は、バルコニー、廊下の
開放性があると認められるので、床面積に算入する
必要はない。
L1 ＜ 2mの場合は、床面積に算入される。
ただし、aがHの1/2以上かつ1.1m以上ある
場合は算入されない。

4−21	バルコニー等の床面積の取扱い（2）
		バルコニーや開放廊下の下部に受水槽があ

る場合の床面積の取扱いはどうか。

	網掛けの部分には用途が発生するので、床
面積に算入し、容積対象となる。
駐輪場、駐車場等の用途がある場合も同様の扱い
とする。

4−22	容積算定にあたって床面積に算入
されない車庫等の範囲
		令 2条 1項4号及び3項により床面積の

合計の1/5を限度として法52条による容積制限
の緩和を受ける車庫等の用途に供する部分に、車庫
に附属する階段、工具庫、消防設備庫、カーリフト、
油圧室等も含まれるのか。

	令2条1項4号ただし書に「自動車車庫そ
の他の専ら自動車の停留又は駐車のための施設（誘
導車路、操車場所及び乗降場を含む）の用途」と定め
られており、誘導車路に該当するカーリフトは容積
制限の緩和を受けられる対象部分であるが、その他
は専ら「自動車の停留又は駐車のための施設」でない
から容積制限の緩和を受けられる対象部分ではな
い。

1,500

開放廊下

既存部分

EXP,J

増築部分

E.V開放廊下

図－2

図－1

1,500

1,500

既存部分

増築部分

〃 戸住戸住

住戸 住戸〃 〃

住戸

住戸

受水槽

H

a開放バルコニー
又は開放廊下

受水槽

B

L1

受水槽
槽
水
受
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4−23	すのこ
4 4 4

状床の下部を車庫に利用す
る場合の床面積等の算入
		柱で支えられたすのこ

4 4 4

状床の下部を自動車
車庫等に利用した場合、床面積等の取扱いはどうな
るのか。

	すのこ
4 4 4

状床の取扱いについては、防火、準
防火地域以外の区域では上部・下部の利用によって
下表のとおり取扱う。なお、防火、準防火地域につ
いては、下部の利用は認められない。また、当該す

4

のこ
4 4

部分は、不燃材料で造ることとし、当該部分が
建物と一体の場合は、上部・下部の利用にかかわら
ず法54条の壁面後退の対象とする。

4−24	階数に算入されない塔屋等の延べ面積
		延べ面積とは、令2条1項4号では「建築

物の各階の床面積の合計」となっているが、同項8
号によれば、昇降機塔、装飾塔、物見塔等の屋上部
分、地階の倉庫、機械室等で水平投影面積が、建築
面積の1/8以内の場合は、階数に算入しないので、
延べ面積にも入らないのではないか。

	令 2条 1項 8号は階数の算定に関わる規
定であるが、延べ面積の算定においては建築物とし
ての階は有するものであるから、延べ面積には算入
される。

4−25	床面積等の取扱い
		建築基準法による延べ面積とは各階床面積

の合計であり、床面積は柱又は壁に囲まれた部分の
水平投影面積であるが、容積算定における延べ面積
には開放廊下の部分の床面積は算入しなくてよいの
か。また、防火、避難条項に採用すべき床面積の算
定にあたっても同じ取扱いとしなくてはならないか。

	建設省建築指導課長通達（昭和61年 4月
30日）に基づき、開放廊下は幅2mまでの部分は床
面積に算入されない。なお、防火避難条項における
床面積についても原則として同じ取扱いになる。
防火、避難条項をはじめとして法における床面積
による規定については、同通達に基づいて算定した
床面積により、原則として同様に取扱うこととなる
が、例えば、令112条の規定による防火区画や令
126条の2の規定による防煙区画の適用にあたっ
ては、同通達により床面積に算入された部分であっ
ても、防火上、又は防煙上有効に開放された外部空
間とみなされる部分であれば各々の規定の適用につ
いては床面積に算入しなくてもよい場合がある。

すのこ状床

車庫

用
利
部
下
の
床
状
こ
の
す

し
な
用
利

り
あ
用
利

すのこ状床の上部利用

利用あり

○

○

×

×

×

×

利用なし

凡例 上段：
下段：
○…
×…

建 築 面 積
　床 面 積
算入される
算入されない

○

×
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4−26	小屋裏物置の取扱い
		小屋裏部分を利用した場合の取扱いはどう

なるか。

	住宅の小屋裏部分、天井裏部分等の余剰空
間を利用して設ける物置（以下「物置」という。）で、次
の各号に該当するものについては、建築基準法の規
定の適用にあたっては、階とみなさず、床面積も算
入しない。なお、計画にあたっては防火上、構造上
の安全性を確保すること。（平成12年告示1351
号参照）
（1）	�各階において、その階に出し入れ口がある物置

の水平投影面積の合計が、その階の床面積の2
分の1未満であること。また、下図のような場
合は、天井裏物置と床下物置の水平投影面積の
合計がその直下か直上の階の小さい方の床面積
の2分の1未満であること。

（2）	�物置の最高の内法高さは1.4m以下であるこ
と。なお、下図のような場合は、1階天井裏物
置と2階床下物置が一体の物置として内法高
さを適用する。

（3）	�物の出し入れのために利用するはしご等は、固
定式でないこと。ただし、一戸建ての住宅等に
設ける物置、又は床下物置で簡易なものはこの
限りでない。

（4）	�横から物を出し入れしないこと。ただし、一戸
建ての住宅等に設ける図－３のような物置、又
は図－４のようなロフトの場合を除く。（注1）

余剰空間を利用した物置として認められない事
例を下図に示すが、詳細は事前に各特定行政庁
に相談すること。

d2

S2

S1
b1 c2

a1

2階

1階

（a1＋b1）＜（S1×1／2）
（c2＋d2）＜（S2×1／2）
（b1＋c2）＜（S0×1／2）
　 1階床面積
　 2階床面積
　 S1とS2の小さい方の
 床面積
　 1階床下物置面積
　 1階天井裏物置面積
　 2階床下物置面積
　 物置面積

S1
S2
S0

a1
b1
c2
d2

図－1

2.1m以上

2.1m以上

： 
：
：

：
：
：
：

H≦1.4m2階床下物置
1階天井裏物置

1階

2階

図－2

 　　物置

図－3

ロフト

図－4

2.1m
以上

H≦1.4m

H≦1.4m

　

2FL

束立て

軒高

1FL

物置

物置の空間を作るために
束立てをしている場合

ルーフバルコニーから物置への出入口が
設けられている場合

図－5（注2）

図－8

1FL

2FL

ルーフバルコニー
物置

階段室

1FL

2FL

物置の空間を作るために
屋上部分を突出させている場合

図－6

物置

2階の床（1階の天井）をあげてスキ
ップフロアのような形態とする場合

図－9

3FL

2FL

1FL

2FL

1FL

屋根裏部屋

図－7

屋根裏部屋の一部で天井を低くし
横から物を出し入れする場合

物置

物置
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〈補足〉
（注1）
	� 2階の床を部分的に上げてスキップフロアのよ

うな形態とする場合、図－Aのとおり上下から
利用する収納であれば物置として扱う。

（注2）

左図のとおり物置の空間
を作るために 4方を束
立てしている場合は、余
剰空間を利用した物置と
して認められない。

ただし、図－Bのように屋根形状と平面形状によ
り、屋根勾配上の納まり上、部分的に4方束立てと
なる部分が生じた場合については、意図的に設けた
形態とは判断しない。

図－Cのとおり、ロフトの場合も同様に物置の空
間を作るために4方を束立てしている場合は、余剰
空間を利用した物置として認められない。
ただし、図－D、Eのように束立てではなく、柱

と梁で形成された計画の上部空間のロフト利用は、
建築計画により生じた余剰空間であり、意図的に設
けた形態とは判断しない。

なお、下図のような2階建の木造軸組工法の建築
物に物置を設置する場合、令46条による構造耐力
上必要な軸組等の計算は以下による。

1.	 必要軸組長の算定
2階及び1階について必要軸組長を算定するにあ
たり、平成12年告示1351号の規定により、各々
の床面積に a＝（h/2.1）Aを加算し求める。
（h：物置の内法高さの平均の値（m））

2.	 側端部分の検討
側端部分の検討にあたり、平成12年告示1352
号の規定により、L/4の範囲内の面積のみ対象とし
て求める。

物置

上下利用
図－A

2FL
2FL

A

H

1FL

Aは1.4m以下、Hは2.1m以上であること

2FL

束立て

軒高

1FL

物置

物置の空間を作るために
束立てをしている場合

物置 物置

軒高軒高

b

a

勾配

物置

2FL

1FL

2FL

1FL

図－B

束立て

a断面図 b断面図

ロフト ロフト ロフト

軒高
軒高 軒高

図－C 図－D 図－E

束立て

2FL

1FL

2FL

1FL

2FL

1FL

2階

物置
（階不算入）

高さh＝1.4ｍ
水平投影面積
A＝2階床面積の1/2未満

1階
2階平面図

物置A

木造建築物（軸組工法2階建）の計算例

図－10

物置
h1 h1、h2の平均高さ

hを採用h2

図－11

物置

L/4

L/4

2階平面図

側端部分A

図－12

※L/4の範囲内の面積Bのみ対象

Ｌ

1階平面図

側端部分A

側端部分B

BB
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4−27	屋外階段の取扱い
		下図のように耐火建築物の共同住宅におい

て、屋外階段と隣地境界線との離隔距離不足のため、
屋外階段が床面積に算入される場合、有効幅、防火
区画はどのように扱えばよいか。

	図示の階段については、隣地境界線からの
離隔距離の不足により床面積に算定されるが、有効
幅員、令112条の防火区画及び延焼のおそれのあ
る部分の防火戸の設置義務については、それぞれ屋
外階段として取扱って支障ない。
ただし、屋外避難階段とする場合は、外気に開放
された階段の部分が、その面する隣地境界線から
50㎝以上かつ、同一敷地内の他の建築物又は当該
建築物の部分から1m以上の距離を確保すること。

4−28	片流れ屋根等の軒高の算定
		片流れ屋根等の場合、軒の高さはどの位置

で算定すればよいのか。

	下図のとおり。
軒高さは地盤面（道路斜線の後退距離算定の特例
の場合は前面道路の路面の中心）から建築物の小屋
組又はこれに代わる横架材（枠組み壁工法の場合は
頭つなぎ）を支持する壁、軒げた又は柱の上端までの
高さによる。
片流れ屋根の場合は高いほうの値を建築物の軒高
さとするものとする。なお、屋根が小屋組みで形成
されているものは、それを支持する壁又は柱の上端
までとする。

 住戸  住戸

a

市街化区域→0.5m未満
市街化調整区域→1m未満

a：

a

a

 〃

梁天
梁天

軒げた（京呂）

片流れ（木造） 片流れ（木造）

振れ止め

束

火打材

RC造 片流れ（RC造） 鉄骨造

梁天

CB造

和小屋 和小屋 洋小屋

天井または梁

小屋梁
小屋梁小屋梁

鉄骨梁天

2F

1F

はなもや（折置）

屋根が小屋組みで形成されていない場合 屋根が小屋組みで形成されている場合

地盤面 地盤面

地盤面 地盤面

高
軒

高
軒

さ
高

さ
高

さ
高

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒
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4−29	ペントハウスの高さの算定
		図のようなペントハウスの場合、建築物の

高さに算入されるか。（当該部分の水平投影面積は、
建築面積の1/8以内、高さ12ｍ以下で、他に屋上
突出部分はない。）

	高さの算定においては、便所、倉庫等があ
る場合は、令2条1項6号ロの「階段室、昇降機塔、
装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物
の屋上部分」に該当しないので、高さに算入される。

4−30	屋上の設備機器の周囲に遮音壁を
設けた場合の高さの算定
		図のように屋上の設備機器の周辺に遮音壁

を設けた場合、建築物の高さに算入されるのか。

	遮音壁が建築物と一体の場合は原則高さに
算入されるが、構造的にも意匠的にも縁が切れてい
る工作物の場合は高さに算入しない。なお、縁が切
れている工作物の場合であっても、当該部分を法
56条の２の日影規制の対象として扱うことがある
ので、各特定行政庁に相談されたい。

4−31	鼻隠し部分の高さ
		下図の建築物の部分は、法56条の規定に

よる高さの制限対象の建築物の部分に該当するの
か。また、令2条1項6号ハに該当するのか。

	図の鼻隠し部分は、建築物の部分に該当し、
また、建築物の高さに算入されない令2条 1項 6
号ハの棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類
する屋上突出物に該当しないので、法56条の高さ
制限の対象となる。

梁天
梁天

軒げた（京呂）

片流れ（木造） 片流れ（木造）

振れ止め

束

火打材

RC造 片流れ（RC造） 鉄骨造

梁天

CB造

和小屋 和小屋 洋小屋

天井または梁

小屋梁
小屋梁小屋梁

鉄骨梁天

2F

1F

はなもや（折置）

屋根が小屋組みで形成されていない場合 屋根が小屋組みで形成されている場合

地盤面 地盤面

地盤面 地盤面

高
軒

高
軒

さ
高

さ
高

さ
高

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

高
軒

エレベーターシャフト

エレベーターホール

屋上

倉庫便所

屋　　上　

遮音壁
遮音壁
（鉄板等）

塔屋

平面図 断面図

機器

屋根 軒どい
鼻隠し
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4−32	屋上部分の倉庫等の階数
		令2条1項8号の階数の算定について、建

築物の屋上に倉庫（水平投影面積が建築面積の1/8
以内、ただし高さは12ｍ（又は5ｍ）を超える）を
設けた場合は階数に算入されるか。また、屋上突出
部分に小規模の洗濯室、雨天物干し場等でいずれも
その水平投影面積が建築面積の1/8以内のものは
どうか。

	建築物の各部分の高さの算定と階数の算定
とは別々の取扱いであり、建築物の屋上突出部分に
倉庫を設けた場合は、その水平投影面積が建築面積
の1/8以内であっても「昇降機塔、装飾塔、物見塔
その他これらに類するもの」に該当しないので階数
に算入される。倉庫で階数から除外していいものは
地階のみである。また、洗濯室、雨天物干し場も同
様に、その水平投影面積が建築面積の1/8以内であ
っても階数に算入される。
なお、昇降機塔等は、その水平投影面積が建築面
積の1/8以内であれば、高さ12ｍを超えた場合で
も階数に算入しない。

4−33	階数の算定
		図のように塔屋部分に屋上駐車場のための

エレベーターホールを設けた場合、階数に算入され
るか。ただし、塔屋部分の床面積は建築面積の1/8
以内とする。

	エレベーターホールの広さがエレベーター
シャフトの広さと同程度で、塔屋部分の床面積が建
築面積の1/8以内であれば階に算入しない。しか
し、エレベーターホールの広さがこれより広くなる
場合には、特定行政庁と事前に打ち合わせが必要で
ある。

4−34	中 2階の床面積、階数の取扱い
		下図のように、S造平屋建の工場等の一部

に中2階を設置し、構造的に自立させて、壁・床と
も EXP.J 的な納まりにした場合の階の取扱い、床
面積の取扱いはどうか。
また、階段、はしご、タラップの違い、及び壁の
有無で取扱いが異なるのか。

	壁の有無及び階段・はしご・タラップの違
いにかかわらず建築基準法上の階数は2となり、床
面積に算入される（面積及び高さの大小は関係ない）。

4−35	敷地に高低差がある場合の地盤面
の算定
		高低差が 3ｍを超えて傾斜している敷地

で地盤面を設定する場合、どのように設定すればよ
いか。

	令2条2項の地盤面の設定については、運
用上低い方から3ｍごとに平均地盤面を設定する
ものとして取扱う場合もあるので、各特定行政庁に
相談すること。

屋上駐車場

ホール EVEV

 自立柱

 1階

 物品庫

EXP.J

EXP.J
（壁・床）

中2階
 1
,4
0
0

 1
,4
0
0

EXP.J

自立柱

断面図

EXP.J
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4−36	地階の判定と地盤面領域の関係
		敷地の高低差が3mを超える場合、平均地

盤面が2つ以上出ることになるが、室又は居室が地
盤面境界領域にまたがる場合、それぞれの地盤高さ
と天井の関係によっては、1つの室で地階と地上階
に判定が分かれてしまうケースがあるが、どちらを
選択すればよいか。

	地階か否かの判断をする際には、その地盤
面について令2条 2項に定義される平均地盤面を
指すのではなく、3m以上の高低差があっても、原
則として建築物が周囲の地面と接する全体の平均に
より地盤面を求めることとする。

4−37	同一敷地内に複数棟建築物がある
場合の地盤面算定
		同一敷地内に複数の建築物がある場合の地

盤面の算定はどのようにすればよいか。

	同一敷地内に複数の建築物がある場合は、
法56条の2（日影による中高層の建築物の高さの
制限）の規定の場合を除き、個々の建築物について、
別々に地盤面を設定する。
同一敷地内に複数の建築物がある場合について
は、個々の建築物について平均地盤面を設定し、法
を適用する。
ただし、法56条の2の日影規制の際の地盤面の
設定については、同条2項にあるとおり、同一敷地
内のすべての建築物が地面と接する位置を平均し
て、敷地ごとに単一の平均地盤面を設定する。
（注）�日影規制の対象建築物に該当するかどうかを判

断する際の地盤面は、前段の平均地盤面による
ものとし、日影図作成の際の測定面の設定はた
だし書以降の平均地盤面によるものとする。

4−38	建築物が周囲の地面と接する位置
の取扱い
		下図において、建築物が周囲の地面と接す

る位置はどこか。

（1）	a 点。
	� ただし、1階の当該部分が地面に近接している
場合については、手すり壁等の位置 b点を「建
築物が周囲の地盤と接する位置」とみなす。

（2）	a 点。
（3）	a 点。
	� 上部外壁の位置を「建築物が周囲の地盤と接す
る位置」とみなす。

（4）	a 点。
	� 支柱とはねだし部分で造られている屋外階段等
は外壁の位置を「建築物が周囲の地盤と接する
位置」とみなす。

	� 上記以外は階段の外周に設けられた柱又は各階
に連続して囲まれた手すり壁等の位置を「建築
物が周囲の地盤と接する位置」とみなす。

（5）	①原則としてW＜2mの場合、a点。
	 ②原則としてW≧2mの場合、b点。
（6）	ａ点。

①地階

②地上階

室又は居室

平均地盤領域界

（1）バルコニー
　　開放廊下

a

W

建築物

建築物

建築物

（5）ドライエリア

b

a△

建築物

擁壁

（6）擁壁

a

はね出し

（2）ひさし

a

支柱

側面

（3）キャンティレバー

▽

▽

▽

▽

（4）屋外階段

a

a▽b▽
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［法93条］許可又は確認に関する消
防長等の同意等

4−39	大阪府における消防長等の事前同意
		法 93条では主事が消防長の同意を取るこ

ととあるが、大阪府では確認申請書の受付前に消防
の同意を必要としているのはどうしてか。

	大阪府で取扱う建築物の許可又は確認につ
いては、府条例76条8号により、事務処理の一部
を各市町村に委任しているところであり、事務手続
き上消防署が各市町村の機構内にあるので事務処理
の簡素化を図るために事前同意をお願いしている。

4−40	消防長の同意を要する住宅以外の
住宅
		下図1〜5の住宅について、消防長の同意

を要するか。

	防火・準防火地域以外の地域であることを
前提として、下記のとおり取扱う。
図−1〜図−5については、それぞれ「消防長の
同意は不要」とする。
ただし、図−1については、一戸建ての住宅に附
属する車庫であるということを要件としており、車
庫単独で新築する場合は、「消防長の同意を要する」
ことになるので注意を要する。

4−41	消防同意要、不要の建築物の同時申
請の扱い
		一戸建ての住宅で消防長等の同意を要しな

い建築物と同意を要する建築物とが別棟で同時に確
認申請を提出した場合、その確認申請書の消防同意
はどのようになるか。

	同意を要するもののみ同意を求める。なお、
確認の申請書が区別できないときは同意を要しない
部分についても消防長等に送付をし、同意を求める
こととなる。

〈その他〉

4−42	法改正及び告示の事前予知方法
		法改正及び告示前に、これらに関連する点

について行政指導を始めることがあるが、それを事
前に知る方法はないか。

	法改正及び告示の制定にあたっては、確認
申請の受付日がその施行前であっても確認処分がそ
の施行日以降となる場合には、新しく施行される法
令及び告示が適用されることとなるので、それに適
合するように事前指導を行う場合がある。
各特定行政庁は、建築主や設計者等の負担の軽減、
混乱の防止を図るため、設計者及び関係団体に対し
て講習会の実施等により周知に努めている。

4−43	自治事務化に伴う通達の取扱い
		地方自治法改正に伴う自治事務化により、

各種の通達の効力が失効したが、過去の通達はどう
取扱うのか。

	通達の効力は失効しているが、建築主事等
が判断する上での技術的な参考とする。なお、高層
建築物等における「防災計画書」については通達の趣
旨から必要と判断し、大阪府内建築行政連絡協議会
において要綱を定めて運用している。

住宅

附属車庫

附属車庫は
50㎡以下かつ
延べ面積の
1/2未満

図̶1 図̶2 図̶3

図̶5
図̶4

住宅
車庫

住宅

車庫は、50㎡以下かつ
延べ面積の1/2未満

住宅
住宅 車庫

住宅

住宅
住宅 店舗

店舗は
50㎡以下かつ
延べ面積の
1/2未満 住宅 離れ

住宅

防火・準防火地域以外の地域であること
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4−44	工作物の確認手数料
		同一敷地内で2ｍを超える擁壁の設置箇

所が2カ所にわかれている場合、工作物確認申請が
2件で、手数料も2件分必要か。
また、擁壁以外の工作物の件数などの取扱いはど

うか。

	擁壁については、構造が異なる場合及び確
認対象擁壁が連続していない場合、それぞれ1件と
して取扱うので2件分必要である。
鉄柱等は1本で1件とする。ただし、ゴルフ練習

場の鉄柱で、基礎、ネットなどで一体化している場
合は1件扱いとできる。
なお、令138条1項により指定された工作物の

確認申請は、法88条により法6条（3項を除く）の
規定が準用され、法6条1項 4号の建築物として
取扱い、規則3条の確認申請書の様式により、1件
について1申請書が必要である。また、確認申請手
数料については、特定行政庁の条例により定められ
ている金額が1件につき必要である。

4−45	特殊な形式の倉庫の取扱い
		ラック式倉庫の取扱いはどうなるか。

	ラック式倉庫とは、物品の出し入れを搬送
施設によって自動的に行い、通常、人の出入りが少
ないものをいう。
多層式倉庫については、ラック式倉庫と異なり、

内部で人が作業を行う場合が多いことから、作業可
能な部分を床とみなして、通常の倉庫同様に、建築
基準法を適用することが妥当と考えられる。
ラック式と多層式を複合した形式の倉庫について

は、ラック式倉庫と多層式倉庫の両方の取扱いを勘
案して、安全側で判断することとする。

○ラック式倉庫（立体自動倉庫）の取扱い
（1）	階数の算定について
	 当該部分の階は1とする。
（2）	床面積の合計の算定について
1.	� 法第3章（第5節を除く）の規定を適用する場合
の床面積の合計の算定については、当該部分の
高さ5mごとに床があるものとして算定する。

2.	� 前項以外の場合の当該部分の床面積の合計の算
定については、当該部分の階数を1として算定
する。

（3）	形態による構造制限
	� 本建築物の構造は、当該部分の高さ及び床面積
の合計（（2）の2の規定による）に応じて、次の
表による。ただし、軒高が10mを超えるもの
で、令109条の3・1号に該当する準耐火建
築物とするものにあっては、当該部分の外周に
配置される主要構造部である柱は、耐火構造と
しなければならない。

（4）	危険物の収納について
	� 当該部分に令116条の表に規定する数量以上
の危険物を収納するものは、耐火建築物又は準
耐火建築物としなければならない。

（5）	防火区画について
1.	� 令 112条1項及び３項から５項までの適用に
あっては、同条1項1号に掲げる建築物の部分
とする。

2.	� 当該部分の高さ15mを超えるものにあっては
令112条 10項の例により防火区画する。

3.	� 当該用途部分と他の用途部分は令112条 17
項の例により防火区画する。

（6）	開口部の防火措置について
	� 外壁に設ける開口部には、特定防火設備又は防
火設備を設ける。

（7）	避難施設等について
1.	� 当該部分には、原則として直通階段、避難階段、
特別避難階段、非常用の照明装置、非常用の進
入口及び非常用のエレベーターの設置は要しな
い。

2.	� 排煙設備については、当該部分が令126条の
2・1項 4号又は平成12年告示 1436号の
規定に適合する場合は設置を要しない。

（8）	構造計算のうち積載荷重について
1.	� 当該部分の積載荷重は、積載物の種類及び各棚
の充実率の実況に応じて計算する。

2.	� 各棚の充実率は、応力及び外力の種類に応じて、
次の表によることができる。

さ
高
の
分
部
該
当

）
m

　位
単
（

耐火建築物又は令109
条の3・1号に該当する
準耐火建築物

当該部分の床面積の合計（単位　m2）

1,500以上 1,000以上
1,500未満

500以上
1,000未満 500未満

－ 10未満

10以上15未満

15以上

耐火建築物又は
　　　　　　準耐火建築物

応力の種類 荷重及び外力につ
いて想定する状態

ラックの充実率
（単位％） 備考

長期の応力 常時 100 ─

短期の応力

積雪時 100 ─

暴風時 80
引抜等を検討する
場合は 50 としな
ければならない。

地震時 80 ─
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（9）	荷役運搬機械について
	� もっぱら荷役運搬の用に供する特殊な搬送設備

は、法2条 3号に該当する昇降機とはみなさ
ない。

（注）
1.	� （2）「床面積の合計の算定」の当該部分の床面積

とは、ラック部全体の床面積をさし、スタッカ
ークレーンの移動部分も含む。

2.	� （3）令 109の 3・1号でいう外壁は、自立す
るのが原則であるので鉄骨に耐火パネルを取り
付ける場合は外壁を支持する構造耐力上必要な
柱には耐火被覆を行わなければならない。

3.	� （5）3の「当該部分」には、原則として作業床部
分を含まない。すなわち物品保管スペースと作
業スペースがある場合には、原則として防火区
画しなければならない。

4−46	機械式駐車装置の高さ
		機械式駐車装置で、高さが8ｍ以下のもの

は、工作物として扱うとあるが、高さの算定はどの
ようにするのか。

	高さの算定は、設置面から当該装置の最高
部分とする。

〈各特定行政庁の細則〉

4−47	申請敷地とこれに接する道路又は
官公有地との境界線明示図書の建
築確認申請時の取扱い
		確認の申請書と同時に提出する図書のう

ち、各特定行政庁の細則の「建築物又は工作物の敷地
とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明ら
かでない場合その所有者又は管理者の証する明示図
書」の取扱いはどうなるか。

	確認申請に係る敷地が、道路又は官公有地
に接する場合で、その境界線が明らかでない場合は
原則として明示図書が必要である。ただし、その部
分の予想される境界線変更により、当該建築物が不
適法にならないと判断される場合は、現状の想定さ
れる境界線を明らかにした上で、明示図書を添付し
ないことも考えられるが、詳細については各特定行
政庁に相談されたい。

4−48	建築面積の敷地面積に対する割合
の緩和
		「間隔 25ｍ以下の2つの道路の間にある

敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に
接する——」の取扱いについて、下図のような敷地の
場合にどのようになるか。

	法53条3項2号の規定により、各特定行
政庁が細則により指定するものであり、各特定行政
庁の細則に適合しておれば緩和される。
原則として、「間隔25ｍ以下の2つの道路の間
にある敷地部分が、敷地全周の4分の1以上でそれ
らの道路に接する場合」と扱い、これに該当する全敷
地を緩和の対象としている。

高さ

設置面

（例）

道路に接する部分
（敷地全周の4分の1以上）
申請敷地

緩和範囲　全敷地緩和

道路

道路

25m25m

（具体例）
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［法28条の2］居室内における化学
物質の発散に対する衛生上の措置

5−1	 告示対象建材
		自然素材（ムク材等）でつくる住宅の場合、建材

の認定などがないと思われるが、どのようにすればよいか。
また、規制外扱いになるのか。

	全ての建築材料を告示対象外であるムク材等の
自然素材で建築する場合は、内装制限の規制はかからない
が、換気設備は必要になる。

5−2	 輸入建材の取扱い
		外国の基準に適合している材料は使用できるの

か。

	輸入製品についても、告示対象建築材料である
ものを内装の仕上げ等に用いる場合は、国内のものと同様
にJIS、JASまたは国土交通大臣の認定を取得する必要が
ある。

5−3	 造り付け家具
		以下の例の造り付け家具は、シックハウス規制

の対象になるのか。
・�壁面に一体として造られた工場製作のフィッティング
ルーム
・壁面に一体として造られた工場製作の木製ソファー
・�壁面に一体として造られた工場製作の木製陳列棚、木製
パネル
また、造り付け家具以外の家具を固定した場合は、シッ
クハウス規制の対象になるのか。

	例にあるような造り付け家具は規制の対象とな
る。
また、造り付け家具以外の家具（二次加工品）は規制の対
象とならない。

5−4 	 天井裏等（1）
		内装仕上げと天井裏等の区分はどのように考え

ればよいか。

	内装仕上げと天井裏等の区分については下図に
よる。

5−5	 天井裏等（2）
		換気計画上一体として考えている居室間、あるい

は居室・非居室間の天井裏等（例えば間仕切壁）も規制対象
となるか。

	換気計画上一体として考えている空間に面する
間仕切壁は天井裏等に該当し、規制の対象となる。

5−6	 天井裏等（3）
		居室に面する押入、造り付け家具の内側、床下収

納庫の内側は、当該部分を換気の経路としない場合、天井
裏等の扱いとなるが、これらの部分に第2種ホルムアルデ
ヒド発散材料を使用することは可能か。

	当該部分に第2種ホルムアルデヒド発散材料を
使用する場合には、気密層を設けるか、または換気設備を
設ける必要があるが、事実上は不可能なため、規制対象外
または第3種ホルムアルデヒド発散材料を使用する必要
がある。

　　

基本ルール
１）内層の仕上げ及び天井裏に非透過性を使用す
ればその内側の材料・接着剤は規制を受けない。

2）上記間仕切壁断面図で、内装の仕上げに該当し
た合板①は天井裏部分にも該当する。

間 仕 切 壁 断 面 図

床 組 断 面 図

捨て張合板 （第3種）

天井裏（合板）

内装仕上げの対象範囲

内装仕上げの対象範囲
内装仕上げの対象範囲

天井裏等の対象範囲 天井裏等の対象範囲

内装仕上げの対象範囲

この部分規制対象外

この部分規制対象外
この部分規制対象外

天井裏

接着剤 （第1種）
合板 （Ｆ☆☆☆☆）

合板 （Ｆ☆☆☆☆）①

接着剤 （Ｆ☆☆☆☆）

接着剤 （Ｆ☆☆☆☆）

壁紙 （Ｆ☆☆☆☆）

壁紙 （Ｆ☆☆☆☆）

下地合板 （第1種）
接着剤  （第1種）
フローリング （Ｆ☆☆☆☆）

捨て張合板 （Ｆ☆☆☆）
接着剤  （第1種）

捨て張合板 （Ｆ☆☆☆）
接着剤 （第1種）
下地合板 （Ｆ☆☆☆☆）
接着剤 （Ｆ☆☆☆☆）
カーペット等 （規制対象外）
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5−7	 天井裏等（4）
		規制対象の材料を使用した保温材料は、天井裏等

の対応が必要であるが、配管に巻きつけた保温材料は、軸
材とはみなされないのか。

	軸材とみなせない。

5−8	 規制対象空間（1）
		全般換気の空間に面するエレベーターの場合、建

具の通気性及び空間の扱いはどうなるか。

	エレベーターの昇降路は、エレベーターへの乗
場戸が遮煙性能を有する場合は規制対象外空間となるが、
遮煙性能を有しない場合は天井裏等となる。

5−9	 規制対象空間（2）
		住宅の廊下は、ドア等で居室のエリアが区画され

ている場合も換気が必要か。また共同住宅の各階エレベー
ターホール、廊下等も換気が必要か。

	全般換気の換気経路としない廊下で、廊下に面
する建具が換気ガラリ等の通気が確保されている建具を用
いない場合は、廊下に換気設備の必要はない。共同住宅の
玄関ドアに換気ガラリ等の通気が確保されている建具を用
いない場合は、共同住宅のエレベーター各階ホール等廊下
に換気設備は必要ない。

5−10	規制対象空間（3）
		居室内のロフト部分も面積（気積面積）として含

むのか。また家全体の換気システム適用の場合は吹き抜け
部分についてはどう対応するのか。

	居室に開放されたロフトについては、気積及び
使用材料面積の対象に含まれる。吹き抜け部分についても
同様に気積及び使用材料面積の対象として換気計画等が必
要である。また、家全体の換気システムについては気流等
について妥当かどうか検討する。

5−11	通気確保の建具（1）
		戸ぶすま・ガラス障子は全般換気のための通気性

が確保される建具に該当するか。一般のふすま・和紙障子
はどうか。

	折れ戸、片引き戸、片引きのふすま及び片引きの
障子は、換気計画の意図により換気計画上一体または分離
のどちらでも扱える。また、引違い戸、引違いのふすま及
び引違いの障子は、周囲に十分な隙間が存在するため換気
計画上一体として扱う。

5−12	通気確保の建具（2）
		開き戸について、扉の下部がイ、ロ、ハの場合、

全般換気のための通気が確保される建具に該当するか。

	イ及びロは通気が確保される建具に該当する。ハ
は該当しない。

〈平面〉

〈断面〉 ロイ ハ

アンダーカット
1㎝

すき間　1㎝
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5−13	通気確保の建具（3）
		建具の隙間が3方にある場合、通気性のある建具

とみなしてよいか。

	その隙間が100〜 150㎠程度ある場合は、通
気性のある建具とみなしてよい。

5−14	内装仕上げ（1）
		下図の場合、ビニルクロスがF☆☆☆、合板がF

☆☆以上の場合、使用面積は発散量の多い合板のみか。そ
れともビニルクロス、合板の両方か。

	内装の仕上げの範囲はビニルクロス（接着剤を含
む）と石こうボードである。ただし石こうボードは告示対象
外材料である。なお、合板は天井裏等に該当する。

5−15	内装仕上げ（2）
		「ボード類に透過性の材料（壁紙・カーペット等）

を貼った場合には、そのボード類についても「仕上げ材」と
して規制の対象に含まれる。」ということだが、例えば壁で
第3種合板を下地に張り、その上に第3種の壁クロスを第
3種の接着剤で貼って仕上げる場合には、下地の第3種合
板の面積と第3種接着剤の面積と表面仕上げの第3種壁
クロスを合計した面積が、規制の対象になるということか。

	透過性の建材が貼られたボードの種別（等級）は、
透過性の建材などボード部分に使用された建材のうち、最
も種別（等級）が下位のものの種別（等級）となる。また、面
積算定は、当該建材が使用された内装の仕上げの部分の見
付面積が当該建材の使用面積となる。

5−16	内装仕上げ（3）
		内装の仕上げ材に用いる軸材で、軸材の露出して

いる部分の面積が、室内に面する面積の1／10を超える場
合は、面的な部分とみなして規制対象とするとなっている
が、この場合の室内に面する部分は、各面毎に算定するのか。

	壁面毎の算定ではなく、部屋の壁面の合計で算定
すればよい。なお、天井は天井面（1面）で算定する。

5−17	内装仕上げ（4）
		内装の仕上げ材に用いる軸材で、軸材の露出して

いる部分の面積が、室内に面する面積の1／10を超える
場合は面的な部分とみなして規制対象とするとなってい
る。この場合室内に面する部分の面積の取り方で、1面全
てがアルミサッシの場合、この面は壁面積に含むのか。

	壁面積に含む。

5−18	内装仕上げ（5）
		居室の内装仕上げ材に、第1種ホルムアルデヒド

発散材料は使用不可能であるが、換気経路となっていない
玄関、廊下、便所等には使用することができるのか。また、
同様に天井裏等については使用できるのか。

	換気経路となっていない玄関、廊下、便所等に
は、ホルムアルデヒド発散材料の使用制限はないので、使
用可能である。また天井裏等についても使用可能であるが、
その場合には気密層、通気止めで天井裏等を区画するか、
天井裏等に換気設備を設け天井裏等を居室より負圧に保つ
必要がある。

5−19	内装仕上げ（6）
		ドアや障子などの開口部がある場合の計算は、そ

の開口面積を含んだ壁の面積に対して、1／10以下であ
れば軸材とみなしてよいか。

	アルミサッシと同様にドアや障子等も壁面積に
含む。但し、ドア・障子等の部分は面材であるため、ドア・
障子等の部分の面積が壁面積の1／10以下であっても、
内装制限の対象となる。

5−20	内装仕上げ（7）
		壁面腰下（H＝1200以下）に貼られた床用塩ビ

シートは規制対象か。

	床用塩ビシートは告示対象外で、シックハウス
の規制を受けない。
なお、接着剤については、規制の対象となる。

5−21	内装仕上げ（8）
		居室内に置かれた設備機器などの金属製BOXを

現場で塗り替えた場合は規制対象か。

	部分的な補修以外は規制の対象となる。

合板

ビニルクロス

石こうボード
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5−22	天井裏等の換気による処置
		天井裏等の措置として換気設備を設置する場合、

換気量の規定はあるのか。

	告示 274号 1・3号には、天井裏等の対策（天
井内等の汚染物質を居室内に入れないようにするための対
策）として、居室の空気圧を天井裏等の部分より高くする
（正圧にする）こととある。そのための一つの方法として天
井裏等の機械換気（排気）が挙げられるが、その換気量に関
する法的な数値基準は定められていない。

5−23	換気設備（1）
		事務所等の居室でも24時間換気設備を作動させ

る必要があるのか。

	事務所等の使用時間帯が限定される居室につい
ては、人の不在時には、換気装置を停止する運用も考えら
れるが、この場合にはホルムアルデヒド濃度を短時間で低
減できるよう空気を入れ替える措置が必要である。

5−24	換気設備（2）
		住宅等で外気に開放する給気口と排気口は、

ショートサーキットが生じない構造とあるが、具体的にど
れだけの離隔距離をとればよいか。

	
（1）	�第 3種換気設備（第2種換気設備を含む）の場合
	� 外気に開放する給気口と排気口（ダクト換気方式）の場
合、離隔距離は有効450㎜とすることが望ましい。

	� なお、垂直方向の離隔距離も同一とするが、この場合
は排気口は、給気口の上部に設けること。

（2）	第 1種換気設備の場合
	� 原則として第 3種換気設備と同一とするが、給気口
と排気口がきわめて近接している場合でも、セパレー
ター等で適切に区画されていれば、離隔距離は問わな
い。

（3）	共通事項
	� 隣接建築物または隣接住戸の給気口と排気口との離隔
距離は、2,000㎜以上とするのが望ましい。

5−25	換気設備（3）
		住宅等の居室で機械換気設備の設置（継続的運転）

が義務付けられているが、冬季暖房時に省エネルギーへの
配慮から、自然換気の換気量を見込んだ運用が許容される
か。（強、中、弱の3モード運転）

	見込んでも構わない。ただし、機械換気設備に
よる換気と自然換気（漏気を含む）による換気とを合わせ
て、必要有効換気量（住宅等の居室では換気回数0.5 回／
h以上、その他の居室では0.3 回／ h以上）以上の有効換
気量を確保することが必要である。

5−26	換気設備（4）
		中央管理方式の空調設備の有効換気量計算式V

＝20Af／Nとシックハウス有効換気量計算式Vr＝10
（E＋0.02nA）が規定されているが、規制対象外建材の場
合はVまたはVr 計算式いずれでもよいか。

	シックハウス用の換気設備と、従来からある基準
の居室の換気設備を兼用することは可能であるので、両者
を兼用する場合には、従来からある基準による有効換気量
Vとシックハウス用の有効換気量Vr で、どちらか大きく
なる方の数値を採用すればよい。なお、中央管理方式の空
調設備におけるシックハウス用の有効換気量Vr は、Vr＝
10（E＋ 0.02nA）の式で算出するが、内装材に使用制限
を加える場合には、通常の機械換気設備におけるシックハ
ウス用の有効換気量の計算式Vr＝nAhを使用することが
できる。

5−27	換気設備（5）
		壁掛形の給排気ファンのようなシステムはショー

トサーキットしないと判断できるか。

	質問の換気扇は、給気口と排気口が極端に近接し
ていることから、ショートサーキットを引き起こすことが
想定される。しかし各換気扇メーカーでは、そうしたショ
ートサーキットや換気装置内における給・排気間の漏気に
よる新鮮空気の減少分を考慮した換気量の数値（有効換気
量）を示している。したがってシックハウス用の換気風量
は、5−27の有効換気量で判断することになる。
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5−28	換気設備（6）
		個別空調等、中央管理方式をとらない空調を設置

した居室、建築物（特定建築物）は適用されるか。

	個別空調等の居室について、住宅等の居室の場合
は0.5回／時以上、その他の居室であれば、0.3回／時以
上の能力を有する換気設備が必要であるが、質問の空調設
備が、先に述べた能力を有する換気設備であり、かつ令第
129条の 2の 6並びに告示273号及び告示274号に
該当する構造の場合は、新たな換気設備は必要ない。ただ
し、内装の仕上げ等の制限の規定は受けることになる。

5−29	換気設備（7）
		24時間対応型（メーカーカタログ）でない局所換

気設備を、スイッチへの注意書きをすることで常時運転で
使用することは可能か。

	使用することは可能である。
ホルムアルデヒド対策のための換気設備は常時運転でき
るものとしなければならない。このため、換気システムの
スイッチは容易に停止されないとすることが望ましい。
特に住宅の場合は、居住者が常時換気設備を適切に作動
させるよう、スイッチに工夫を行うことが望ましい。
その際、生活上の利便性、快適性を確保するため、短時
間作動レベルを低減又は停止させ、その後自動復帰する機
能等を有するスイッチとすることもできる。
例として
・常時運転を指示する注意書きの貼り付けのあるもの。
・切りボタンにカバーを設けたもの。
・長押しで作動する構造の切りスイッチ

5−30	換気設備（8）
		換気スイッチは容易に停止されないものとなって

いるが、24時間使用しない学校建築でも注意書き等の対
策が必要か。

	シックハウス用の換気設備においては、使用者が
不用意に換気装置を止めることがないように配慮すること
が必要である。そのためには換気装置のスイッチに対して、
使用者がシックハウス用の換気設備に係るスイッチである
ことを容易に認識できるような対策が必要である。

5−31	換気設備（9）
		換気設備のスイッチについて、1系統ごとに1

つのスイッチがある場合、各換気扇（給気用も排気用も）ご
とに個別にスイッチを設けてもよいか。スイッチはシック
ハウスに適合したものとする。

	スイッチの設置方法としてはどちらでも構わな
い。

5−32	換気設備（10）
		換気設備報告書（シックハウス用）において、給排

気口の状態の項目で「開口部（大きさ）の確認」とあるが具体
的な数値として決まっている大きさもしくは1つの給気
口が受け持つことができる風速（m／s）等があるのか。

	建築基準法上は給気口の大きさについて具体的
な基準は設けていないが、いわゆる第3種換気システムの
場合には排気機による換気に支障が生じないよう給気口を
設けることが必要である。

5−33	確認（1）
		建具の面積計算において、「モジュール」で算定せ

ず「実測寸法」で算定してもよいか。また、計算した数値の
端数処理はどのようにすればよいか。

	実測寸法での計算も可能である。また、端数処
理は小数点第3位以下を切り捨てること。

5−34	確認（2）
		内装材をすべてホルムアルデヒド規制対象外の

材料とした場合、使用建築材料表の提出は不要か。

	必要である。また、内装材が規制対象外である
ことを示す根拠となる内装仕上げ表（下地材、接着剤、表層
材の区別が確認できる材料表）も審査時に提出すること。
なお、この書類については中間検査、完了検査の時にも、
確認上必ず提出を求めることになる。

5−35	確認（3）
		使用材料で JIS・JASの規格品の証明書は確認

申請時に必要か。

	ホルムアルデヒドの発散等級（第何種か）を記入
すればよく、証明書は不要である。また、検査時にはその
材料のホルムアルデヒド発散等級の証明が必要となるた
め、写真、納品伝票、メーカーの証明等又は大臣認定を受
けた材料を使用する場合は認定書の写しが必要となる。
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5−36	検査（1）
		接着剤の等級の確認方法はあるのか。

	現場で施工した材料の等級が分かる写真等で確
認する。

5−37	検査（2）
		換気設備機器の性能等によって風量の結果とする

ことはできないか。

	シックハウス対策における換気設備の報告につ
いては、原則として風量測定結果を求めているが、直接外
気に開放された給気口または排気口に換気設備を設ける場
合には、換気設備機器の性能データ等で、風量測定に替え
ることができる。また、ダクト方式の換気設備では、圧力
損失計算書と現場の施工写真および換気設備機器の性能デ
ータで、風量測定に替えることができる。

5−38	検査（3）
		完了検査時の風量測定は、第3者機関による測定

が必要なのか。施工メーカーによる測定でも構わないのか。

	工事監理者が確認したものであれば、いずれでも
可である。なお、測定方法は JISA1431による方法また
は市販されている風量測定器による方法が考えられる。

5−39	検査（4）
		検査時に、建築材料の取り付け工事完了時の主

要な部分毎の建築材料種別がわかる写真を提出することに
なっているが、どの程度の写真が必要か。

	例えば、木造2階建ての住宅の場合、1階の一
室、2階の一室の床、壁、天井の建築材料の下地及び仕上
げの種別が分かる写真を求める。

5−40	検査（5）
		検査時には、大臣認定を受けた材料は認定書の写

しを添付することになっているが、（財）日本建築センター
のホームページにあるシックハウス対策マニュアル講習会
の質問と回答（国土交通省が回答）では、「住宅部品表示ガイ
ドライン」に基づいた表示をする場合は大臣認定書等の添
付は不要となっている。これにより大臣認定書等の添付は
不要と考えるがいかがか。

「住宅部品表示ガイドライン」に基づく表示とす
る場合は認定書の添付は不要。

5−41	検査（6）
		提出書類中の「写真」の位置付けについて、写真で

種別の確認ができない場合は納品伝票を提出とある。納品
伝票、出荷証明等は検査時に材料等級を証明するための書
類で提出書類ではないと理解していたが、写真により等級
を証明する必要があるということか。あるいは材料の種別
（例：壁紙なのか合板なのかの区別）を行うための手段なの
か。

	規制対象材料である発散等級を確認するために
写真を求めている。写真で確認できない場合にこれに変わ
る資料として納品書や出荷証明等を求めている。

5−42	検査（7）
		住戸タイプ数が多い共同住宅の場合、共通で使用

する材料（例：クロス、フローリングなど）は代表的な写真
を集約して提出することでよいか。すべての住戸タイプご
とに写真の提出が必要か。

	共同住宅については、原則各階において居室の
写真を求めるものとする。

5−43	検査（8）
		写真での種別の確認は梱包の F☆☆☆☆表示や

品番でよいか。（大臣認定を取得するまでの生産品にはF☆
☆☆☆表示ができなかった。品番が判明すればカタログ等
より種別を確認することができる。）

	検査時の提出書類として、内装仕上げに使う建材
の取り付け工事の終了時点で壁、床及び天井その他の内装
の仕上げの主要な部分ごとに建築材料の種別が判断できる
写真を添付すること。写真で種別の確認ができないものに
ついては、納品伝票を添付すること。また、国土交通大臣
の認定を受ける前に生産されたユニット製品であっても、
その後認定を取得した製品と同じ規格・仕様等のものであ
ることを製造者が証明する場合は、認定を取得した製品と
同様の扱いとする。
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5−44	検査（9）
		検査時に大臣認定書の写しを添付となっている

が、工事業者が認定書をメーカーから入手するのは困難で
ある。よって、住宅部品ガイドラインに則った表示を商品
ごとにまとめた一覧表を代用してもよいか。

	大臣認定を受けた材料を使用する場合は、検査
時に認定書の写しを添付すること。また住宅部品、設備機
器、建具、収納など複数の建材を工場で組み立てたユニッ
ト製品については、完成品の等級を記載する場合の方法が
示された住宅部品表示ガイドラインが4団体（日本住宅設
備システム協会、日本建材産業協会、リビングアメニティ
協会、キッチン・バス工業会）より示されており、このガイ
ドラインに基づいた表示を検査時に確認できればよい。

5−45	増改築等（1）
		既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替

えを行う場合、既存部分全てにシックハウスの規定は適用
されるか。

	法 86条の７・３項の規定により、大規模の修繕
又は大規模の模様替えをする部分以外は適用されないが、
シックハウスの規定は居室単位で適用されるため、既存部
分と一体的に換気を行う場合は、一体的に換気を行う空間
を一の居室とみなして規制が適用されることとなる。

5−46	増改築等（2）
		既存遡及の考え方で用途変更は対象外との事で

あるが、その根拠はどこにあるのか。

	用途変更の既存遡及に関する適用条文は、法87
条3項であるが、法28条の2（シックハウス）は準用規定
になっていないため適用外となる。

5−47	増改築等（3）
		増築時に持ち込み家具を制限すれば、機械換気設

備を省略することはできるか。

	増築に関する取扱いは、家具等の制限に関係な
く適用される。

［法56条7項］建築物の各部分の高
さ（天空率）

6−1	 天空率の算定関係（1）
		天空率は、必ず正射影方式により算定しなけれ

ばならないのか。

	令 135条の5におけるAbの定義に「想定半球
に投影した投影面の水平投影面積」とあるとおり、正射影方
式により算定しなければならない。

6−2	 天空率の算定関係（2）
		計画建築物の天空率を算定する場合、当該建築物

に附属する自動車車庫、受水槽、門・塀も含めて算定する
のか。

	同一敷地内に複数建築物がある場合には、すべ
ての建築物を一の建築物として取扱う。従って、同一敷地
内の建築物である自動車車庫、受水槽、門・塀（網状その他
これに類する形状の塀を含む）は、計画建築物と合わせて一
の建築物として、天空率を算定する。

6−3	 天空率の算定関係（3）
		敷地内に令130条の12に該当するものがある

場合、計画建築物の天空率は、これらを含めて算定するの
か。

	敷地内に令130条の12に該当するものがある
場合には、それらと計画建築物を一の建築物として天空率
を算定する。

6−4	 天空率の算定関係（4）
		階段室等も計画建築物に含めて天空率を算定す

るとのことだが、屋上の手すりも計画建築物に含めるのか。

	計画建築物に含めて天空率を算定する。
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6−5	 天空率の算定関係（5）
		天空率の算定位置が敷地の地盤面より低い場合、

道路高さ制限の適合建築物及び計画建築物の地盤面下の部
分については、それぞれ図の部分を含んで天空率を算定す
るのか。

	それぞれ図の部分を含んで天空率を算定する。

6−6	 天空率の算定関係（6）
		天空率算定上、工作物の扱いはどうなるのか。

	法56条は建築物に関する制限であり、工作物は
制限されない。

6−7	 高さ制限適合建築物関係（1）
		高さ制限適合建築物の想定にあたり、日影制限等

を考慮するのか。

	高さ制限適合建築物は、日影規制等他の形態制
限を考慮せずに想定する。

6−8	 高さ制限適合建築物関係（2）
		道路高さ制限適合建築物を想定することができ

る範囲はどうなるのか。

	道路高さ制限適合建築物は、その後退距離が計
画建築物の後退距離以内、かつ、道路高さ制限の適用距離
以内となる範囲で想定することができる。

6−9	 高さ制限適合建築物関係（3）
		道路高さ制限適合建築物の屋上突出物は、マシン

ルームレスエレベーターのオーバーヘッド部分も除いてよ
いのか。

	通常の道路斜線制限で建築物の高さに算入され
ないものであれば、当該部分については天空率の算定の対
象とならない。ただし、計画建築物については天空率算定
の対象となる。

6−10	高さ制限適合建築物関係（4）
		建築物の敷地が制限勾配の異なる地域等にわた

る場合、道路側に制限勾配の大きい地域、その奥に制限勾
配の小さい地域があるケースでも、区域区分して天空率を
算定・比較するのか。

	設問の場合であっても、区域ごとに建築物を分け
て天空率を算定・比較する。

6−11	高さ制限適合建築物関係（5）
		ある前面道路、隣地境界線について高さ制限適合

建築物を想定する場合、他の前面道路、隣地境界線からの
斜線制限を考慮するのか。

	ある前面道路、隣地境界線について高さ制限適
合建築物を想定する場合、他の前面道路、隣地境界線から
の斜線制限は考慮しない。

6−12	算定位置関係（1）
		前面道路がいわゆる2項道路の場合、天空率の算

定位置は、現況の道路の反対側の境界線上に配置するのか。

	2 項道路の場合には、法42条 2項によりみな
される境界線上に天空率の算定位置を配置する。

道路境界線

天空率算定位置

計画建築物

適用距離
ℓ

ℓ ℓ

L
L

道路高さ
制限適合
建築物

道路高さ制限
適合建築物

セットバック
により確保
された空間

天空率の
算定位置

ℓ

計画建築物

計画建築物

適用距離

1

1.5

1.25

1
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6−13	算定位置関係（2）
		下図について、算定位置が重なっている部分があ

るが、これらの算定位置は重複して配置する必要があるのか。

	建築物の敷地が隣地制限勾配が異なる地域等に
わたる場合には、建築物の敷地を隣地制限勾配が異なる地
域等ごとの部分に分け、当該部分について算定位置を配置
することとしており、下図のように重ねて配置することと
なる。

6−14	特殊なケースの取扱い（1）
		道路高さ制限は法56条 7項により適用除外と

し、隣地高さ制限は通常の制限を適用することはできるか。
また、一部の前面道路や隣地境界線についてのみ斜線制
限を適用除外とすることはできるか。

	道路高さ制限は法56条 7項により適用除外と
し、隣地高さ制限は通常の制限を適用することは可能であ
る。
また、一部の前面道路についてのみ道路高さ制限を適用
除外することはできず、一部の隣地境界線についてのみ隣
地高さ制限を適用除外とすることもできない。北側高さ制
限についても同様である。

6−15	特殊なケースの取扱い（2）
		2 以上の前面道路がある場合、令132条又は

134条 2項の区域区分をしないで天空率を算定・比較す
ることはできるか。
また、幅員が最大な前面道路の幅員の2倍かつ35m以
内の区域においては、幅員が最大な前面道路についてのみ
天空率を算定・比較すればよいのか。

	2以上の前面道路がある場合には、令132条又
は 134条 2項の規定による区域区分をして天空率を算
定・比較する。これは、2以上の前面道路がある場合の通
常の斜線制限を受ける場合と同様の取扱いである。
また、幅員が最大な前面道路の幅員の2倍かつ35m以
内の区域においても、すべての前面道路について高さ制限
適合建築物を想定し、天空率を算定・比較する。

6−16	特殊なケースの取扱い（3）
		下図の道路Cについては、A1〜A7、B4〜 B6、

C1〜C3、D1〜D3のそれぞれの算定位置において、図の
ように区分した計画建築物の部分と道路高さ制限適合建築
物の部分の天空率を算定・比較するのか。

	図の場合には、道路 Cについては、A1 〜 A7、
B4 〜 B6、C1 〜 C3、D1 〜 D3 のそれぞれの算定位置にお
いて、図のように区分した計画建築物の部分と道路高さ制
限適合建築物の部分の天空率を算定・比較する。
なお、A1 〜 A7、B4 〜 B6、C1 〜 C3、D1 〜 D3 の各測
定点の間隔はすべてC/2以下とすること。

6−17	特殊なケースの取扱い（4）
		前面道路の反対側に公園がある場合や建築物の

敷地が公園に接する場合の取扱いはどうなるのか。

	天空率の算定位置は、公園の有無にかかわらず、
それぞれ前面道路の反対側の境界線、隣地基準線上になる。
高さ制限適合建築物については、令134条 2項及び令
135条の3・1項による緩和を受けたものを想定する。

6−18	特殊なケースの取扱い（5）
		高度地区や地区計画による高さ制限は、法56条

7項により適用除外となるのか。

	いずれの高さ制限についても、当該制度では適用
除外とならない。
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